
 

  



 

ご あ い さ つ 

 

本市では、令和２年６月に「第３次新見市総合計画」を策定し、

「人と地域が輝き 未来につながる 源流共生のまち・にいみ」の実

現を目指して様々な取組を実施してまいりました。 

 

この目標の達成に向けては、男女が互いに人権を尊重し、一人ひ

とりが光り輝くことができる地域づくりが必要不可欠であること

から、本市では、「にいみ男女共同参画プラン」に基づき、家庭・地域・職場など、さま

ざまな分野において男女共同参画を進めてまいりました。 

  

この間、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や人口減少、少子高齢化の進行、家族形

態や働き方の多様化など、本市を取り巻く社会情勢は大きく変化しました。 

 

こうした中、女性活躍の推進やワーク・ライフ・バランスの確保、配偶者等からの暴力

防止など、男女共同参画に関する取組・課題は暮らしに直結することから、これまで以上

の取組の推進や課題の早期解消が求められています。 

  

この度、第４次にいみ男女共同参画プランの計画期間が満了することから、これまでの

成果の検証やアンケート調査を実施し、複雑多様化する市民ニーズを捉えつつ、男女共同

参画社会の早期実現を目指すため「第５次にいみ男女共同参画プラン」を策定しました。 

 

本プランの推進にあたっては、市民・企業・行政の協働による取組が欠かせません。本

計画の基本理念である「男女が共に輝き いきいきと活躍できるまち」を実現するため、

市民の皆様のより一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

最後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見を賜りました新見市男女共同参画審議会

の委員の皆様をはじめ、市民意識調査にご協力いただきました市民の皆様及び関係各位

に対し、心から厚くお礼を申し上げます。 

 

令和８年３月 

新見市長 石田 實 
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第１章 計画の策定に当たって 

 

【１】計画策定の社会的背景と趣旨 

１ 男女共同参画を取り巻く社会的背景 

昭和 50 年（1975 年）、国連は同年を「国際婦人年」と位置付けました。これが一つの契

機となり、女性の地位向上に向けて、女性の権利や平等について考える動きが世界的に広

がりました。さらに、昭和 52 年（1977 年）には加盟国に対して、女性の権利を尊重し平

等な社会の実現に向けた記念日を設けるよう、呼びかけが行われました。現在では、毎年

３月８日を「国際女性デー」として、世界各地で記念行事や啓発活動が行われています。 

令和７年（2025 年）は「国際婦人年」が位置付けられた歴史的な取組から 50 年の節目

に当たります。 

一方、国内においては、昭和 60 年に「男女雇用機会均等法※１」が成立し、令和７年で

40 年の節目となります。その間、男女共同参画を目指す取組には、一定の成果がうかがえ

ます。しかし、地域社会においては、従来の社会通念や慣習、しきたりなどを背景に、社

会のあらゆる分野で「男性優遇」意識が根強い状況にあります。 

我が国においては、総人口の減少をはじめ出生数の減少や少子高齢化の進行、それに伴

う社会保障費の増加や労働力の減少が危惧されています。現在は第５類に移行した新型コ

ロナウイルス感染症の拡大も、社会に多大な影響を及ぼしてきました。 

社会の持続的な発展のために、男女共同参画社会の形成を推進することは、引き続き重

要な政策課題として位置付けられます。 

そのような中、ＡＩの活用によるＩＣＴ（情報通信技術）の進化や社会全体のデジタル・

トランスフォーメーション（ＤＸ）※２の加速など、先端技術の急速な進展は、産業や働き

方にも大きな変革をもたらそうとしています。また、令和３年の「政治分野における男女

共同参画の推進に関する法律」の改正※３をはじめ、令和５年では「性の多様性に関する法

律※４」の施行、令和６年には「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律※５」や「育

児・介護休業法」の改正※６など、様々な関係法令の改正等も進められています。 

男女共同参画社会の実現に向けた取組は、これまでに積み重ねてきた成果を生かし、ま

た、社会の変化に適切に対応しながら、より実効性のある施策や仕組みづくりを検討して

いく必要があります。 

 

 

 

  

※１「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年法律第 113 号）」 

※２ デジタル技術の有効な活用を図り、新たな価値を生み出すこと。（Digital Transformation） 

※３「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律（令和３年法律第 67 号）」 

※４「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（令和５年法律第 68 号）」 

※５ 令和４年法律第 52 号 

※６「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正

する法律（令和６年法律第 42 号）」 

 

注：国際的な動きに関する文章には元号と西暦を併記しています。（以下同様） 
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２ 計画策定の趣旨 

本市では、令和３年３月に「第４次にいみ男女共同参画プラン」（以下「第４次計画」と

いう。）を策定しました。この度、第４次計画期間の満了に伴い「第５次にいみ男女共同参

画プラン」（以下「本計画」という。）を策定します。 

本計画は、本市の男女共同参画に関する施策を総合的、計画的に推進していくための「男

女共同参画社会基本法（平成 11 年法律第 78 号）」の規定に基づく「市町村男女共同参画計

画」であり、第４次計画を受け継ぐ計画です。 

なお、本計画は「女性活躍推進法※１」の規定に基づく「市町村推進計画」として、また

「ＤＶ防止法※２」の規定に基づく「市町村基本計画」及び「困難な問題を抱える女性への

支援に関する法律」の規定に基づく「市町村基本計画」を包含しています。 

 

 

 

【２】男女共同参画社会について 

１ 男女共同参画社会の定義について 

「男女共同参画社会基本法」では、男女共同参画社会の定義を「男女が、社会の対等な

構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確

保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することがで

き、かつ、共に責任を担うべき社会」とし、その考え方に基づき５つの基本理念を掲げる

とともに、国や地方公共団体及び国民の役割を示しています。 

 

【 男女共同参画社会基本法の５つの基本理念（概要） 】 

男女の人権の尊重 

・ 男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、

男性も女性も一人の人間として能力を発揮できる機会を確

保する。 

社会における制度又は 

慣行についての配慮 

・ 固定的な性別役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活

動ができるよう、社会の制度や慣行の在り方を考える。 

政策等の立案及び 

決定への共同参画 

・ 男女が社会の対等なパートナーとして、あらゆる分野にお

いて方針の決定に参画できる機会を確保する。 

家庭生活における活動 

と他の活動の両立 

・ 男女が対等な家族の構成員として、互いに協力し、社会の

支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事や学

習、地域活動等ができるようにする。 

国際的協調 

・ 男女共同参画の社会づくりのために、国際社会と共に歩む

ことも大切であることから、他の国々や国際機関と相互に

協力して取り組む。 

 

 

  

※１ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64 号）」 

※２ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成 13 年法律第 31 号）」 
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２ ＳＤＧｓ※１の理念と本計画におけるジェンダー平等の位置付け 

ＳＤＧｓは、平成 27 年（2015 年）９月に国連サミットで採択された、貧困の根絶、不

平等の解消、環境との調和を統合的に進める「持続可能な開発目標」であり、17 のゴール

から構成されています。「誰一人取り残さない」を中核的な理念とし、とりわけ５番目の

「ジェンダー平等※２を実現しよう」は本計画に深く関係します。 

ＳＤＧｓ全体においても「全ての人々の人権を実現し、ジェンダー平等と全ての女性と

女児のエンパワーメント※３を達成すること」を目指しており、ジェンダー平等の実現はＳ

ＤＧｓ全体に横断する重要な目標となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※１ 持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals） 

※２ 性別にかかわらず、誰もが平等に責任や権利、機会を分かち合い、あらゆる物事を一緒に決めていくこと。 

※３ 自らの意識と能力を高め、社会のあらゆる分野で能力を発揮し、行動していくこと。 
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【３】男女共同参画に関する国内の動き 

１ 第６次男女共同参画基本計画の策定 

国においては、令和８（2026）年３月 13 日に「第６次男女共同参画基本計画」が閣議決

定されました。 

「第６次男女共同参画基本計画」においては、我が国における経済、社会環境や国際情

勢の変化、我が国が主体的に参画してきたジェンダー平等に係る多国間の合意等の着実な

履行、実施の観点も踏まえ、目指すべき社会として改めて次の４つを掲げ、その実現を通

して「男女共同参画社会基本法」が目指す男女共同参画社会の形成の促進を図ることとし

ています。 

 

 

① 男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富ん

だ、活力ある持続可能な社会 

② 男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

③ 仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家庭

生活を送ることができる社会 

④ あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、国際社会と協調する社会 

 

２ 女性版骨太の方針２０２５の策定  

令和７年６月、政府の「すべての女性が輝く社会づくり本部」及び「男女共同参画推進

本部」の合同会議において「女性活躍・男女共同参画の重点方針２０２５（女性版骨太の

方針２０２５）」が決定されました。 

この方針では、我が国の女性活躍、男女共同参画を持続的に推進していくため、地方に

おける人口減少、女性の転出超過という課題を踏まえ「女性に選ばれる地方」を実現する

ことが急務となっており、女性がやりがいを持って取り組める仕事の創出をはじめ、女性

にとって魅力的な職場づくり、そのための人材確保、育成及びその体制づくり等に取り組

むとしています。 

 

 

Ⅰ 女性に選ばれ、女性が活躍できる地域づくり 

Ⅱ 全ての人が希望に応じて働くことができる環境づくり 

Ⅲ あらゆる分野の意思決定層における女性の参画拡大 

Ⅳ 個人の尊厳が守られ、安心・安全が確保される社会の実現 

Ⅴ 女性活躍・男女共同参画の取組の一層の加速化 

 

  

【 第６次男女共同参画基本計画における目指すべき社会 】 

【 女性活躍・男女共同参画の重点方針２０２５ 】 
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３ 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律※１の改正 

我が国においては、政治分野への女性の参画は進んでいるものの、諸外国に比べると大

きく遅れています。性別にかかわらず立候補や議員活動等をしやすい環境の整備が求めら

れている社会的背景を踏まえ、令和３年６月に「政治分野における男女共同参画の推進に

関する法律の一部を改正する法律（令和３年法律第 67 号）」が施行されました。 

この改正では、政党その他の政治団体には、男女の候補者数の目標設定や候補者選定方

法の改善、セクシュアルハラスメント対策などに自主的に取り組むことを促す規定が示さ

れるとともに、国、地方公共団体には、それらの環境の整備等の施策を講ずる責務が明確

に示されました。 

 

 

１ 政党その他の政治団体の取組の促進 

・ 候補者の選定方法の改善、候補者にふさわしい人材の育成 

・ 各種ハラスメント対策 等 

２ 国・地方公共団体の施策の強化 

・ 議会における家庭生活との両立に向けた支援のための環境の整備 

・ 人材の育成 等 

３ 関係機関の明示 

４ 国・地方公共団体の責務等の強化 

 

 

４ 育児・介護休業法※２の改正 

令和６年５月に「改正育児・介護休業法」が公布されました。 

この改正では、男女が共に仕事と育児、介護を両立できるよう、子どもの年齢に応じた

柔軟な働き方を実現するための措置の拡充をはじめ、育児休業の取得状況について公表義

務の対象を拡大することや次世代育成支援対策の推進、強化、介護離職防止のための仕事

と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずるとし、令和７年４月から段階的に施行され

ています。 

 

 

１ 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充 

２ 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進、強化 

３ 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等 

 

 

 

  

【 「育児・介護休業法」改正の概要（要旨） 】 

【 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」改正の概要（要旨） 】 

※１ 平成 30 年法律第 28 号 

※２ 平成３年法律第 76 号 
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５ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

令和６年４月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されました。

この法律は、女性が日常生活又は社会生活を営むに当たって、女性であることで様々な困

難な問題に直面することが多い現状を踏まえ、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図

るための支援施策を推進することによって、人権が尊重され、女性が安心して、自立して

暮らせる社会の実現をその目的としています。 

 

 

１ 困難な問題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されながら、抱えている問題及び

その背景、心身の状況等に応じた最適な支援を受けられるようにすることにより、そ

の福祉が増進されるよう、その発見、相談、心身の健康の回復のための援助、自立し

て生活するための援助等の多様な支援を包括的に提供する体制を整備すること。 

２ 困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関及び民間の団体の協働により、早期か

ら切れ目なく実施されるようにすること。 

３ 人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを旨とすること。 

 

 

６ 性の多様性に関する法律 

令和５年６月に「性の多様性に関する法律」が施行されました。 

この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティ（性の自己認識）の多様性に関

する基本理念を定めるとともに、国及び地方公共団体の役割を定め、基本計画の策定等を

通して、多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としています。 

 

 

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関す

る施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、

等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念

にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあっ

てはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生す

る社会の実現に資することを旨として行われなければならない。 

 

 

  

【 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の基本理念（要旨） 】 

【 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の基本理念 】 
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７ 岡山県の動き 

岡山県では、令和８年３月に「第６次おかやまウィズプラン」を策定し「性別にとらわ

れず、一人ひとりの価値観に基づいた多様な生き方が尊重され、それぞれの能力や個性を

あらゆる分野で十分発揮できる社会の実現を目指す」としています。 

 

 

 

目標と基本的な視点 

目標 「男女が共に輝くおかやまづくり」 

基本的な視点 

① 男女の人権の尊重とパートナーシップの確立 

②「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー）に気づく視点 

③ 女性のエンパワーメントの促進とチャレンジ支援 

④ さまざまな主体との協働の推進 

基本目標と重点目標 

基本目標Ⅰ 

男女共同 

参画社会の 

基盤づくり 

重点目標１ 固定的な性別役割分担意識の解消や無意識の思い込み（ア

ンコンシャス・バイアス）に対する気付きの促進 

重点目標２ 男女共同参画に関する情報収集と調査・研究の推進 

重点目標３ 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 

重点目標４ 男性にとっての男女共同参画の推進 

基本目標Ⅱ 

男女の人権が 

尊重される 

社会の構築 

重点目標５ 性別に基づくあらゆる暴力の根絶 

重点目標６ 情報化社会における女性の人権の尊重 

重点目標７ 生涯を通じた女性の健康支援 

重点目標８ 生活上のさまざまな困難を抱える人々が安心して暮らせる

環境づくり 

重点目標９ 男女共同参画の視点に立った防災・復興の推進 

基本目標Ⅲ 

男女が共に 

活躍する 

社会づくり 

重点目標 10 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

重点目標 11 さまざまな分野・産業における女性の活躍の場の拡大 

重点目標 12 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 

重点目標 13 女性のチャレンジ支援 

重点目標 14 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現 

重点目標 15 若者・女性にも魅力ある地域の創出・発信 

 

 

  

【 「第６次おかやまウィズプラン」の施策体系 】 
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第２章 計画の概要 

 

【１】計画の位置付け 

本計画は「男女共同参画社会基本法」をはじめ「女性活躍推進法」「ＤＶ防止法」「困難

な問題を抱える女性への支援に関する法律」の規定に基づく、市町村の基本的な計画です。 

また、本市の最上位計画である「第３次新見市総合計画～行動計画（後期）～」をはじ

め「新見市デジタル田園都市構想総合戦略」「新見市地域福祉計画」「新見市子ども・子育

て支援事業計画」や「新見市特定事業主行動計画」「新見市地域防災計画」等、関連する他

の部門計画との整合に配慮するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

岡山県 

国 

根拠法 

○ 「男女共同参画社会基本法」 

○ 「女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）」 

○ 「ＤＶ防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律）」 

○ 「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」 

○ 男女共同参画基本計画 

○ 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針 

○ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針 

○ 岡山県男女共同参画の促進に関する条例 

○ 第６次おかやまウィズプラン 

○ 岡山県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画 

新見市 

【 本計画 】 

第５次にいみ男女共同参画プラン 

 

 

 

 

関連他計画 
連携・調整 

【 本計画の位置付け 】 

第３次新見市総合計画 ～ 行動計画（後期）～ 
［ 関連施策 ］ 

行政分野７ 交流・コミュニティ 

７－４ 人権・パートナー 

主要な施策・取組 男女共同参画社会実現のための取組の推進 など 

【 一体的に策定 】 

・ＤＶ防止基本計画 

・女性活躍推進計画 

・困難女性支援基本計画 

新見市男女共同参画まちづくり条例 
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【２】計画の期間 

本計画の期間は、令和８年度から令和 12 年度までの５年間と定めます。最終年度に、そ

れまでの取組の点検、評価を行い次期計画につなぎます。 

なお、社会情勢の変化や制度等の改正、本市の現状の変化等により、適宜、内容につい

ての見直しを行う場合があります。 

 

【３】計画の策定体制 

 

１ 新見市男女共同参画審議会における審議 

本計画の策定に当たっては、学識経験者をはじめ各種団体、組織の関係者などから構成

される「新見市男女共同参画審議会」に諮り、計画の原案や重要事項等を審議しました。 

 

２ アンケート調査の実施 

計画の策定に当たって、本市在住の 18 歳以上の市民を対象としたアンケート調査を行

い、男女共同参画に関する意見や問題点、ニーズ等を調査し、施策を検討する上での基礎

資料としました。 

 

 新見市 男女共同参画に関する市民意識調査 

調査対象 18 歳以上の市民 

調査方法 郵送配布～郵送回収、インターネットによる回答 

調査期間 令和７年９月 

回答状況 

配布数 1,000 件 

有効回答数 429 件（インターネットによる回答 92 件を含む） 

有効回答率 42.9％ 

 

 

３ パブリックコメント（意見公募）の概要 

本計画案を市役所（支局等を含む。）の窓口及び市のホームページで公開し、パブリック

コメントを実施しました。 
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第３章 男女共同参画を取り巻く本市の現状と課題 

【１】統計でみる男女共同参画を取り巻く本市の現状 

１ 人口等の現状 

本市の人口は減少傾向にあり、令和７年３月現在 25,571 人となっています。世帯数も緩

やかな減少傾向にあり、１世帯当たりの人口数を示す世帯人員は、令和２年の 2.27 人から

令和７年で 2.06 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 人口・世帯数の推移 】 

【 人口・世帯数増減率 】 

注：増減率は、令和２年を 100 とした場合の各年の割合を示している。 

資料：住民基本台帳（各年３月末日現在） 

28,786 28,194 27,520 26,894 26,258 25,571

12,706 12,719 12,630 12,600 12,523 12,393

2.27 
2.22 2.18 

2.13 2.10 
2.06 

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

2.60

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

人口 世帯数 世帯人員（人/世帯）

（人/世帯）（人、世帯）

100.0 
97.9 

95.6 

93.4 

91.2 
88.8 

100.0 100.1 99.4 99.2 98.6 
97.5 

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

人口増減率 世帯数増減率
（％）
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出生と死亡の差からみる「自然動態」は近年、死亡者数が出生数を上回り、マイナスで

推移しています。また、転入と転出からみる「社会動態」についても、市外への転出者数

が市内への転入者数を上回る転出超過傾向にあります。 

令和６年では、合計 721 人の人口減少となっています。 

 

【 人口動態 】 （単位：人） 

  

  自然動態  社会動態 人口動態 

出生数 

（a） 

死亡者数

（b） 
（c） 転入（d） 転出（e） （f） （g） 

令和４年 107 584 -477 625 740 -115 -592 

令和５年 86 545 -459 717 858 -141 -600 

令和６年 91 565 -474 639 886 -247 -721 

 

 

 

令和６年の人口移動状況をみると、20 代前半の転出が目立っており、就職などを機に転

出していることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 転入・転出超過数 】 

資料：住民基本台帳人口移動報告（令和６年） 

注：(c)=(a)-(b)、(f)=(d)-(e)、(g)=(c)+(f) 

資料：住民基本台帳に基づく人口動態（総務省） 

1 

-10 -9 
-19 

-150 

-10 

-40 

-12 -19 

7 6 1 6 12 

-41 

-160

-120

-80

-40

0

40

80

0～

4歳

5～

9歳

10～

14歳

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70歳

以上

（人）

4 

-5 -1 

-31 

-51 

-8 

-24 

1 

-4 

10 6 7 
0 5 

-9 -3 -5 -8

12

-99

-2

-16 -13 -15
-3

0

-6

6 7

-32

-120

-80

-40

0

40

0～

4歳

5～

9歳

10～

14歳

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70歳

以上

男性 女性
（人）



12 

 

本市の年齢別人口をみると、令和７年では「年少人口（14 歳以下）」の割合が 8.3％、「生

産年齢人口（15～64 歳）」が 47.4％、「高齢者人口（65 歳以上）」が 44.3％となっていま

す。 

高齢者人口の割合（高齢化率）は、令和２年の 41.7％から令和７年で 44.3％と増加して

おり、男性に比べ女性の高齢化率が高くなっています。一方、年少人口は減少しており、

本市においても少子高齢化の進行がうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢を５歳階級別でみると、男女共に 70 代のいわゆる「団塊の世代」が、本市の人口の

多数を占めており、80 歳以上になると、女性の人口が男性を大きく上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 年齢別人口構成比 】 

資料：住民基本台帳（各年３月末日現在） 

【 年齢５歳階級別人口（人口ピラミッド） 】 

資料：住民基本台帳（令和７年３月末日現在） 
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本市の人口は、減少で推移すると予測されています。 

年齢３区分別に人口推計をみると、生産年齢人口の減少が目立っており、令和 22 年には

高齢者人口が生産年齢人口を上回ると推計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 将来推計人口 】 

注１：平成 12 年は合併前の人口を合算 

注２：総人口は年齢不詳を含む。 

資料：平成 12 年～令和２年は国勢調査、令和７年以降は国立社会保障・人口問題研究所（令和５年推計） 

実績← →推計
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２ 婚姻の状況 

本市の未婚者数と既婚者数を年齢別にみると、男性の場合、20 代後半までは未婚者数が

既婚者数を大きく上回っていますが、30 代後半になると逆転することから、30 代が婚姻の

中心的年齢層であることが分かります。女性の場合は、30 代前半で既婚者数が未婚者数を

大きく上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 年齢別未既婚者数と未婚率 】 

資料：国勢調査（令和２年） 
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令和２年における本市の未婚率は、平成 22 年に比べ、男女共に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 就労状況 

本市の 15 歳以上の労働力人口をみると、男女共に減少傾向にあります。労働力率は、男

性は減少傾向にありますが、女性は近年、緩やかな増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 未婚率（経年比較） 】 

資料：国勢調査 

【 労働力人口・労働力率の推移 】 

注：平成 12 年は合併前の労働力人口を合算 

資料：国勢調査 
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４ 就業率 

令和２年における本市の女性の就業率をみると、平成 22 年に比べ全体的に増加傾向に

あり、結婚して子どもができても働き続ける女性が増えていることがうかがえます。また、

平成 22 年では、30 代の子育て世代の就業率が一旦低下する「Ｍ字カーブ※」の状況がみら

れましたが、令和２年ではその傾向は緩やかな「台形」に変化しつつあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の女性の就業率は、岡山県や国の平均を大きく上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 女性の就業率（経年比較） 】 

資料：国勢調査 

【 女性の就業率（県・国比較） 】 

資料：国勢調査（令和２年） 

※ 日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、例えば 30 代前半を谷とし、20 代後半と 30 代後半が山になる

アルファベットのＭのような形になること。 
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本市の女性の就業率を未既婚別でみると、20～30 代では既婚者の就業率は未婚者を下

回っていますが、40 歳を超えると既婚者の就業率が未婚者を上回る状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性の就業率を未既婚別でみると、特に 50 代以降、未婚者と既婚者に大きな差がみられ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 女性の就業率（未既婚別） 】 

資料：国勢調査（令和２年） 

【 男性の就業率（未既婚別） 】 

資料：国勢調査（令和２年） 
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５ 産業別就業者数 

本市の産業別就業者数の構成比をみると、令和２年では第１次産業の割合が 14.4％、第

２次産業が 26.7％、第３次産業が 58.6％となっています。岡山県全体と比べ、第１次産業

の割合は高くなっていますが、第３次産業の割合は低くなっています。 

産業大分類別でみると、男性は「製造業」「建設業」などが女性を大きく上回っており、

女性は男性に比べ「医療・福祉」が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 産業別 15 歳以上就業者数の構成比 】 

【 産業大分類別 15 歳以上就業者数 】 

資料：国勢調査（令和２年） 

14.4 

16.7 

11.6 

4.1 

26.7 

35.1 

16.7 

26.2 

58.6 

47.9 

71.2 

66.6 

0.4 

0.3 

0.5 

3.1 

凡例（％）

新見市

男性

女性

参考／岡山県

第１次産業 第２次産業 第３次産業 分類不能の産業

1,235

8

90
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1,593

29

44
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741

41

37

113

146
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290

399

263

394

432

24

0 1,000 2,000
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製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業・郵便業

卸売業・小売業

金融業・保険業

不動産業・物品賃貸業

学術研究・専門・技術サービス業

宿泊業・飲食サービス業

生活関連サービス業・娯楽業

教育・学習支援業

医療・福祉

複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの）

公務（他に分類されるものを除く）

分類不能の産業

（人）

第
１
次

産
業

第
２
次

産
業
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３
次
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業

【 男性 】
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0

20
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7

17

63

916

79

37

64

375

221

476

1,649

159

206

187

31

0 1,000 2,000

【 女性 】
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６ 雇用形態別雇用者数 

本市の雇用形態別雇用者数の構成比をみると、令和２年では「正規の職員・従業員」の

割合は、男性が 60.2％、女性が 45.4％と、女性は男性の割合を大きく下回っています。一

方「パート・アルバイト等（派遣社員を含む）」の割合は、男性が 11.4％、女性が 33.7％

と、女性は男性の割合を大きく上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 雇用形態別雇用者数の構成比 】 

資料：国勢調査（令和２年） 

60.2 

64.1 

63.7 

45.4 

42.1 

41.1 

11.4 

13.4 

14.3 

33.7 

42.7 

44.5 

6.9 

7.5 

7.5 

2.7 

3.2 

2.9 

21.5 

15.1 

14.5 

18.2 

11.9 

11.5 

凡例（％）

新見市

岡山県

国

新見市

岡山県

国

正規の職員・

従業員

パート・

アルバイト等

役員 その他

【 男性 】

【 女性 】
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７ 世帯構成 

世帯構成について、平成 22 年から令和２年までの推移でみると「ひとり親と子どもの世

帯」「単身世帯」は増加で推移していますが、世帯人員が多い「三世代世帯」は減少傾向に

あり、世帯規模の縮小傾向がうかがえます。 

また、年齢別に世帯構成をみると、65 歳以上で「夫婦のみの世帯」の割合が高く、29 歳

以下や 75 歳以上で「単身世帯」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 世帯構成の推移 】 

資料：国勢調査 

【 年齢別世帯構成 】 

資料：国勢調査（令和２年） 

22.6 

23.2 

22.6 

18.7 
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16.4 
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1.4 

10.0 

13.0 
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0.2 
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16.1 

11.4 
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88.3 

26.6 
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22.9 

24.0 

36.8 
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1.9 

1.9 
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８ ひとり親家庭の状況（20 歳未満の子どもがいる世帯） 

本市の 20 歳未満の子どもがいるひとり親家庭は、令和２年では 118 世帯となっており、

そのうち大半を母子世帯で占めています。 

 

【 ひとり親家庭の状況 】 
 

平成 22 年 平成 27 年 令和２年 

ひとり親家庭（合計） 152 128 118 

 
母子世帯数 126（82.9％） 113（88.3％） 101（85.6％） 

父子世帯数 26（17.1％） 15（11.7％） 17（14.4％） 
 

 

 

 

９ 高齢者世帯の状況 

本市の 65 歳以上の高齢者がいる世帯の推移をみると、高齢者単身世帯は増加しており、

高齢者同居世帯は減少しています。 

 

【 高齢者世帯数の推移 】 

 
平成 27 年 令和２年 増減率

（％） 世帯数 構成比（％） 世帯数 構成比（％） 

総世帯数 11,613 100.0 11,287 100.0 -2.8 

65 歳以上の高齢者のいる世帯 7,341 63.2 7,104 62.9 -3.2 

 高齢者単身世帯 1,729 14.9 1,878 16.6 8.6 

 高齢者夫婦世帯 1,724 14.8 1,732 15.3 0.5 

 高齢者同居世帯 3,888 33.5 3,494 31.0 -10.1 

 

 

 

  

資料：国勢調査 

資料：国勢調査 
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10 女性の参画の状況 

本市における審議会委員に占める女性割合をみると、令和６年度は国の平均は上回って

いますが、岡山県の平均は下回っています。 

市職員管理職や自治会長に占める女性割合は、岡山県や国の平均を上回って推移してお

り、市議会議員や防災会議委員に占める女性割合は、岡山県や国の平均を下回って推移し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 審議会委員に占める女性割合の推移 】 【 市議会議員に占める女性割合の推移 】 

【 市職員管理職に占める女性割合の推移 】 

注：国の数値は「市区平均」の値（以下同様） 

資料：内閣府 市区町村女性参画状況見える化マップ（各年度４月１日現在） 

（「市議会議員に占める女性割合の推移」は各年度 12 月末日現在） 
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【 岡山県内の審議会委員及び市職員管理職（課長相当職以上）に占める女性の割合 】 

  

審議会委員 職員管理職 

委員総数 

（人） 

女性委員 

（人） 

女性委員 

割合（％） 

総数 

（人） 

女性 

（人） 

女性管理職 

割合（％） 

岡山市 1,191 535 44.9 398 75 18.8 

倉敷市 1,517 425 28.0 440 50 11.4 

津山市 655 187 28.5 121 20 16.5 

玉野市 298 90 30.2 72 10 13.9 

笠岡市 650 272 41.8 58 6 10.3 

井原市 410 138 33.7 61 5 8.2 

総社市 876 254 29.0 83 13 15.7 

高梁市 489 113 23.1 86 18 20.9 

新見市 303 95 31.4 74 17 23.0 

備前市 388 147 37.9 81 20 24.7 

瀬戸内市 281 83 29.5 64 13 20.3 

赤磐市 301 96 31.9 47 10 21.3 

真庭市 1,064 373 35.1 112 39 34.8 

美作市 202 88 43.6 57 11 19.3 

浅口市 339 106 31.3 37 4 10.8 

岡山県市町村平均 - - 32.6 - - 17.4 

全国市区平均 - - 30.4 - - 18.6 

 

  

【 自治会長に占める女性割合の推移 】 【 防災会議委員に占める女性割合の推移 】 

資料：内閣府 市区町村女性参画状況見える化マップ（各年度４月１日現在） 

資料：内閣府 市区町村女性参画状況見える化マップ（令和６年４月１日現在） 

12.5 13.0 13.4 13.1 

15.1 

7.7 7.4 11.2 
8.1 

6.1 6.6 6.9 7.4 7.8 

8.0 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

令和５

年度

令和６

年度

新見市 岡山県 国
（％）

9.1 

12.1 

12.1 12.5 

9.1 

18.2 
16.5 

17.5 17.4 17.1 

10.9 

11.5 

12.6 13.4 13.9 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

令和２

年度

令和３

年度

令和４

年度

令和５

年度

令和６

年度

新見市 岡山県 国
（％）



24 

 

11 ジェンダー・ギャップ指数 

令和７年６月に発表された「ジェンダー・ギャップ指数※」では、我が国は 148 か国中

118 位と前年と同順位となっており、依然としてＯＥＣＤ加盟諸国の中では非常に低い順

位となっています。特に「政治」や「経済」の分野における男女間格差が目立っており、

そのうち「政治」は上位国との差の大きさが目立っています。 

 

【 ジェンダー・ギャップ指数 】 

（148 か国中の順位） 総合スコア 経済 教育 健康 政治 

アイスランド（1 位） 0.926 0.798 0.990 0.960 0.954 

フィンランド（2 位） 0.879 0.815 1.000 0.971 0.728 

ノルウェー（3 位） 0.863 0.776 0.995 0.959 0.721 

英国（4 位） 0.838 0.744 1.000 0.965 0.643 

ドイツ（9 位） 0.803 0.680 0.988 0.966 0.579 

↓ 

フィリピン（20 位） 0.781 0.790 0.988 0.967 0.377 

↓ 

カナダ（32 位） 0.767 0.751 1.000 0.969 0.350 

南アフリカ共和国（33 位） 0.767 0.657 0.996 0.974 0.443 

フランス（35 位） 0.765 0.725 1.000 0.969 0.364 

↓ 

米国（42 位） 0.756 0.762 1.000 0.973 0.291 

シンガポール（47 位） 0.748 0.789 1.000 0.972 0.232 

↓ 

ブラジル（72 位） 0.720 0.662 1.000 0.977 0.240 

ベトナム（74 位） 0.713 0.759 0.972 0.949 0.173 

↓ 

イタリア（85 位） 0.704 0.599 0.998 0.966 0.255 

↓ 

インドネシア（97 位） 0.692 0.668 0.978 0.968 0.153 

韓国（101 位） 0.687 0.608 0.980 0.976 0.182 

中国（103 位） 0.686 0.726 0.935 0.947 0.135 

↓ 

日本（118 位） 0.666 0.613 0.994 0.973 0.085 

↓ 

パキスタン（148 位） 0.567 0.347 0.851 0.959 0.110 

 

 

 

 

  

資料：Ｇｌｏｂａｌ Ｇｅｎｄｅｒ Ｇａｐ Ｒｅｐｏｒｔ 2025 

※ スイスのジュネーブに本部を置く「世界経済フォーラム」が、各国内の男女間の格差を数値化し、順位付けした指数のこと。

経済、教育、健康、政治の分野別の男女比を基に算出する。 
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【２】第４次計画期間における取組内容の点検と評価 

 

本市では、第４次計画に基づいて実行している事業について、ＰＤＣＡサイクルの考え

方を踏まえ、毎年度その進捗状況を点検し、評価しながら次年度の取組に反映させてきま

した。 

ここでは、第４次計画期間における取組内容の点検と評価結果を総括し、今後の課題を

示しています。 

 

【 第４次プランの施策体系 】 

基本目標 基本施策 

【１】人権の尊重と男女共

同参画の意識づくり 

１ 人権を尊重する意識づくり 

２ 男女共同参画を推進するまちづくり 

３ 学びの場における意識づくり 

【２】あらゆる分野におけ

る女性活躍の推進 
（新見市女性活躍推進計画） 

４ 方針決定過程における女性参画の促進 

５ 雇用の機会均等と働きやすい職場環境づくり 

６ ワーク・ライフ・バランスの推進 

【３】家庭や地域における

男女共同参画の推進 

７ 家庭生活における男女共同参画の推進 

８ 地域活動における男女共同参画の推進 

９ 国際理解を通じた男女共同参画の推進 

【４】生涯を通じた健康づ

くりへの支援 

10 ライフステージに応じた健康づくりへの支援 

11 母子保健の充実 

【５】暴力を許さないまち

づくり 
（新見市ＤＶ防止基本計画） 

12 あらゆる暴力の根絶に向けた環境づくり  

13 きめ細かな被害者支援体制の充実 

【６】誰もが安心して暮ら

せる地域社会づくり 

14 地域共生社会の実現に向けた取組  

15 防災・減災分野における男女共同参画の推進 
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基本目標１ 人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 

 

基本施策１ 人権を尊重する意識づくり 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 市民団体「にいみフォーラム」との共催により、男女共同参画セミナーを開催 

○ 公民館で人権講座や人権啓発講演会を開催 

○ 性別にとらわれない表現や肖像権、著作権に配慮した各種広報の作成を職員に周知 

○ 市の広報紙やホームページにおいて、男女共同参画への配慮について担当課と秘書広

報課でダブルチェック 

○ 男女共同参画プラザに図書やリーフレットを設置し、性的マイノリティ（性的少数者）

に関する正しい知識を啓発 

○ 性同一性障害に不安を持つ児童・生徒については、小・中学校において、支援委員会や

ケース会議等により個別に対応 

○ 中学校の制服デザインを順次変更 

 

点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 男女共同参画セミナーの開催に当たって、企画内容や広報を工夫し、男性や若い世代

など、幅広い世代の参加を促進する必要があります。 

● 広報の内容については、人権に十分配慮し、男女共同参画の視点に立った表現やデザ

インに引き続き努めることが必要です。 

● 児童・生徒が、道徳の時間等において、異性の尊重や性同一性障害などについて考え

る機会を引き続き設けることが必要です。性同一性障害に不安を持つ児童・生徒につ

いては、本人及び保護者と「合理的な配慮」について確認するほか、個別の事案に応

じてサポートチームを設置し、校内の支援委員会やケース会議等により、本人の心情

等に配慮して対応するための体制の維持が必要です。 

 

基本施策２ 男女共同参画を推進するまちづくり 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 男女共同参画情報紙「りぼん」を発行 

○ 男女共同参画ステップアップ講座や、公民館事業で男性向けの料理教室等を開催 

○ 市の広報紙やホームページ、中央図書館デジタルサイネージを活用した、男女共同参画

プラザの周知活動の実施 

○ 男女共同参画プラザを「にいみフォーラム」の活動の場として提供したほか、市との協

働活動を実施 

○ 「第３次新見市総合計画」に係るアンケートで男女共同参画に関する市民意識や実態を

把握 

○ 小・中学校の学校便り等において男女共同参画を啓発 

○ 各校の実態と発達段階に応じ、児童・生徒や保護者に男女共同参画や人権について学ぶ

機会を提供 
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点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 市のホームページをはじめ、多様な広報媒体を活用し、男女共同参画プラザの周知に

引き続き努める必要があります。 

 

基本施策３ 学びの場における意識づくり 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 男女平等の意識を持ち、一人一人の人権を大切にした教育・保育活動を実施 

○ 性別にかかわらず誰もが互いに人格を尊重し、相手の立場を理解し、助け合う人間形成

をテーマにした学習を小・中学校において実施 

○ 小・中学校において、職員の男女平等の意識や人権意識の高揚を図る研修の実施 

○ 県教育委員会から発出された人権意識の向上に関する文書を回覧で周知 

○ 小・中学校において「ＧＩＧＡワークブックにいみ」の活用を中心として、情報モラル

等を指導するとともに、児童・生徒、家庭、地域が連携し、メディアの使用について考

える場を提供 

○ 新見公立大学で、老若男女問わず学べる公開講座を開催 

○ 性別にとらわれることなく職員の能力や業績により公平に評価できるよう、研修会や

職員掲示板等を通して、職員への公平・公正な人事評価の実施を周知 

 

点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 公開講座等については、引き続き「男女共同参画」の要素を盛り込み、幅広い世代の

市民が学ぶことができる講座の開催を働き掛ける必要があります。 
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基本目標２ あらゆる分野における女性活躍の推進（新見市女性活躍推進計画） 

 

基本施策４ 方針決定過程における女性参画の促進 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 市役所内の職員掲示板等で審議会等の女性委員の比率を増やすよう要請 

○ 女性市職員の積極的な採用や管理職への登用を促進 

○ 中学校において、職員への女性の任用や管理職の女性登用率 30％を推進するとともに、

性別にとらわれず適材適所で教務主任等に抜てきすることを校長会で指示 

○ 岡山県市町村職員研修センターなどへの女性職員の参加を促進 

○ 岡山県男女共同推進センター（ウィズセンター）に講師の紹介を依頼するなど、女性人

材の情報収集と活用を推進 

○ 市役所窓口にポスター等の広報物を設置し、企業や地域活動団体等への啓発や理解の

促進を図るとともに、講座等を周知して参加を促進 

○ おかやま女性農業委員会の会議等で情報を交換し、農業委員への女性登用を促進 

 

点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 審議会等委員の女性比率については、委員改選時に女性の比率を増やすよう、引き続

き市役所内に要請する必要があります。 

● 小・中学校の人事において、引き続き女性職員の採用を促進するとともに、性別にか

かわらず管理職や教務主任等への登用を促進するなど、本人の適性に応じた人事を

推進する必要があります。 

● 団体推薦枠などにおける女性委員の獲得に加えて、多様な機会を活用し、女性の活躍

についての気運の醸成を図ることが必要です。 

 

基本施策５ 雇用の機会均等と働きやすい職場環境づくり 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 「男女雇用機会均等法」や岡山県男女共同参画推進センターの各種講座等に関するポス

ターや広報物を、市役所の窓口に設置して啓発を推進 

○ 市の広報紙やホームページ等で、岡山県女性創業サポートセンターの事業や市の創業

に関する施策を周知 

○ 創業相談や女性創業セミナーの開催等を通して、多様な働き方に関する支援や情報提

供を推進 

○ 家族経営協定の締結や岡山県農業士の女性の認定を推進 
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点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 農林・畜産業等における男女共同参画を促進するため、引き続き家族経営協定締結数

の増加を目指すとともに、岡山県農業士に女性を積極的に推薦するなどの取組を推

進する必要があります。 

● 女性の理工系分野への進出を支援するため、出前授業等の実施が必要です。  

 

基本施策６ ワーク・ライフ・バランスの推進 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 市役所の窓口に啓発ポスター等の広報物を設置し来庁する市民への啓発を推進 

○ ひとり親家庭の自立や就労を支援するため、相談や各種制度の紹介をしたほか、市内の

子育て広場に求人情報を設置し、情報を提供 

○ 介護者の負担軽減を図るため、地域包括支援センターやケアマネジャーが相談支援を

行ったほか、在宅サービスや施設サービス等の情報を提供 

○ 冊子「介護保険サービスのご案内」や市のホームページを随時更新し、最新で正確な情

報を市民に発信 

○ 「長寿社会いきいきガイド」の周知を図るため、民生委員・児童委員や社会福祉協議会

へ配布するとともに、市のホームページに掲載 

○ 所属長への要請やハンドブックによる周知により、市の職員が育児・介護休業制度等を

取得しやすい職場環境づくりを推進 

○ 小・中学校職員の育児・介護休業制度等を校長会で周知するとともに、安心して制度を

利用できる環境の整備を推進 

○ 県の「おかやま子育て応援宣言企業」や国の「くるみん認定企業」等を、市内の事業者

へ周知するとともに、市役所の窓口にポスター等を設置して啓発 

○ 一時保育や病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センターなど多様な保育サービ

スを提供するとともに、放課後児童クラブの安定した運営を支援 

○ 保健師による家庭訪問、乳幼児健診、育児教室など、多様な母子保健事業を実施 

○ 「新見市高齢者保健福祉計画・新見市介護保険事業計画」に基づく介護保険事業の展開

と、円滑な事業の運営を推進 

○ 在宅で高齢者を介護している介護者に、介護手当の支給や介護用品の給付を実施 
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点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 市職員や小・中学校職員が休暇を取得しやすい環境を整備するとともに、特に男性職

員の育児休業の取得を引き続き促進する必要があります。 

● 子育て家庭における子育ての負担感の軽減を図るため、一時保育や病児・病後児保

育、ファミリー・サポート・センターの運営や放課後児童クラブの支援を引き続き実

施する必要があります。 

● 乳幼児健診や育児教室、育児相談等で子育てに関する正しい情報を伝えるとともに、

子どもや保護者に応じた育児相談を行う必要があります。 

● 増加するひとり暮らしの高齢者世帯や高齢者のみの世帯、認知症高齢者のいる世帯

に対し、更なる支援や地域の見守り体制の充実などが必要です。 

● 引き続き在宅介護の経済的な軽減を図るとともに、在宅生活の継続や介護者の仕事、

地域活動などの社会参加と介護の両立を支援することが必要です。 
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基本目標３ 家庭や地域における男女共同参画の推進 

 

基本施策７ 家庭生活における男女共同参画の推進 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 子育て家庭が情報交換や交流ができる子育て広場の開設をはじめ、幼児クラブ同士の

交流事業、幼児クラブへの支援を実施 

○ 福祉フォーラムや福祉にこにこ市の開催、障害者週間啓発街頭キャンペーン等を実施 

○ 働く世代にも参加してもらえるよう、市内の民間企業に呼びかけを行い、認知症サポー

ター養成講座などを開催したほか、男性介護者が抱える悩みにも触れ、男性介護者への

理解や認知を促進 

○ 地区民生委員児童委員協議会において、介護や子育てに関する情報交換を実施 

○ 公民館事業において、男性料理教室や講座を開催 

 

点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 病気や障がいに対する正しい理解を深め、障がいの有無にかかわらず、全ての人に

とって暮らしやすい共生社会の実現を目指し、福祉フォーラムや福祉にこにこ市な

どの啓発活動を引き続き実施する必要があります。 

● 関係機関や地域活動団体、企業等と連携し、介護や地域ボランティア等の社会活動

に、男性がより積極的に参画できる環境づくりを引き続き促進する必要があります。 

● 家庭生活における役割分担や社会生活、職業生活との関わり方を学ぶとともに、主に

女性が担っている介護の負担軽減を図る必要があります。 

 

基本施策８ 地域活動における男女共同参画の推進 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 男女が共に地域活動に参加できるよう、市民運動推進協議会において「にいみクリーン

アップＥｃｏ運動」を実施 

○ 「にいみフォーラム」との共催でセミナーと出前講座を開催 

○ 男女共同参画推進団体である「にいみフォーラム」を支援 

○ 関係団体に対して、地域の困りごとを把握するため市民向けのアンケートやワーク

ショップを開催し、幅広く意見を取り入れるよう助言 

○ チラシやポスター等で広報を行うなど「ひな祭り」「新見もったいない市」等、女性グ

ループを中心とした地域活動を支援 
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点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● スポーツ活動における役割分担や社会生活、職業生活との関わり方を学ぶ場の充実

が必要です。 

● 地域活動を行う各種団体に対する活動への支援をはじめ、男女共同参画に関する多

様な情報の提供や助言等を推進し、引き続き地域における男女共同参画社会の形成

を促進する必要があります。 

● 女性グループを中心とした地域活動に対して、男女共同参画に向けた活動の実施を

促進するとともに、引き続き多様な媒体を活用して意識啓発活動を推進する必要が

あります。 

 

基本施策９ 国際理解を通じた男女共同参画の推進 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 市民向けの英語や中国語の講座等を開催 

○ 「国際交流ふれあいデイ」の開催や姉妹都市との交流等を実施 

○ 小・中学校において、教員とＡＬＴ※による共同授業を実施するとともに、国際交流支

援員を活用して、ＡＬＴが安心して職務に専念できる環境づくりを推進 

○ ＡＬＴが各就学前施設を訪問するとともに、小・中学校において自身の出身国の伝統文

化等を紹介 

 

点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 地域で外国人と触れ合う機会を提供し、地域住民の国際意識を高めることが必要で

す。 

● 姉妹都市、友好都市との交流に当たって、女性問題や男女共同参画に関する情報交換

や多文化共生について、相互の認識を深める必要があります。 

● ＡＬＴに学校行事や地域行事等に積極的に参加してもらい、地域における国際交流

を引き続き促進することが必要です。 

 

 

 

  

※ 小・中学校や高校の児童・生徒を対象に、英語の発音や国際理解の向上を目的とした教育を行うため、学校に配置され、

授業の補助を行う外国語を母国語とする「外国語指導助手」のこと。（Assistant Language Teacher） 
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基本目標４ 生涯を通じた健康づくりへの支援 

 

基本施策 10 ライフステージに応じた健康づくりへの支援 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 保健師と栄養士が企業を訪問し、高血圧、高血糖と腎症、透析の関係についてやがん検

診の受診勧奨を啓発するとともに、労働基準協会や包括連携協定を締結している企業

等と連携して広報物を配布 

○ 運動習慣や正しい生活習慣について、おでかけ健康教室等で啓発 

○ 乳がん、子宮頸がんなど各種検診の実施 

○ 高血圧、高血糖、腎機能のハイリスク対象者に、受診の勧奨と保健指導を実施 

○ 働く世代向けに、夕方、休日がん検診を実施 

○ 「料理番組」や「新見で～れ～ええ体操」をケーブルテレビで放送 

○ 「サロン」や「生き生き健康アップ教室」「運動ふれあい地域づくり支援事業」等で

実践指導を実施 

○ 小・中学校で飲酒及び薬物乱用防止教育と、警察、保健所と連携した出前授業を実施 

○ 高校生、中学３年生に「妊よう性講座」を開催し、ライフプランの大切さを学ぶ機会を

提供 

 

点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 高血圧や高血糖を予防するとともに、重症化しないよう、引き続き啓発や健診の受診

勧奨、保健指導を行う必要があります。 

● がんの早期発見、早期治療のため、乳がん、子宮頸がん検診を実施するとともに、乳

幼児健診で保護者に啓発するなど、引き続き受診を勧奨する必要があります。また、

乳がんの自己検診法の普及に努める必要があります。 

● ロコモティブシンドローム※１やフレイル※２の予防に向けて、引き続き「新見で～れ～

ええ体操」などの普及に努め、運動習慣の定着を図る必要があります。 

● 小・中学校において、禁酒、禁煙、薬物乱用等をテーマとした保健学習、喫煙による

健康への影響に関する講座等を引き続き開催し、正しい知識の普及に努める必要が

あります。 

● 高校生を対象に妊よう性※３講座を開催し、引き続き妊娠や出産の正しい知識と普及

に努める必要があります。 

 

 

 

 

  

※１ 骨、関節、筋肉など身体を動かす運動器の機能が衰えて「立つ」「歩く」などの動作が困難になり、要介護や寝たき

りになるリスクが高くなる状態のこと。 

※２ 加齢とともに心身の活力が低下し、生活機能障害、要介護状態などの危険性が高くなる「虚弱」の状態になること。 

※３ 妊娠するための力、妊娠のしやすさのこと。「妊よう性講座」は、妊娠、出産のための正しい知識を身に付け、妊娠

や出産の適切な時期やライフプランを設計することの大切さについて、理解を促進するための講座のこと。 
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基本施策 11 母子保健の充実 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 親子健康手帳の交付時に、各種健診の説明や受診の勧奨、各種母子保健サービスや相談

窓口に関する情報提供を実施するとともに、仕事を持つ女性の母性保護や健康管理に

ついて啓発 

○ ハイリスク妊婦や支援が必要な妊婦に対する伴走型相談支援事業を実施 

○ 特に支援が必要な親子を対象としたケース会議を開催 

○ 不妊、不育についての相談を実施するとともに、市の広報紙やホームページ等で治療費

の助成を周知 

 

点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 親子健康手帳交付時や訪問などの機会に、健診の受診を勧奨するなど、引き続き親子

の健康づくりを支援する必要があります。 

● 仕事を持つ妊産婦の母性保護や健康管理について、事業主が「母性健康管理指導事項

連絡カード」の記載内容に応じた適切な措置を講じるよう、引き続き啓発に努めるこ

とが必要です。 

● 引き続き「妊娠・出産・応援パッケージ事業※」を実施するなど、安心して妊娠、出

産ができる環境づくりを推進する必要があります。 

● 関係機関と連携した、個々に応じた支援内容の明確化や伴走型相談支援事業の継続

的な実施など、引き続き妊娠期からの切れ目ない支援を推進する必要があります。 

● 育児への不安や負担感が大きいなど、支援が必要な親子に対して、地区担当保健師が

中心となり、関係機関と連携を図りながら、引き続き支援することが必要です。 

● 不妊、不育に関する相談への対応や情報提供に努め、引き続き治療費の助成について

の周知が必要です。 

 

 

  

※ 妊婦に対して、妊娠後期以降の健診にかかる交通費の支給、出産時における宿泊費の助成及びママサポ１１９事業 
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基本目標５ 暴力を許さないまちづくり（新見市 ＤＶ防止基本計画） 

 

基本施策 12 あらゆる暴力の根絶に向けた環境づくり 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 市の広報紙や中央図書館のデジタルサイネージ等を活用し男女共同参画プラザを周知 

○ 「岡山県男女共同参画推進月間」や「女性に対する暴力をなくす運動」の期間に合わせ

た啓発活動を実施 

○ 市内事業者に「ＤＶ防止法」の情報提供を行うとともに、市役所の窓口にポスターや広

報物を設置してハラスメントの防止等を啓発 

○ 職員掲示板や直属上司との面談、研修等を通して、市職員の法令順守やハラスメント防

止に対する意識啓発活動を実施 

○ 小・中学校の実態に応じて、成人向け書籍コーナーや風俗等施設入場禁止を指導 

○ 保護者がスマートフォンやインターネットによる被害について学ぶ機会を提供すると

ともに、フィルタリング（有害サイト利用制限）の利用を奨励 

○ 街頭啓発活動や青少年育成センターの事業を通して、青少年の健全育成を推進 

○ ＤＶ等の被害者情報の保護や管理、支援対象者の情報の管理を徹底 

 

点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 児童・生徒の保護者に対しフィルタリングの利用を継続的に奨励するとともに、児

童・生徒、保護者を対象としたネット犯罪に関する研修会を開催し、ＳＮＳ等のネッ

トトラブルについて主体的に考える機会を設ける必要があります。 

● 未成年者の成人向け書籍コーナーや風俗施設等への入場禁止の指導等、引き続き健

全育成の取組を推進するとともに、相談窓口の周知と相談体制の充実を図る必要が

あります。 

 

基本施策 13 きめ細かな被害者支援体制の充実 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ ＤＶ被害等に関する緊急性の高い相談は、警察署や女性相談所に取り次ぎ、その他の相

談も必要に応じて関係機関と情報を共有し対応 

○ 要保護児童対策地域協議会やケース会議を開催し、特定妊婦や要保護児童の早期発見、

迅速な対応と連携体制による支援を実施 

○ 「児童虐待防止推進月間」に啓発活動を実施 

○ 新見市権利擁護委員会で権利擁護の推進や成年後見人制度の利用の促進を図り、高齢

者や障がいのある人に対する虐待事例の協議や支援方針を検討し、権利擁護協議会で

地域連携ネットワークづくりのための連携を強化 

○ 子ども家庭総合支援拠点相談員と男女共同参画プラザ相談員が連携し、継続的に支援

するとともに、子ども家庭総合支援拠点の定例会議等に男女共同参画プラザ相談員が

参加 
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点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● こども家庭センターの役割である「母子保健」と「児童福祉」の一体的支援実施のた

め、多様な関係機関とのネットワークづくりに努め、児童虐待への「予防的支援」を

目標とした取組の推進が必要です。 

● 要保護児童対策地域協議会と協力し、引き続き児童虐待防止の啓発活動を推進する

とともに、児童相談所や警察署、保健所、関係機関等と連携し、対応する必要があり

ます。 

● 高齢者や障がいのある人への虐待を未然に防ぐために、啓発活動や研修会等を開催

し、権利擁護の推進を図る必要があります。 

● 権利擁護協議会や研修会を通して、地域連携ネットワークの構築を推進する必要が

あります。 
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基本目標６ 誰もが安心して暮らせる地域社会づくり 

 

基本施策 14 地域共生社会の実現に向けた取組 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 小地域ケア会議を開催するとともに、未開催の地区での開催に向け、民生委員・児童委

員や社会福祉協議会等と協議 

○ 老人クラブ連合会や単位老人クラブ、シルバー人材センターを支援 

○ 障がいのある人の自立した地域生活を支援するため、障害者自立支援協議会と連携し、

障がい福祉関係機関のネットワークの構築や相談支援体制を充実 

○ 障害者週間にユニバーサル社会の推進に関する啓発広報物を配布 

○ 母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭の相談に対応し、各機関との連携を図りながら

支援を実施 

○ 関係機関への広報物の設置や面接時の制度の説明、利用の勧奨などで、養育費履行確保

支援事業を周知 

○ 全ての小・中学校で、地域全体で子どもを育てる気運を醸成するための活動を推進 

○ 地域人材による学習支援や放課後子ども教室、土曜日子ども教室を実施 

○ 放課後児童クラブの運営を支援 

○ 市総務課にテレビ通訳ができるタブレットを設置し、在住外国人の相談に対応 

○ 定期的な遊具等の点検や必要な修繕等の実施 

○ 誰もが暮らしやすいバリアフリーのまちづくりの推進 

○ 市議会に「親子傍聴室」を整備 

○ 外国人の窓口対応として、多言語対応タブレット端末を使用することで円滑に意思疎

通を図り、安心して手続きができるよう支援を実施 
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点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 小地域ケア会議未開催地区については、引き続き地区の福祉活動を推進している民

生委員・児童委員等との協議を継続し、地域における支え合いの仕組みづくりに向け

た体制を整備する必要があります。 

● 豊富な知識と経験を持つ高齢者が地域で活躍できる場をつくる必要があります。 

● 障がいのある人の自立した地域生活を支援するため、障害者自立支援協議会と連携

し、自立支援サービスや相談支援体制を充実させ、障がい福祉関係機関のネットワー

クの構築を推進する必要があります。 

● 障がいに対する理解を深めるための啓発活動をはじめ、地域での生活支援や権利擁

護・差別解消の推進、雇用や就労の促進など、あらゆる分野において、障がいのある

人の生活を引き続き支援する必要があります。 

● ユニバーサルデザインの視点に立った施設等の整備や移動支援の充実、防災、防犯対

策の充実を図る必要があります。 

● 引き続き、養育費履行確保支援事業等を実施し、ひとり親家庭の養育費の取り決め・

受け取りを支援するとともに、制度についての周知に努める必要があります。 

● 放課後児童クラブの支援員不足や保護者の事務負担等について支援する必要があり

ます。 

● 生活困窮家庭等における児童・生徒への支援について、検討する必要があります。 

● 長寿命化計画に基づき、遊具や施設の修繕・更新等が必要です。 

 

基本施策 15 防災・減災分野における男女共同参画の推進 

【 これまでの主な取組内容 】 

○ 市の広報紙やホームページ等による広報や自主防災組織に対する広報で、防災士の資

格取得を促進 

○ 女性の消防団への入団を促進するため、新見公立大学において入団促進説明会を開催

するとともに、研修会や情報交換会への参加を通して、女性消防団員と他の消防団員と

の交流を促進 

 

点検・評価結果から見た今後の主な課題 

● 女性の防災士資格の取得や自主防災組織における防災活動に、女性の参画を引き続

き促進するとともに、男女共同参画の視点を踏まえた防災、減災活動を促進すること

が必要です。 

● 女性消防団員の充実を図るため、新見公立大学での学生機能別団員※の入団促進説明

会を開催し、市報やイベントなどの広報を通じて、女性の消防団への入団を引き続き

促進する必要があります。 

 

 

  

※ 通常の消防団員のように火災現場へ出動するのではなく、避難所における救護活動や消防団の広報活動など、特定の活動

に限定して参加する団員のこと。 



39 

 

【３】第４次計画における数値目標の達成状況 

 

 評価項目 
策定時 

令和２年度 

目標値 

令和７年度 

実績値 

令和７年度 

【基本目標１】人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 

１ 
社会全体において「男女は平等になっている」

と思う市民の割合 
15.4％ 20％ 18.9％ 

２ 
学校教育の場において「男女は平等になってい

る」と思う市民の割合 
52.2％ 55％ 44.8％ 

【基本目標２】あらゆる分野における女性活躍の推進（新見市女性活躍推進計画） 

３ 審議会等委員の女性比率 
28.0％ 

（４月１日現在） 
30％ 

32.4％ 
（４月１日現在） 

４ 市職員の女性管理職比率※ 
29.3％ 

（４月１日現在） 
30％ 

31.0％ 
（４月１日現在） 

５ 家族経営協定を締結している農家の数 
45 戸 

（４月１日現在） 
60 戸 

52 戸 
（４月１日現在） 

【基本目標３】家庭や地域における男女共同参画の推進 

６ 
家庭生活において「男女は平等になっている」

と思う市民の割合 
30.3％ 35％ 27.5％ 

７ 
地域社会において「男女は平等になっている」

と思う市民の割合 
27.6％ 30％ 31.0％ 

【基本目標４】生涯を通じた健康づくりへの支援 

８ 乳がん検診の受診率 
28.1％ 

（令和元年度） 
33％ 

32.2％ 
（４月１日現在） 

９ 子宮頸がん検診の受診率 
20.5％ 

（令和元年度） 
25％ 

18.9％ 
（４月１日現在） 

【基本目標５】暴力を許さないまちづくり（新見市ＤＶ防止基本計画） 

10 
ＤＶ被害者で誰（どこ）にも相談しなかった

市民の割合 
49.5％ 40％ 44.3％ 

【基本目標６】誰もが安心して暮らせる地域社会づくり 

11 女性防災士の人数 
３人 

（４月１日現在） 
15 人 

14 人 
（令和６年度） 

12 女性消防団員の人数 
74 人 

（４月１日現在） 
104 人 

64 人 
（令和６年度） 

※ 消防職を除く 
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【４】アンケート調査結果から読み取れる本市の現状 

 

１ 男女の平等意識と役割について 

○ 男女の平等意識については、全ての分野において「男性優遇※１」が「女性優遇※２」の

割合を上回っており、特に「政治の場」「社会通念・慣習・しきたりなど」「社会全体」

で目立っています。「平等」意識が高い分野としては「学校教育の場」があげられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 前回調査結果と比べ「就職の機会や職場」で「平等」の割合が大きく増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 男女の平等意識 】 

※１ 「男性の方が非常に優遇されている」「どちらかといえば男性の方が優遇されている」の合計 

※２ 「女性の方が非常に優遇されている」「どちらかといえば女性の方が優遇されている」の合計（以下同様） 

【 平等の割合 】 

53.9

41.1

42.9

11.4

32.4

56.7

68.3

58.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

家庭生活

就職の機会や職場

地域社会

学校教育の場

法律や制度の上

政治の場

社会通念・慣習・しきたりなど

社会全体

（％）

男性優遇

全体(N=429)

5.3

4.9

6.0

1.6

7.7

2.6

2.5

5.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

家庭生活

職場

地域社会

場

上

場

・しきたりなど

社会全体

女性優遇

27.5

29.6

31.0

44.8

33.8

16.8

13.8

18.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

家庭生活

職場

地域社会

場

上

場

・しきたりなど

社会全体

平等

30.3

27.5

0.0 20.0 40.0 60.0

前回調査（R2）(N=456)

今回調査（R7）(N=429)

（％）

家庭生活

17.1

29.6

0.0 20.0 40.0 60.0

就職の機会や職場

27.6

31.0

0.0 20.0 40.0 60.0

(N=456)

(N=429)

地域社会

52.2

44.8

0.0 20.0 40.0 60.0

前回調査（R2）(N=456)

今回調査（R7）(N=429)

（％）

学校教育の場

32.7

33.8

0.0 20.0 40.0 60.0

(N=456)

(N=429)

法律や制度の上

15.1

16.8

0.0 20.0 40.0 60.0

(N=456)

(N=429)

政治の場

17.5

13.8

0.0 20.0 40.0 60.0

前回調査（R2）(N=456)

今回調査（R7）(N=429)

（％）

社会通念・慣習・しきたりなど

15.4

18.9

0.0 20.0 40.0 60.0

(N=456)

(N=429)

社会全体
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○ 家庭生活と男女の役割をみると「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」「男は男

らしく、女は女らしくという価値観や考え方」については、男性に比べ女性で反対意識

が高くなっています。また「男は男らしく、女は女らしくという価値観や考え方」につ

いては、女性の若い年齢層ほど反対意識が高くなっています。「結婚しても、必ずしも

子どもを持つ必要はない」については、男性に比べ女性、若い年齢層ほど賛成意識が高

く、性別や年齢による意識の差が顕著にうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 女性の働きやすさについて 

○ 女性の働きやすさについては、約半数（49.0％）が「働きやすい状況にある」と回答し

ており、時系列でみると、その割合は増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 家庭生活と男女の役割について 】 

注：図の数値は「平均評定値」を示す。平均評定値とは、それぞれの選択肢の回答件数に係数を乗じ、加重平均して算出した

値のこと。 

【 「現在の社会は女性が働きやすい状況にある」という考え方について 】 

注：（ ）内数値は合計値（以下同様） 

全体(N=429)

男性(n=209)

女性(n=210)

29歳以下(n=7)

30代(n=15)

40代(n=25)

50代(n=28)

60代(n=50)

70歳以上(n=84)

29歳以下(n=13)

30代(n=12)

40代(n=19)

50代(n=31)

60代(n=44)

70歳以上(n=91)

性
別

男
性

年
齢
別

女
性
年

齢
別

3.75 

2.72 

4.85 

4.29 

0.67 

5.60 

3.39 

4.30 

0.86 

4.62 

3.33 

3.68 

6.45 

5.23 

4.58 

10.0 5.0 0.0 5.0 10.0

（１）夫は外で働き、妻は

家庭を守るべきである

反対←－－－－－→賛成

1.53 

0.74 

2.56 

2.14 

1.67 

1.00 

1.79 

2.30 

1.01 

5.77 

5.00 

2.89 

3.39 

3.02 

1.05 

10.0 5.0 0.0 5.0 10.0

（２）「男は男らしく、女は女らしく」

という価値観や考え方

反対←－－－－－→賛成

0.70 

0.59 

1.93 

4.29 

2.50 

1.00 

1.25 

0.10 

3.04 

8.46 

6.25 

7.37 

2.42 

0.11 

0.13 

10.0 5.0 0.0 5.0 10.0

（３）結婚しても、必ずしも

子どもを持つ必要はない

反対←－－－－－→賛成

1.4

1.8

9.1

39.6

42.5

39.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

前々回調査（H27）(N=515)

前回調査（R2）(N=456)

今回調査（R7）(N=429)

賛成 どちらかといえば賛成

（％）

（41.0）

（44.3）

（49.0）
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３ 職場における男女間の格差について 

○ 「賃金や昇給に男女差がある」を筆頭に、以下「男性は育児休業や介護休業を利用しに

くい雰囲気がある」「昇進や昇格に男女差がある」「配属場所が限られている」の順に

多く回答されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 退職の経験については「やめたことがある（定年退職を除く）」が 65.1％、「やめたこ

とはない」が 27.3％となっています。 

○ 再就職の経験については「以前は正社員で、正社員として再就職した」の割合が 56.6％、

「以前は正社員だが、非正社員として再就職した」が 20.8％となっています。性別で

は、女性は男性に比べ「以前は正社員だが、非正社員として再就職した」の割合が高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

やめたことがある

（定年退職を除く）

65.1%

やめたこと

はない
27.3%

無回答

7.6%

全体(n=407)
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（％）
【 職場における男女間の格差 】 

【 退職の経験 】 【 再就職の経験 】 
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○ 退職理由については、特に女性の場合「結婚したから」「妊娠又は出産したから」「家

事や子育てとの両立が難しかったから」「家事や子育てに専念したかったから」の割合

が、男性を大きく上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 育児休業等の取得状況 

○ 育児休業は、女性の約２割（19.4％）が取得していますが、男性は僅かです。一方で、

介護休業については性別にかかわらず取得率は低い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 退職理由 】 

【 育児休業や介護休業を「取得したことがある」割合 】 
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５ 働きやすい社会環境について 

○ 性別にかかわらず働きやすい社会環境のために必要なこととして「家事や育児、介護な

どに性別にかかわらず協力して取り組む」が６割（60.1％）と最も高く、以下「育児休

業や介護休業を誰もが利用しやすくする」「保育や介護のサービスを充実させ、誰もが

利用しやすくする」が続きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 家庭内の仕事の分担 

○ 家庭内の仕事の分担については「主に女の家族（妻又は母親、祖母など）」の割合が高

い項目として「日常の家事（食事のしたくや掃除、洗濯など）」や「日常の家計の管理」

があげられます。一方「主に男の家族（夫又は父親、祖父など）」では「生活費を得る」

や「自治会等地域活動への参加」の割合が高く、性別による差が顕著にうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 働きやすい社会環境をつくるために必要なこと 】 

【 家庭内の仕事の分担 】 

60.1 
52.0 50.8 

44.1 

28.9 
23.8 23.3 23.1 20.7 17.7 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

家
事
や
育
児
、
介
護
な
ど
に
性
別
に

か
か
わ
ら
ず
協
力
し
て
取
り
組
む
・

育
児
休
業
や
介
護
休
業
な
ど
を

誰
も
が
利
用
し
や
す
く
す
る
・

保
育
や
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ

せ
、
誰
も
が
利
用
し
や
す
く
す
る
・

有
給
休
暇
を
取
得
し
や
す
く
す
る

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
や
派
遣
労

働
者
の
労
働
条
件
を
向
上
さ
せ
る

残
業
を
減
ら
す
、
労

働
時
間
を
短
縮
す
る

家
庭
事
情
を
考
慮
し
て
配
置
転
換
の

検
討
や
在
宅
ワ
ー
ク
を
検
討
す
る
・

職
場
で
の
男
女
間
の
昇
進
や

賃
金
な
ど
の
格
差
を
な
く
す

職
場
で
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
嫌

が
ら
せ
）
の
防
止
に
努
め
る
・

性
別
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
業

を
選
択
で
き
る
よ
う
に
す
る

全体(N=429)

（％）
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７ 家事や育児に費やす時間 

○ １日に家事に費やす時間については、男性は「２時間未満」（合計）で６割以上（63.7％）

を占めているのに対して、女性は「２時間以上」（合計）で過半数（56.2％）を占めて

おり、女性の家事に費やす時間は男性を大きく上回っています。 

○ 育児に費やす時間については、男性は女性に比べ「１時間未満」の割合がやや高くなっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 家事や育児に費やす時間 】 

家事に費やす時間 育児に費やす時間 
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８ ハラスメントやＤＶについて 

○ 女性の２割近く（17.6％）がセクシュアルハラスメントの被害を受けた経験があると回

答しており、特に 30～40 代で多くなっています。パワーハラスメントについては、男

女共におよそ４人に１人が被害を受けたことがあり、特に女性の 40 代で多くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 「自分が被害を受けたことがある」割合 】 
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○ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）の被害については、女性の約２割（19.5％）、

特に 40～50 代で多く回答されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ＤＶ被害経験者の相談先としては「家族や親戚」と「友人や知人」が中心であり、公的

機関等への相談は少ない状況です。また「相談しなかった」は４割以上（44.3％）みら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 「自分が被害を受けたことがある」割合 】 

【 ＤＶに関する相談先 】 
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○ ＤＶ防止に必要な取組としては「被害者が相談しやすくなるための情報の提供」をはじ

め「あらゆる暴力を防止するための啓発の強化」「被害者のカウンセリングなど、相談

体制、相談窓口の充実」「学校等で暴力を防止するための学習の場の充実」などが求め

られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 ＤＶ防止に必要だと思う取組 】 
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９ 性の多様性について 

○ 「ＬＧＢＴＱ＋」の「内容まで知っている」割合はおよそ４人に１人（23.5％）となっ

ています。年齢別では男女共に若い年齢層ほど「内容まで知っている」人が多くなって

います。 

○ 性や性的指向などに悩んだ経験については「悩んだことがある」割合が 4.0％となって

います。性別では大きな差はみられませんが、年齢別では女性の 30 代以下で「悩んだ

ことがある」割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 「ＬＧＢＴＱ＋」を 

「内容まで知っている」割合 】 

【 性や性的指向などに 

「悩んだことがある」割合 】 

23.5

23.4

22.9

57.1

46.7

32.0

14.3

36.0

9.5

46.2

58.3

57.9

22.6

20.5

8.8

0.0 20.0 40.0 60.0

全体(N=429)

男性(n=209)

女性(n=210)

29歳以下(n=7)

30代(n=15)

40代(n=25)

50代(n=28)

60代(n=50)

70歳以上(n=84)

29歳以下(n=13)

30代(n=12)

40代(n=19)

50代(n=31)

60代(n=44)

70歳以上(n=91)

（％）

性
別

男
性
年
齢
別

女
性
年
齢
別

4.0

3.3

4.3

0.0

0.0

0.0

3.6

2.0

6.0

30.8

16.7

0.0

6.5

0.0

1.1

0.0 20.0 40.0 60.0

全体(N=429)

男性(n=209)

女性(n=210)

29歳以下(n=7)

30代(n=15)

40代(n=25)

50代(n=28)

60代(n=50)

70歳以上(n=84)
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10 セミナー等への参加意向 

○ 人権や男女共同参画に関するセミナー等への参加意向については「是非参加したい」が

1.4％、「機会があれば参加したい」が 31.5％、合計で約３割（32.9％）が「参加した

い」と回答しています。年齢別では、男性の 50～60 代で「機会があれば参加したい」

の割合が他の年齢層に比べて高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 人権や男女共同参画に関するセミナー等への参加意向 】 
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（％）
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女
性
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（30.7）
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（28.6）
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（35.7）

（36.0）

（29.8）

（30.8）

（25.0）

（42.1）

（29.0）

（38.6）

（36.3）
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11 地域活動等について 

○ 地域活動への参加については「自治会、女性会、老人会、青年会の活動」は年齢が上が

るほど参加する人も多い傾向にあり「ＰＴＡや子ども会等の活動」は、子育て世代であ

る 30～40 代に多くみられます。一方で「参加していない」人は 29 歳以下で７割近く

（66.7％）を占めています。 
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（％）
【 地域活動への参加状況 】 
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○ 防災や災害復興対策で強化すべき取組については「多様性に配慮したトイレや避難ス

ペースなどの確保」「女性や子ども、高齢者、障がいのある人、外国人等への配慮」「防

災訓練や防災知識を習得する場への参加のしやすさ」などが上位に回答されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 防災や災害復興対策で強化すべき取組 】 
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12 用語の認知について 

○ 男女共同参画に関する用語の認知割合が高い順に「男女共同参画社会」「ワーク・ライ

フ・バランス（仕事と生活の調和）」「女性活躍推進法」の順となっています。「ワー

ク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」「アンコンシャス・バイアス」「ダイバー

シティ・エクイティ＆インクルージョン（ＤＥ＆Ｉ）※」については、40 代以下で比較

的、認知率が高くなっています。 
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（仕事と生活の調和）

女性活躍推進法
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ダイバーシティ・エクイティ＆

インクルージョン（ＤＥ＆Ｉ）

困難な問題を抱える女性

への支援に関する法律

内容まで知っている

見聞きしたことはあるが内容までは知らない

（％）

（86.2）

（65.1）

（53.4）

（34.5）

（28.2）

（25.8）

全体(N=429)

【 男女共同参画に関する用語の認知状況 】 

※ 「ダイバーシティ（Diversity）：多様性」は、多様性を認め合い、互いに受け入れ合うことを意味する。「エクイティ

（Equity）：公平性」は、単なる平等ではなく、一人一人が置かれた状況や背景に応じて必要な支援や機会を調整し、公平に

参加できる環境を整えることを指す。「インクルージョン（Inclusion）：包摂性」は、性別や年齢、障がいの有無などにか

かわらず、誰もが平等に機会を与えられ、一体感を持って生活、活動できる状態を指す。これらを一体的に推進することで、

多様な人々がそれぞれのニーズに合った支援を受けながら生活し、働き、成果を発揮し続けられる環境をつくり出すこと。 
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13 行政が力を入れるべきこと 

○ 男女共同参画の推進に行政が力を入れるべきことについては「企業等に対して、性別に

かかわらず働きやすい職場づくりの促進」を筆頭に「高齢者や障がいのある人の介護、

介助を支援するサービスの充実」「学校での男女共同参画についての教育の充実」「Ｄ

Ｖや虐待などの問題について、相談しやすい体制づくり」などが上位に回答されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 男女共同参画の推進に行政が力を入れるべきこと 】 
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【５】現状分析から読み取れる本市の課題 

 

１ 固定的な性別役割分担意識の解消と多様性の尊重に向けた意識づくり 

○ アンケート調査結果では「政治の場」をはじめ「社会通念・慣習・しきたり」「社会全

体」における男性優遇意識は、依然として根強いことがうかがえます。また「夫は外で

働き、妻は家庭を守るべきである」「男は男らしく、女は女らしく」に代表される固定

的な性別役割分担意識については、性別や年齢による意識差が顕著にみられます。固定

的な性別役割分担意識や無意識の偏ったものの見方や思い込み（アンコンシャス・バイ

アス）の解消に向けて、よりきめ細かな啓発活動の推進が必要です。 

○ 「ＬＧＢＴＱ＋」について、内容まで知っている人はおよそ４人に１人の割合ですが、

特に若い年齢層ほどその割合は高く、年齢が上がるほど低い状況です。性的マイノリ

ティに関連する内容については、誤った認識や偏った考え方を持つことがないよう、市

民により正しい理解を促進する必要があります。また、本市で令和７年 12 月１日より

実施している「新見市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」については、幅

広い年齢層に対して、制度の社会的背景等も含めて周知を図る必要があります。 

○ 一方「学校教育の場」における平等意識は、ほかの項目を上回っており、引き続き、教

育・保育の場における子どもの頃からの男女平等意識の醸成に向けた取組が必要です。 

○ 学びの場は、児童・生徒だけでなく、幅広い世代に対する生涯学習の場をはじめ、多様

な場や機会を活用した、人権や男女共同参画についての講座やセミナーの開催などの

充実が必要です。 

 

２ 政策方針決定過程における女性参画の推進と女性活躍の環境づくり 

○ 議会や審議会等、政策方針決定の場における女性の参画の促進をはじめ、女性リーダー

の育成に向けた研修の充実や女性が活躍しやすい環境づくりが必要です。また、社会の

あらゆる分野において指導的地位に女性が占める割合を高めるため、企業等における

ポジティブ・アクション（積極的改善措置）を引き続き推進する必要があります。 

○ 男性が育児休業や介護休業を利用しにくい慣習や雰囲気を払拭するための、企業等に

対する啓発活動の充実とともに、女性が結婚や出産を理由として退職せずに働き続け

ることができるよう、個別のニーズに応じた再雇用への支援や柔軟な働き方の整備な

どを促進する必要があります。 

○ アンケート調査結果では、家事や育児等は主に女性が担っており、その負担感がうかが

えます。家事、育児、介護の役割を家族で分担し合う意識を啓発するとともに、男性の

家事、育児等への参画を促進するための取組など、社会全体でワーク・ライフ・バラン

スの実現を目指す施策の充実が必要です。 
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３ 幅広い世代が参加しやすい地域活動と男女共同参画の視点に立った防災対策 

○ 若い世代が地域活動に余り参加していない現状を踏まえ、地域活動に関する情報を世

代に応じた多様な伝達手段を活用して、分かりやすく発信する必要があります。そのた

め、それぞれの世代に応じた興味ある活動の提案など「参加へのきっかけづくり」を検

討し、性別にかかわらず誰もが参加しやすい地域活動を促進していくことが必要です。

また、地域における多文化共生社会の構築に向けた取組の充実が必要です。 

○ 女性の防災士資格の取得や自主防災組織の活動への女性の参画の促進など、災害発生

時の対応をはじめ、地域の防災、減災活動に男女共同参画の視点を取り入れ、性別にか

かわらず誰もが防災活動に参加しやすい環境づくりが必要です。 

 

４ 健康づくりへのきめ細かな支援の充実 

○ 健康診断やがん検診等の受診率の向上に向けた取組の充実をはじめ、健康づくり活動

に関する情報を、全ての市民に分かりやすく発信する必要があります。また、妊娠や出

産等に関する情報提供の充実を図るとともに、きめ細かな支援と切れ目のない支援の

充実により、引き続き安心して妊娠、出産できる支援体制を構築する必要があります。 

○ 妊婦、産婦健診や乳児健診等の受診勧奨により、親子の健康づくりを引き続き支援する

とともに、伴走型相談支援事業等を通して、引き続き妊娠期から相談しやすい体制の整

備が必要です。 

 

５ あらゆる暴力の根絶と被害者への支援 

○ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）をはじめ、虐待、インターネット等を利用した

性的な言動など、多様化する暴力等の防止に向けて、あらゆる機会を通した啓発活動の

充実が必要です。 

○ アンケート調査結果では、ＤＶ等の被害者において専門機関に相談した人が少ない現

状を踏まえ、相談先の周知を充実するとともに、気軽に相談でき、適切に支援につなぐ

必要があります。また、被害者の家族や子どもへの支援、一時保護への速やかな対応な

ど、より迅速に対応できるよう関係機関との連携の強化が必要です。 

 

６ 安心して暮らすための福祉の充実と困難を抱える女性への支援 

○ 高齢者や障がいのある人、子育て家庭など、誰もが地域で安心して生活できるよう、新

見市地域福祉計画をはじめ、本市の個別の福祉関連計画に基づき、多様な福祉サービス

の充実を図るとともに、市民一人一人のニーズに応じた適切なサービスの提供が必要

です 

○ 女性が、経済的に困難な状況にある場合やひとり親家庭である場合、また、様々な事情

により困難な問題に直面することが多いことを踏まえ、全ての女性が、安心して自立し

て暮らせる社会の実現を目指す必要があります。 
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第４章 計画の考え方 

 

【１】基本理念 

 

第４次計画では、その基本理念を「男女が共に輝き いきいきと活躍できるまち」と定

め「人権の尊重と男女共同参画の意識づくり」をはじめとする６つの基本目標を掲げ、男

女共同参画社会の実現に向けて様々な取組を推進してきました。 

本市の政策の最上位計画である「第３次新見市総合計画 ～ 行動計画（後期）～」では、

市の将来都市像を「人と地域が輝き 未来につながる源流共生のまち・にいみ」と定めて

います。その行政分野の一つとして「７ 交流・コミュニティ」を掲げ、その中に人権や男

女共同参画の施策を位置付け「お互いを認め合い多様な生き方が尊重されるまちを実現す

る」という目標を掲げています。 

本市における、男女共同参画社会の実現に向けた施策の方向は、固定的な性別役割分担

意識の解消をはじめ、男女共同参画プラザを中心とした相談体制の充実、ＤＶ防止のため

の広報や啓発の充実や女性の社会進出支援、職場や地域社会、防災など様々な分野におけ

る性別にとらわれない人材の登用などに取り組むこととしています。 

第４次計画の点検、評価結果やこの度のアンケート調査結果では、本計画に向けての継

続的な課題や新たな課題が確認できました。このような多様な課題に適切に対応し、性別

にかかわらず、一人一人の個性が尊重され、お互いを認め合い、誰もが活躍し安心して暮

らせる男女共同参画社会の実現に向けて、本計画においては、第４次計画の基本理念を継

続し、より一層の取組の充実を図ります。 

 

 

● 本計画の基本理念 ● 

男女が共に輝き いきいきと活躍できるまち 
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【２】施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本目標１】人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 

基本施策１ 人権と多様性を認め合う意識づくり 

基本施策２ 男女共同参画を推進するまちづくり 

基本施策３ 学びの場における意識づくり 

【基本目標２】誰もが活躍できる社会づくり（新見市女性活躍推進計画） 

基本施策４ 方針決定過程における女性参画の促進 

基本施策５ 雇用の機会均等と働きやすい職場環境づくり 

基本施策６ ワーク・ライフ・バランスの推進 

【基本目標３】地域社会における男女共同参画の推進 

基本施策７ 地域活動における男女共同参画の促進 

基本施策８ 防災・減災分野における男女共同参画の推進 

基本施策９ 国際交流の推進と多文化共生の意識づくり 

【基本目標４】生涯にわたる健康づくりへの支援 

基本施策 10 ライフステージに応じた健康づくりへの支援 

基本施策 11 母子保健の充実 

【基本目標５】暴力を許さないまちづくり（新見市ＤＶ防止基本計画） 

基本施策 12 あらゆる暴力の根絶に向けた環境づくり 

基本施策 13 きめ細かな被害者支援体制の充実 

【基本目標６】誰もが安心して暮らせる地域社会づくり 

基本施策 14 地域共生社会の実現に向けた取組 

基本施策 15 困難な問題を抱える人への支援 

（新見市困難な問題を抱える女性支援計画） 
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第５章 施策の展開 

 

【基本目標１】人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 

 

基本施策１ 人権と多様性を認め合う意識づくり 

広報やイベントを通した啓発活動の推進をはじめ、アンコンシャス・バイアスの解消に

向けた取組、人権教育の実施等により、市民の誰もが人権を尊重する意識を大切にしなが

ら、互いに認め合う社会の実現に向けた取組を推進します。 

「ＬＧＢＴＱ＋」「性的マイノリティ（性的少数者）」等、多様性を認め合う社会の構築

に向けて、多様な広報手段を活用した啓発活動を推進し、市民の正しい理解を促進します。 

 

取組名 取組内容 担当課 

人権の尊重と多様

性への理解の促進 

○ 人権の尊重や性の多様性について、市の広報やホーム

ページ、イベント等を通して、幅広い世代を対象とし

た啓発活動を推進し、市民の理解の促進に努めます。 

○ 無意識の思い込みに気付き、行動を見直すきっかけと

なるよう、アンコンシャス・バイアス※１の解消に向け

た啓発活動を推進します。 

総合政策課 

人権教育・啓発の

推進 

○ 公民館での人権学習講座やＰＴＡでの人権教育推進

事業、関係団体との連携による人権教育、啓発事業を

実施し、市民の人権意識の高揚に努めます。 

生涯学習課 

性的マイノリティ

に関する啓発の推

進 

○ 講演会等の開催や新見市男女共同参画プラザへの「Ｌ

ＧＢＴＱ＋」「性的マイノリティ（性的少数者）」に

関する図書・リーフレットの設置により、市民への正

しい理解を促進します。 

○ 本市の「新見市パートナーシップ・ファミリーシップ

宣誓制度※２」の周知に努めます。 

総務課 

総合政策課 

 

 

 

 

  

※１ 無意識の偏ったものの見方、思い込みのこと。例えば「男の子だから黒いランドセル、女の子だから赤いランドセルがよ

い」「女性は文系、男性は理系」「年をとると頑固になる」「あの人は外国人だからこうだ」といった偏った思い込みのこ

と。 

※２ 一方又は双方が性的マイノリティである二人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活で協力し合うことを約束した関

係であると宣誓したことを市が公的に認め、受領証などを交付する制度のこと。（法的効力はない。）令和７年 12 月１日

より実施 
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取組名 取組内容 担当課 

市の刊行物等にお

ける配慮 

○ 市が作成する全ての刊行物等について、多様性に配慮

するとともに、誰もが関心を持てるよう、分かりやす

い説明や表現に努めます。 

○ 市の広報やホームページについては、肖像権や著作権

等にも十分に配慮するよう、担当課と秘書広報課の双

方で確認を行うとともに、全庁的な意識啓発を図りま

す。 

秘書広報課 

児童・生徒への性

の理解と支援体制

の促進 

○ 児童・生徒の発達段階に応じた適切な性教育に取り組

むとともに、異性の尊重や性同一性障害等について考

える機会を設け、個人の性を尊重する意識づくりに努

めます。 

○ 性同一性障害に不安を持つ児童・生徒については、本

人及び保護者と「合理的な配慮※」について確認する

ほか、個別の事案に応じてサポートチームを設置し、

校内の支援委員会やケース会議等により、本人の心情

等に配慮して対応するための体制の維持に努めます。 

学校教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 性同一性障害に不安を抱える児童・生徒が、他の児童・生徒と同様に学び、学校生活に参加できるよう、本人や保護者の意向

を踏まえ、学校が過度な負担とならない範囲で、心情やプライバシーへの配慮、制服、更衣、トイレ等の利用に関する調整を

はじめ、授業や行事での配慮、意思疎通の支援など、適切な変更や調整を行うこと。 



61 

 

基本施策２ 男女共同参画を推進するまちづくり 

男女共同参画社会の実現に向けて、市の広報やホームページ、情報紙等の多様な媒体を

活用し、市民への周知と啓発活動を推進するとともに、講座やセミナー等の開催を通して、

幅広い世代の参加を促進し、男女共同参画の意識づくりを推進します。 

 

取組名 取組内容 担当課 

広報等による啓発

活動の推進 

○ 男女共同参画に関する市の主催事業や男女共同参画

週間（６月 23 日～29 日）等について、市の広報やホー

ムページ等、様々な媒体を活用して市民への周知に努

めます。 

○ 男女共同参画情報紙「りぼん」の発行や報道機関への

関連情報の提供などを通して、男女共同参画社会の気

運づくりを推進するとともに、幅広い世代を対象とし

た啓発活動を推進します。 

○ 新見市男女共同参画プラザにおいて、男女共同参画に

関する資料等を収集、整理し、広く市民に分かりやす

く情報を提供します。 

総合政策課 

講座等の開催によ

る啓発の推進 

○ 男女共同参画を推進する市民団体「にいみフォーラ

ム」との共催による男女共同参画に関する出前講座や

セミナー等の開催を通して、男女共同参画の意識づく

りに向けた啓発を推進するとともに、性別にかかわら

ず幅広い世代の参加を促進します。 

○ 一人一人が、その人らしく生きるための知識を身に付

けられるよう、ステップアップ講座を開催します。 

総合政策課 

男女共同参画支援

拠点の周知 

○ 市の広報やホームページ、中央図書館デジタルサイ

ネージ等、様々な媒体を活用し、新見市男女共同参画

プラザの周知を図ります。 

総合政策課 

保護者・地域への

啓発の推進 

○ 学校便りや授業参観等を通して、保護者や地域住民に

人権や男女共同参画に関する情報を発信するととも

に、啓発活動を推進します。 

学校教育課 

市民団体等への支

援 

○ 「にいみフォーラム」等、男女共同参画を推進する市

民団体に、活動場所の提供や団体間での交流の促進な

ど、活動を支援するとともに、新たな団体の育成に努

めます。 

総合政策課 
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取組名 取組内容 担当課 

市民意識等の把握 

○ 市民アンケートなどを活用し、定期的に男女共同参画

に関する市民意識や実態の把握に努め、施策への反映

に努めます。 

総合政策課 
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基本施策３ 学びの場における意識づくり 

子どもの頃から思いやりや命の大切さを学び、性別にかかわらず、個性を尊重する意識

を育むカリキュラム等を活用した教育を推進します。 

幅広い世代の市民を対象として、大学公開講座や公民館における講座等の多様な学習機

会を提供し、その充実に努めます。 

 

取組名 取組内容 担当課 

男女共同参画の視

点に立った教育・

保育の推進 

○ 子どもの頃から、お互いを思いやる心や命の大切さ、

性別にかかわらず個性を尊重する意識を養うことが

できるよう、新見市独自の保育・教育カリキュラムを

活用した就学前教育、保育を実践します。 

○ 保育所、幼稚園、認定こども園の職員等指導者を対象

とした研修等を実施し、人権意識及び男女共同参画推

進への意欲と指導力の向上を図ります。 

子育て支援課 

○ 児童・生徒に対して、道徳やキャリア教育の時間をは

じめ、全ての授業を通して、性別にかかわらず誰もが

互いの人格を尊重し、相手の立場を理解し、助け合う

ことができる人間形成をテーマにした学習を実施し

ます。 

○ 小・中学校の教職員等指導者を対象とした研修等を実

施し、人権意識及び男女共同参画推進への意欲と指導

力の向上を図ります。 

学校教育課 

学校における情報

モラル教育の実施 

○ 「ＧＩＧＡワークブックにいみ」を活用し、児童・生

徒に対する情報モラル等を指導するとともに、家庭や

地域と連携し、メディア・リテラシー※等について考

える場を提供します。 

学校教育課 

大学における公開

講座等の開催促進 

○ 新見公立大学で開催される公開講座等において「男女

共同参画」の要素を盛り込み、幅広い世代の市民が学

べる講座の開催を促進します。 

教育連携推進

課 

多様な学習機会の

充実 

○ 公民館での男性料理教室や男女共同参画社会講座の

開催などを通して、男女共同参画の意識づくりに向け

た啓発活動を推進します。 

生涯学習課 

男女共同参画の視

点に立った人事評

価制度の充実 

○ 研修等を通して、職員の計画的な人材の育成や意欲の

向上を図るとともに、人事評価制度の周知及び適正な

運用、改善を図ります。 

総務課 

 

  

※ テレビ番組や新聞記事などメディアからのメッセージを正しく読み解く能力のこと。 
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【基本目標２】誰もが活躍できる社会づくり（新見市女性活躍推進計画） 

 

基本施策４ 方針決定過程における女性参画の促進 

審議会等をはじめ、あらゆる分野における政策・方針決定の場への女性の積極的な参画

及び登用の促進を図ります。また、企業へのポジティブ・アクションの普及や研修への参

加を促進するとともに、農業分野における女性の登用を促進します。 

庁内においては、特定事業主行動計画に基づき、女性の管理職への登用の拡大と男性の

育児休業の取得率の向上等を目指します。 

 

取組名 取組内容 担当課 

審議会等委員への

女性登用の促進 

○ あらゆる分野における政策・方針決定の場への女性の

参画が進むよう、啓発活動を推進します。 

○ 本市の審議会等における女性委員の登用について、毎

年の進捗管理により、全庁的に効果的な取組と課題を

共有し、登用率の向上を図ります。 

総合政策課 

関係各課 

庁内における女性

の積極的な登用の

促進 

○ 「特定事業主行動計画」に定める目標である女性管理

職の登用の拡大、男性の育児休業取得率の向上を目指

します。 

○ 積極的に女性職員の採用を図るとともに、適材適所の

人事配置や女性職員の積極的な管理職、監督職への登

用を図ります。 

総務課 

○ 中学校において、女性の教諭、講師をはじめ、支援員

や補助員の採用に努めます。 

○ 性別にかかわらず管理職や教務主任等への登用を促

進するなど、本人の適性に応じた人事を推進します。 

学校教育課 

女性職員等の人材

育成 

○ 女性職員等の能力開発や専門的スキルの形成のため

「岡山県市町村職員研修センター」や保育職の管理職

員養成のための全国研修への参加を促進します。 

○ 自治大学校への女性職員の派遣を検討します。 

総務課 

女性人材の情報収

集と活用 

○ 「岡山県男女共同参画推進センター（ウィズセン

ター）」等関係機関と連携し、女性の人材に関する情

報を幅広く収集するとともに、男女共同参画の推進に

向けた取組への活用に努めます。 

総合政策課 
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取組名 取組内容 担当課 

積極的改善措置

（ポジティブ・ア

クション）の推進 

○ 企業等に対して、男女共同参画や働き方改革に関連す

る法や制度等を周知するとともに、女性や多様な人材

の能力を十分に発揮できるよう、職場における積極的

改善措置（ポジティブ・アクション）の浸透を図りま

す。 

商工観光課 

企業等への講座等

の参加促進 

○ 企業や地域団体等に「岡山県男女共同参画推進セン

ター（ウィズセンター）」等の講座や研修等について

周知するとともに、参加を促進します。 

総合政策課 

農業委員等への女

性登用の促進 

○ 農業委員会活動の活性化と、農業における男女共同参

画を促進するため、多様な機会を活用し、女性の活躍

についての気運の醸成を図り、農業委員会等の委員や

役員への女性の参画を促進します。 

○ 農業協同組合等の委員や役員等、経営への女性の参画

を働きかけます。 

農業委員会 
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基本施策５ 雇用の機会均等と働きやすい職場環境づくり 

働く場において、誰もが能力を発揮する機会と公平な待遇が確保され、働きやすい職場

環境づくりを促進します。また、雇用の拡大や企業が求める人材を育成するための情報提

供をはじめ、多様な働き方に関する支援や情報提供を推進します。 

 

取組名 取組内容 担当課 

雇用の機会均等や

ハラスメント防止

の促進 

○ 市の広報紙やホームページ、ポスター等様々な媒体を

活用し「男女雇用機会均等法」等、関係法令の周知や

各種ハラスメント防止の促進に努めます。 

商工観光課 

就労環境の整備の

促進 

○ 企業等に対して、労働関係法令や働きやすい職場づく

りに関する情報の提供及び啓発に努めます。 
商工観光課 

女性の能力開発等

に関する広報 

○ 「岡山県男女共同参画推進センター（ウィズセン

ター）」で開催される各種講座等について、庁内窓口

にパンフレットを設置するなど、周知に努めます。 

総合政策課 

女性の創業等を支

援する取組の充実 

○ 市の広報やホームページ等を活用し、岡山県女性創業

サポートセンターの事業や市の創業に関する施策の

周知に努めます。 

○ 創業相談や女性創業セミナーの開催等を通して、多様

な働き方に関する支援や情報提供を推進します。 

○ 女性の理工系分野への進出を支援するため、出前授業

等の実施について検討します。 

総合政策課 

商工観光課 

農畜産業等におけ

る男女共同参画の

促進 

○ 農業の「家族経営協定」制度等の普及に努め、家族経

営協定締結数の増加を目指します。 

○ 男女共同参画の視点に立った家内労働者や家族従事

者の労働環境の整備を促進します。 

○ 岡山県知事が認定している「岡山県農業士」に、女性

を積極的に推薦します。 

農業畜産振興

課 
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基本施策６ ワーク・ライフ・バランスの推進 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の一層の推進に向けて、家事や育児、

介護の役割を性別にかかわらず協力して担えるよう意識啓発に努めます。また、柔軟な働

き方が選択できる職場環境づくりを推進します。 

 

取組名 取組内容 担当課 

多様な働き方の実

現 

○ 在宅就労やフレックスタイム制など、ワーク・ライフ・

バランスの観点から、性別にかかわらず子育てをしな

がら働くことができる働き方の導入について、商工会

議所や商工会などを通して、企業等への啓発に努めま

す。 

商工観光課 

女性の再就職など

の支援 

○ 結婚や妊娠、出産など、ライフステージの転機が働く

女性の就労や社会参加の妨げにならないよう、職場復

帰や再就職について、商工会議所や商工会を通して、

企業等への啓発に努めます。 

商工観光課 

関係法制度の周知

及び情報提供や啓

発活動の推進 

○ ワーク・ライフ・バランスの推進に向けて、市の広報

やホームページ、窓口等で、育児・介護休業制度や労

働時間の短縮などの情報を、市民や企業等に分かりや

すく発信します。 

○ 男女雇用機会均等月間（６月）などに、商工会議所や

商工会、医師会等と連携して、企業等に制度の周知を

図るとともに、性別にかかわらず誰もが育児休業等を

取得しやすい環境づくりを推進します。 

○ 新見商工会議所や阿哲商工会等の関係団体を通して、

市内企業等に岡山県が実施している「おかやま子育て

応援宣言企業」や国の「くるみん認定企業」等の周知

に努めるとともに、啓発活動に努めます。 

商工観光課 

○ ハローワークと連携し、市内の子育て広場に求人情報

を設置し、子育て家庭に情報を提供します。 
子育て支援課 

男性の家事等への

参加促進 

○ 男性料理教室や講座等を開催し、家庭における役割分

担や職業生活との関わり方を学ぶ場を提供し、性別に

かかわらず誰もが家事や子育て、介護等を主体的に担

い、仕事や地域活動と両立できる環境づくりを推進し

ます。 

生涯学習課 
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取組名 取組内容 担当課 

子育て支援の推進 

○ 「新見市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、子

育て支援サービスの充実をはじめ、子育てに関する相

談支援体制の充実、子育て家庭の交流の場の充実な

ど、総合的な子育て支援施策を計画的に実施します。 

○ 保健師や栄養士の訪問、健診、各種教室等で、子育て

に関する正しい情報の提供と育児相談を充実し、妊娠

から子育てへの切れ目ない支援体制を整えます。 

健康医療課 

子育て支援課 

教育連携推進

課 

仕事と介護の両立

に向けた支援 

○ 「新見市高齢者保健福祉計画・新見市介護保険事業計

画」に基づき、地域包括ケアや医療・介護連携、認知

症対策、介護予防等を推進するとともに、高齢者の保

健福祉サービス等の充実を図ります。 

○ 仕事と介護を両立できるよう、地域包括支援センター

やケアマネジャーが、相談対応や必要な情報提供を行

います。 

○ 「介護保険サービスのご案内」や市のホームページ等

を活用し、介護保険サービスの最新情報を分かりやす

く市民に発信するとともに「長寿社会いきいきガイ

ド」を関係機関へ配布し、高齢者福祉サービスについ

て周知を図ります。 

高齢者支援課 

庁内労働環境の整

備 

○ 市職員が育児・介護休業を取得しやすい職場環境を整

え、特に男性の取得を促進します。 

○ 小・中学校職員に制度を周知し、代替職員の配置で安

心して休業できる環境を整えます。 

総務課 

学校教育課 
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【基本目標３】地域社会における男女共同参画の推進 

 

基本施策７ 地域活動における男女共同参画の促進 

社会通念や慣習にとらわれず、誰もが地域活動に参加しやすい環境づくりを推進すると

ともに、男女共同参画を推進する市民団体等と協働し、セミナーや出前講座等を実施する

など、地域における男女共同参画社会の形成を推進します。 

 

取組名 取組内容 担当課 

誰もが参加しやす

い地域活動への支

援 

○ 地域での様々な活動の場において、社会通念や慣習、

慣行、性別にかかわらず誰もが地域活動に参加できる

よう啓発を推進します。 

○ 市民がスポーツ活動等における役割分担や社会生活、

職業生活との関わり方を学ぶ場の充実に努めます。 

生涯学習課 

市民団体との協働 

○ 男女共同参画を推進する市民団体との協働による、セ

ミナーや出前講座の開催をはじめ、意見交換会の実施

に努めます。 

総合政策課 

地域活動を行う団

体への支援 

○ 社会通念や慣習、慣行、性別にかかわらず誰もが参加

しやすい地域活動を推進し、地域活動を担う各種団体

の活動を支援します。 

市民課 

○ 女性グループを中心とした「新見もったいない市」や

「ひな祭り」等について、多様な媒体を活用した市民

への周知や参加の促進などを通して、地域活動を支援

します。 

商工観光課 
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基本施策８ 防災・減災分野における男女共同参画の推進 

地域の防災、減災活動に男女共同参画の視点を取り入れ、女性の防災士資格の取得や自

主防災組織の活動への女性の参画を促進します。また、消防団員に女性や若い世代の入団

を促進し、多様な視点を生かした地域防災力の向上を図ります。 

 

取組名 取組内容 担当課 

男女共同参画の視

点による防災活動 

○ 女性の防災士資格の取得や自主防災組織における防

災活動への女性の参画など、男女共同参画の視点を踏

まえた地域における防災、減災活動を促進します。 

総務課 

女性消防団員等の

充実 

○ 女性の若い世代の力を地域防災に生かすため、新見公

立大学において、学生機能別消防団員の入団促進を目

的とした説明会等を実施し、入団者を増やすことで女

性の参画を推進します。 

○ 他の市町の女性消防団員が集まる研修会や情報交換

会への参加、交流を通じて、女性消防団員の知識や技

術の向上を図ります。 

消防本部 
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基本施策９ 国際交流の推進と多文化共生の意識づくり 

外国語講座の開催や地域で外国人と触れ合う機会を設け、市民の国際意識と多文化共生

への理解を深めます。また、学校や地域における多様な取組を通して、児童・生徒の国際

理解を深め、多文化共生の意識を育みます。 

 

取組名 取組内容 担当課 

多文化共生の理解

促進 

○ 外国語講座等の開催や地域で外国人と触れ合う機会

の提供を通して、市民の国際意識を高めるとともに、

異文化や多文化共生についての理解を促進します。 

教育連携推進

課 

国際理解と国際交

流の推進 

○ 女性の人権に関する国際的な条約や制度等の情報を

収集し、市民に提供します。 

○ 「国際交流ふれあいデイ」等の開催をはじめ、姉妹都

市、友好都市との国際交流を推進し、女性問題や男女

共同参画に関する意見交換等を通して、市民への多文

化共生に対する理解を促進します。 

教育連携推進

課 

○ 小・中学校において、ＡＬＴと教員の共同授業や行事

への参加を通して地域との交流の機会を増やし、児

童・生徒への多文化共生に対する理解を促進します。 

○ 国際交流支援員の活用などにより、ＡＬＴが安心して

働ける環境の整備に努めます。 

学校教育課 

国際理解教育の推

進 

○ 小・中学校の授業や行事、就学前施設への訪問等を通

して、ＡＬＴと児童・生徒が交流することで、児童・

生徒の国際意識を高めるとともに、多文化共生に対す

る理解を促進します。 

学校教育課 
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【基本目標４】生涯にわたる健康づくりへの支援 

 

基本施策 10 ライフステージに応じた健康づくりへの支援 

誰もが生涯にわたって健康で心豊かに暮らすことができる社会の実現に向けて、健康教

室や各種健診、がん検診等を通して、市民への生活習慣病予防や運動習慣の定着、健康に

関する正しい知識の普及を推進します。 

児童・生徒に対しては、発達段階に応じた健康に関する正しい知識を身に付けることが

できる、学びの場の充実に努めます。 

 

取組名 取組内容 担当課 

生涯にわたる健康

づくりの推進 

○ 健康教室や各種健康診査、がん検診をはじめ、生活習

慣病の予防や健康に関する正しい知識の普及、運動習

慣の定着を図る取組を推進します。 

○ 高血圧や高血糖を予防するとともに、重症化しないよ

う、啓発や健診の受診勧奨、保健指導を行います。 

○ 乳がん、子宮頸がん検診については、乳幼児健診時等

を活用して受診を勧奨するとともに、乳がんの自己検

診方法の普及に努めます。 

健康医療課 

健康寿命延伸の支

援 

○ ケーブルテレビ放送やサロン等での実践指導を通し

て、高齢者を対象とした「新見で～れ～ええ体操」の

普及に努め、運動習慣の定着を図るとともに、ロコモ

ティブシンドロームやフレイルの予防を促進します。 

高齢者支援課 

児童・生徒への健

康支援 

○ 小・中学校においてＨＩＶ／エイズに関する教育に取

り組み、発達の段階に応じた性教育を推進します。 

○ 健康に関する正しい知識を身に付けることができる

よう、小・中学校で禁酒、禁煙、薬物乱用等をテーマ

とした保健学習、喫煙による健康への影響に関する講

座等を開催し、正しい知識の普及に努めます。 

学校教育課 

高校生への妊娠・

出産の正しい知識

の普及 

○ 高校生を対象に妊よう性講座を開催し、妊娠や出産に

ついての正しい知識の普及に努めます。 
健康医療課 
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基本施策 11 母子保健の充実 

妊婦、産婦健診や乳児健診等の受診勧奨により、親子の健康づくりを支援するとともに、

地区担当保健師による育児への不安や負担感を抱える親子への伴走型相談支援など、関係

機関と連携し、妊娠期から子育て期にかけて、切れ目のない母子保健事業を推進します。 

 

取組名 取組内容 担当課 

母子保健サービス

の充実 

○ 親子健康手帳交付時や家庭訪問などの機会に、妊婦健

康診査や妊婦歯科健康診査、産婦健康診査、乳児健康

診査の必要性や内容の説明、受診勧奨を行い、親子の

健康づくりを支援します。 

○ 地区担当保健師を中心に関係機関と連携し、育児への

不安や負担感を抱える親子を支援するとともに、伴走

型相談支援事業の実施などにより、妊娠期からの切れ

目ない支援を推進します。 

○「妊娠・出産・応援パッケージ事業」の実施など、安

心して妊娠、出産ができる環境づくりを推進します。 

健康医療課 

母性保護や健康管

理の啓発 

○ 親子健康手帳交付時に、仕事を持つ妊産婦に「母性健

康管理指導事項連絡カード」を提供し、妊娠や出産に

関する健康管理について啓発します。 

健康医療課 

○ 市の広報やホームページ、ポスターやパンフレット等

を活用し、仕事を持つ女性の母性保護や健康管理につ

いて、事業主が「母性健康管理指導事項連絡カード」

の記載内容に応じて適切な措置を講じるよう、企業等

への啓発に努めます。 

商工観光課 

不妊・不育に対す

る支援 

○ 不妊、不育に関する相談や情報提供に努めます。 

○ 市の広報やホームページ等を活用し、不妊、不育に対

する治療費の助成についての周知を図ります。 

健康医療課 
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【基本目標５】暴力を許さないまちづくり（新見市ＤＶ防止基本計画） 

 

基本施策 12 あらゆる暴力の根絶に向けた環境づくり 

あらゆる暴力を根絶するため、様々な機会や場を活用して、ＤＶやハラスメント等あら

ゆる暴力の防止や正しい理解の促進に向けた啓発活動を推進します。 

 

取組名 取組内容 担当課 

暴力防止のための

広報・啓発 

○ 「岡山県男女共同参画推進月間（毎年 11 月）」や「女

性に対する暴力をなくす運動（毎年 11 月 12 日～11

月 25 日）」の期間に合わせて、各種ハラスメントや

ＤＶ等暴力防止のための啓発活動の充実を図ります。 

総合政策課 

○ 新見商工会議所や阿哲商工会を通して、企業等に「Ｄ

Ｖ防止法」の情報を提供するとともに、ポスターや広

報物等を活用し、各種ハラスメントやＤＶ等暴力防止

のための啓発に努めます。 

商工観光課 

あらゆる暴力防止

に向けた取組 

○ 職員掲示板や直属上司との面談、研修等を通して、市

職員の法令順守やハラスメント防止に対する啓発活

動を推進します。 

総務課 

青少年の健全育成

に向けた取組 

○ 小・中学校の実態に応じて、成人向け書籍コーナーや

風俗施設等入場禁止の指導を行うとともに、相談窓口

の周知と相談体制の充実を図ります。 

○ 児童・生徒の保護者にフィルタリング（有害サイト利

用制限）の利用を奨励するとともに、ネット犯罪に関

する研修会を開催し、ＳＮＳ等のネットトラブルにつ

いて主体的に考える機会を設けます。 

学校教育課 

○ 街頭啓発活動や青パトによる防犯パトロール等を実

施し、青少年の健全育成を推進します。 

青少年育成セ

ンター 

被害者情報の保護

の徹底 

○ 関係各課が連携し、各種ハラスメントやＤＶ等暴力被

害者情報の保護や管理を徹底するとともに、支援対象

者の情報の管理を徹底します。 

総合政策課 

市民課 
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基本施策 13 きめ細かな被害者支援体制の充実 

関係機関と連携し、ＤＶ被害者や子どもに対する相談支援体制の充実を図るとともに、

多様な媒体を活用して、相談窓口の認知の拡大を図ります。 

 

取組名 取組内容 担当課 

関係機関と連携し

た相談・支援業務

の充実 

○ 警察署や女性相談所等の関係機関との連携や情報共

有を図り、ＤＶ等暴力をはじめとする相談、支援業務

の充実を図ります。 

○ ＤＶ等暴力の被害者やその家族等の自立を支援する

とともに、個々の状況に合わせた対応に努めます。 

総合政策課 

虐待等防止の推進 

○ こども家庭センターの役割である「母子保健」と「児

童福祉」の一体的支援が実施できるよう、多様な関係

機関とのネットワークづくりに努め、児童虐待への

「予防的支援」を目標とした取組を推進します。 

○ 要保護児童対策地域協議会やケース会議を開催し、特

定妊婦や要保護児童の早期発見、迅速な対応と連携体

制による支援を実施します。 

子育て支援課 

○ 要保護児童対策地域協議会と協力し、児童虐待防止の

啓発活動を推進するとともに、児童相談所や警察署、

保健所、関係機関等と連携して対応します。 

学校教育課 

○ 高齢者や障がいのある人等への虐待の早期発見、早期

対応ができるよう、関係機関と連携した支援に努めま

す。 

○ 高齢者や障がいのある人への虐待を未然に防ぐため、

啓発活動や研修会等を開催し、権利擁護の推進を図り

ます。 

○ 権利擁護協議会や研修会を通して、地域連携ネット

ワークの構築を推進します。 

福祉課 

高齢者支援課 

相談員の派遣 

○ 虐待やＤＶなどの課題を抱える子育て家庭に対して、

子ども家庭総合支援拠点相談員と男女共同参画プラ

ザ相談員が連携し、継続的に支援します。 

○ 子ども家庭総合支援拠点の定例会議等に男女共同参

画プラザ相談員が参加し、連携を深めます。 

総合政策課 
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【基本目標６】誰もが安心して暮らせる地域社会づくり 

 

基本施策 14 地域共生社会の実現に向けた取組 

高齢者や障がいのある人、外国人市民等に対する生活支援等の事業に取り組むとともに、

包括的な支援体制づくりに向けた地域福祉活動を推進します。 

 

取組名 取組内容 担当課 

健康福祉のまちづ

くりの推進 

○ 高齢者や障がいのある人など誰もが地域で安心して

生活できるよう、誰もが役割と生きがいを持ち、互い

に支えたり、支えられたりする関係が循環する地域共

生社会の構築に取り組みます。 

○ 「新見市地域福祉計画」に基づき、高齢者や障がいの

ある人など誰もが地域で安心して生活できるよう、地

域における支え合いやつながり、社会参加の場づくり

や重層的な支援体制づくりに向けた、地域福祉活動を

推進します。 

福祉課 

高齢者や障がいの

ある人が暮らしや

すいまちづくり 

○ 高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう

「新見市高齢者保健福祉計画・新見市介護保険事業計

画」に基づき、生活支援や生活環境の向上、社会参加

や就業機会の確保、権利擁護の推進など、高齢者福祉

の充実及び介護保険事業の着実な推進に取り組みま

す。 

高齢者支援課 

○ 「新見市障がい者計画」に基づき、障がいのある人を

対象とした、多様な生活支援や社会参加、地域交流の

促進等の事業を推進します。 

○ 「新見市障がい福祉計画」「新見市障がい児福祉計画」

に基づき、障害福祉サービス及び障害児通所支援、障

害児相談支援等の提供体制の確保に向けた各種事業

に取り組みます。 

福祉課 

○ 高齢者や障がいのある人が暮らしやすいまちづくり

に向けて、ユニバーサルデザインの視点に立った施設

等の整備や移動支援の充実、防災、防犯対策の充実を

図ります。 

福祉課 

高齢者支援課 
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取組名 取組内容 担当課 

外国人市民への生

活支援 

○ 外国人市民が安心して暮らせるよう、庁舎にテレビ通

訳ができるタブレットを設置し、様々な相談に対応し

ます。 

○ 外国人市民に関係する制度等について、市の広報や

ホームページ等を活用して周知を図ります。 

○ 外国人の窓口対応として、多言語対応タブレット端末

を使用することで、円滑に意思疎通が図れるよう努め

ます。 

総務課 

市民課 

バリアフリー化の

推進とユニバーサ

ルデザインの普及 

○ 「新見市公園施設長寿命化計画」等に基づき、遊具等

や付帯する設備、建築物等の適正な維持、管理に努め

ます。 

都市整備課 

○ 公共施設のバリアフリー化とユニバーサルデザイン

普及の観点から、施設の改修や新たな施設建設時に、

手すりやスロープ、点字ブロック等の設置を促進しま

す。 

総務課 

 

 

  



78 

 

基本施策 15 困難な問題を抱える人への支援（新見市困難な問題を抱える女性支援計画） 

基本施策 15 の取組については「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の規定

に基づく「市町村基本計画」として位置付け、ひとり親家庭や様々な生活上の困難を抱え

る人も安心して地域で暮らすことができるよう、多様な生活支援と相談支援体制の充実に

取り組みます。 

 

取組名 取組内容 担当課 

相談窓口の周知 

〇 困難な問題を抱える女性への支援が届くよう、新見市

男女共同参画プラザをはじめ、岡山県女性相談支援セ

ンター等関係機関の相談窓口の周知を図るとともに、

関係機関と連携し、問題や課題の解決に向けて支援に

取り組みます。 

総合政策課 

相談支援体制の整

備 

○ 生活困窮者からの相談に包括的に対応するとともに、

その自立に向けたアセスメントの実施、プランの作成

等の支援を行うほか、関係機関とのネットワークづく

りを行います。 

○ 家計に問題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、情

報提供や助言等を行うことで、相談者自身の家計管理

能力の向上を図るとともに、早期の生活再建を支援し

ます。 

○ ひきこもりなど社会的な孤立状態にある人に、生活の

困りごとや就労、心身の問題等について相談に応じ、

解決に向けて支援します。 

福祉課 

○ 本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話

などを日常的に行い、過度な責任や負担を抱えている

子ども（ヤングケアラー※）の把握に努めるとともに、

必要な支援を検討します。 

子育て支援課 

学校教育課 

 

 

 

  

※ 本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこと。 
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取組名 取組内容 担当課 

生活困窮家庭等に

おける子どもの支

援 

○ 子育て世帯の経済的負担を軽減するため、保育料の無

償化や副食費の免除、ファミリー・サポート・センター

事業の利用料の助成等を実施するとともに、各種手当

や制度について、ＳＮＳ等を活用したプッシュ型広報

等により周知を図ります。 

〇 保護者が負担する学校給食費への支援を行い、子育て

世帯の経済的支援を推進します。 

子育て支援課 

学校教育課 

○ 地域全体で子どもを育てる気運を醸成するための活

動を推進するとともに、地域の人材による学習支援を

行い、児童・生徒の学力の向上を支援します。 

学校教育課 

○ 保護者の就労機会の確保や育児負担の軽減につなが

るよう、放課後児童クラブの運営を支援します。 

教育連携推進

課 

ひとり親家庭等へ

の自立支援 

○ ひとり親家庭等の自立に向け、母子・父子自立支援員

が関係機関と連携し、相談支援体制の充実を図るとと

もに、家庭の状況に応じた就労や子育て等を支援しま

す。 

○ 養育費履行確保支援事業等を実施し、ひとり親家庭の

養育費の取り決め等を支援するとともに、制度につい

ての周知に努めます。 

子育て支援課 
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第６章 計画の推進に当たって 

 

【１】計画の推進体制 

 

１ 庁内の推進体制 

本計画に係る取組は、周知、啓発のみならず教育、労働、保健、福祉等市政の幅広い分

野に関わっています。そのため、関係する庁内部署間の連携の強化を図りながら、長期的

な視点に立ち、全庁的に計画を推進します。 

 

２ 市民や関係団体等と行政の協働による推進 

本計画を、より実効性のあるものとして推進するためには、市民や関係団体等と行政の

協働体制が必要です。地域住民や関係団体等との連携を深め、相互の理解と共通認識を持

ちながら、協働してそれぞれの役割を果たしていくための体制の整備に努めます。また、

ＤＶに関する相談業務等は、県の女性相談所や警察等の関係機関と緊密な連携を図ります。 

 

３ 計画の推進に向けた情報発信と実施体制 

本計画の推進に当たっては、市の広報やホームページ等を活用し、取組状況を市民に分

かりやすく発信します。市民の意見を施策に反映するとともに、拠点施設「新見市男女共

同参画プラザ」における機能の充実及び相談窓口の強化を図ります。さらに、新見市男女

共同参画審議会の意見を踏まえ、男女共同参画施策を着実に推進します。 

 

【２】計画の進行管理 

 

庁内においては、定期的に、本計画の進捗状況調査を実施します。本計画の着実な進行

に向けて、ＰＬＡＮ（計画）、ＤＯ（実行）、ＣＨＥＣＫ（点検・評価）、ＡＣＴＩＯＮ（改

善）による進行管理（ＰＤＣＡサイクル）に基づき、進捗状況を管理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Check 
（点検・評価）

 

Plan 
（計画） 

Do 
（実行） 

Action 
（改善） 

ＰＬＡＮ（計画） 

○ 計画を策定し、活動を立案する。 

ＡＣＴＩＯＮ（改善） 

○ 活動内容を必要に応じて見直す。 

ＤＯ（実行） 

○ 様々な主体との連携・協働によ

り事業を推進する。 

ＣＨＥＣＫ（点検・評価） 

○ 事業実施状況を点検・評価する。 

【 参考／ＰＤＣＡサイクルによる進捗状況の管理イメージ 】 
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【３】数値目標 

 

評価項目 
現状値 

（令和７年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

把握 

方法 

【 基本目標１ 】人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 

１ 
社会全体において「男女は平等になっている」と思ってい

る市民の割合 
18.9％ 40.0％ １ 

２ 
学校教育の場において「男女は平等になっている」と思っ

ている市民の割合 
44.8％ 増加 １ 

【 基本目標２ 】誰もが活躍できる社会づくり（新見市女性活躍推進計画） 

３ 審議会等委員の女性委員の割合 
32.4％ 

（４月１日現在） 
40.0％ ３ 

４ 市職員の女性管理職の割合※ 
26.5％ 

（４月１日現在） 
30.0％ ３ 

５ 
就職の機会や職場（仕事の場）において「男女は平等に

なっている」と思っている市民の割合 
29.6％ 増加 １ 

６ 家族経営協定を締結している農家の数 
52 戸 

（４月１日現在） 
増加 ３ 

７ 市男性職員の育児休業取得率 
39.1％ 

（令和６年度） 
85.0％ ３ 

【 基本目標３ 】地域社会における男女共同参画の推進 

８ 
地域社会（自治会等の地域活動の場など）において「男女

は平等になっている」と思っている市民の割合 
31.0％ 増加 １ 

９ 女性防災士の人数 
14 人 

（４月１日現在） 
増加 ３ 

10 女性消防団員の人数 
64 人 

（令和６年度） 
増加 ３ 

【 基本目標４ 】生涯にわたる健康づくりへの支援 

11 乳がん検診の受診率 
32.2％ 

（令和６年度） 
増加 ３ 

12 子宮頸がん検診の受診率 
18.9％ 

（令和６年度） 
増加 ３ 

 

【 把握方法 】 

１ 市民アンケート 

２ 男女共同参画に関する市民意識調査 

３ 庁内資料 

 

※ 消防職を除く 
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評価項目 
現状値 

（令和７年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

把握 

方法 

【 基本目標５ 】暴力を許さないまちづくり（新見市ＤＶ防止基本計画） 

13 ＤＶ被害者で誰（どこ）にも相談しなかった市民の割合 44.3％ 減少 ２ 

【 基本目標６ 】誰もが安心して暮らせる地域社会づくり（新見市困難な問題を抱える女性支援計画） 

14 
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の内

容や言葉を知っている市民の割合 
25.8％※ 増加 １ 

 

【 把握方法 】 

１ 市民アンケート 

２ 男女共同参画に関する市民意識調査 

３ 庁内資料 

 

※ 「内容まで知っている」と「見聞きしたことはあるが内容までは知らない」の合計値 
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資料編 

 

【１】新見市男女共同参画まちづくり条例 

 

平成 17 年３月 31 日条例第 31 号 

 

前文 

新見市は、これまで山陽と山陰を結ぶ交通の要衝として、

また中国山地の恵まれた自然と豊かな歴史に育まれた岡山

県西北部の中核都市として発展してきた。古くは、平安末

期から戦国末期まで京都東寺の荘園として栄え、それぞれ

の時代を開拓したすばらしい先駆者たちの歴史が今も語り

伝えられている。他方では、古い慣習等が未だ残されてい

る地域でもある。 

日本国憲法には個人の尊厳と法の下の平等がうたわれて

いるが、固定的な性別役割分担意識に基づく社会慣行等は

依然根強く、真の男女平等の達成には未だ多くの課題が残

されている。また、少子・高齢化や国際化、情報技術等の

急速な進展など、社会経済状況への的確な対応も求められ

ている。 

こうした中、国においては、男女共同参画社会基本法（平

成１１年法律第７８号）を制定し、男女共同参画社会の形

成が２１世紀の最重要課題と位置づけ、男女の実質的平等

を達成するための様々な取り組みが進められているところ

である。 

本市で行った意識調査や審議会などからは、家庭、地域、

職場、学校、人権などにおいて様々な問題が提起され、幅

広い市民の多様な意見を集約したところである。 

この意見を踏まえ、私たち新見市民は、男女の対等なパー

トナーシップによる真に心豊かで活力ある２１世紀都市・

新見の創造を目指し、市、市民及び事業者が一体となって

取り組むべきことを決意し、ここに、新見市男女共同参画

まちづくり条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画によるまちづくりの推

進に関し、基本理念及びその努力目標を定め、市、市民

及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本

的な事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成

を総合的かつ計画的に推進し、もって、乳幼児から高齢

者に至る男女の個性及び尊厳が守られ、平和、平等及び

創造を基調とした活力ある豊かな地域社会の実現に資

することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

（1） 男女共同参画 男女が性別にかかわりなく個人と

して尊重され、社会の対等な構成員として、自らの意

思によって社会のあらゆる分野における活動に参画

する機会が確保され、男女が均等に社会的、政治的、

経済的及び文化的利益を亨受することができ、かつ、

共に責任を分かち合うことをいう。 

（2） 市民 市内に住所を有する者、勤務する者又は在

学する者をいう。 

（3） 事業者 市内において事業を行うすべてのものを

いう。 

（4） 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会についての男女間の格差を改善す

るため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方

に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（5） ジェンダー 生物学的又は生理学的な性差とは異

なり、男女の役割を固定的にとらえる社会的又は文化

的に培われてきた性差をいう。 

（6） セクシュアルハラスメント 市民生活のあらゆる

場において他の者を傷つけ、若しくは不快にさせる性

的な言動又は性別の違いによる社会的な慣行によっ

て、強要され不利益を被ることをいう。 

（7） ドメスティックバイオレンス 夫やパートナーか

ら受ける精神的、経済的、身体的又は言語的な暴力及

び虐待をいう。 

（基本理念） 

第３条 市、市民及び事業者は、次の各号に掲げる事項を

基本理念として、男女共同参画によるまちづくりの推進

に努めるものとする。 

（1） 男女が性別により差別されることなく、個性と能

力を十分に発揮する機会が確保されるとともに、一切

の暴力を排除し、個人としての人権が尊重されること。 

（2） 男女がそれぞれに自立した個人として、多様な生

き方が選択でき、かつ、尊重され、自己責任に基づく

自己決定権が確立されること。 

（3） 男女がお互いの理解の下で、性と生殖に関する事

項について自らの決定が尊重され、生涯にわたり健康

が配慮されること。 

（4） 男女が相互の協力の下に、それぞれ家庭及び社会

の責任を担い、家庭、学校、地域、職場その他あらゆ

る場における活動に対等な立場で参画し、責任を分か

ち合うこと。 

（5） 男女がそれぞれ政策、方針の立案及び決定に平等

な立場で参画する機会が確保されること。 

（6） 男女平等の推進が、国際社会での取り組みを十分

理解して行われること。 

（努力目標） 

第４条 市、市民及び事業者は、男女共同参画によるまち

づくりに当たり、次の各号に掲げる事項を努力目標とし、
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この達成に努めるものとする。 

（1） 家庭における努力目標 

ア 家族一人一人がジェンダーにとらわれることな

く、個性を尊重し、多様な生き方を選択できる家庭

づくり 

イ 家族一人一人が固定的な性別役割分担の意識を

超えて、家事、育児、介護等を担いあう家庭づくり 

ウ 家事、育児、介護等、従来女性が担ってきた無償

労働に対し、必要に応じて経済的評価を与える家庭

づくり 

（2） 学校における努力目標 

ア 児童、生徒及び教職員がジェンダーにとらわれる

ことなく、それぞれの個性や人権を大切にし、男女

平等を促進する学校づくり 

イ ジェンダーにとらわれることなく、係、当番等の

役割分担が行われ、進学、就職等において、個人の

能力や適性を考慮した選択が尊重される学校づく

り 

（3） 地域における努力目標 

ア 男女の人権が尊重され、差別なく平等に地域活動

に参加し、企画や実践にかかわる地域づくり 

イ 男女平等が阻害される慣習又はしきたりをなく

し、ジェンダーにとらわれることなく、それぞれの

行動や考え方が尊重され、意思決定される地域づく

り 

ウ 女性が積極的に社会参画し、リーダーシップが発

揮できる地域づくり 

（4） 職場における努力目標 

ア 個人の意欲、能力、個性等が合理的かつ適切に評

価され、募集、採用、配置、賃金、昇進又は再雇用

等について性別を理由とする差別がない職場づく

り 

イ 長時間労働又はストレスのない環境を実現し、ゆ

とりと活力のある家庭生活が保障され、地域活動又

はボランティア活動に参加しやすい職場づくり 

ウ 男女が等しく、育児又は介護のために時間及び休

業を取得でき、仕事と家庭が両立できる職場づくり 

エ 妊娠、出産又は更年期等女性のライフステージに

応じた適切な健康管理が行われる職場づくり 

オ セクシュアルハラスメントがなく、安心して働け

る環境が保障される職場づくり 

カ 農林漁業、商業等の自営業において、女性の労働

が正当に評価される職場づくり 

（性別による権利侵害の禁止） 

第５条 すべての市民は、家庭、学校、地域、職場その他の

社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行って

はならない。 

（1） 性別を理由とする差別的取扱い 

（2） 相手の意に反した性的な言動により、相手の尊厳

を傷つけ、又は不利益を与える行為 

（3） 乳幼児から高齢者にいたる男女に対する、ドメス

ティックバイオレンス又は虐待行為 

（4） 新聞、雑誌、ポスター等により、情報を表示する

すべての場合における、固定的な性別役割分担、女性

に対する暴力及び性的羞恥心等を助長し、又は連想さ

せる表現 

（市の責務） 

第６条 市は、男女共同参画まちづくりの推進のため、市

の進めるすべての施策に男女共同参画の視点を導入す

るとともに、第２章に掲げる施策を実施するよう努める

ものとする。 

（市民の責務） 

第７条 市民は、男女共同参画社会について理解を深め、

家庭、学校、地域、職場等のあらゆる場において、自ら

積極的に参画し、男女共同参画まちづくりの推進に努め

るとともに市が実施する施策に協力するよう努めるも

のとする。 

２ 市民は、家庭、学校、地域、職場等において、ドメス

ティックバイオレンス又は虐待の事実を知った場合に

は、関係機関へ通報するよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第８条 事業者は、その事業活動に関し、第３条の基本理

念にのっとり、男女共同参画まちづくりの推進に自ら努

めるとともに、市が実施する男女共同参画に関する施策

に協力するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、男女共同参画まちづくりの推進のため、そ

の事業活動に関し、積極的改善措置を講ずるよう努める

ものとする。 

第２章 基本的施策 

（基本計画の策定） 

第９条 市長は、男女共同参画まちづくりの推進のための

基本計画を策定するものとする。 

２ 市長は、基本計画の策定又は変更に当たっては、第２

０条に規定する新見市男女共同参画審議会の意見を聴

取し、市民及び事業者の意見が反映されるよう、適切な

措置をとるものとする。 

３ 市長は、基本計画を策定したときは、これを公表する

ものとする。 

（実施状況の公表） 

第１０条 市長は、毎年、施策の実施状況を議会に報告す

るものとする。 

２ 市長は、施策の実施状況を当該審議会に報告するもの

とする。 

３ 市長は、毎年、施策の実施状況を市民及び事業者に周

知するものとする。 

（市における積極的改善措置） 

第１１条 市は、男女共同参画まちづくりの推進のため、

市の人事管理及び組織運営において、個人の能力を合理

的かつ適切に評価し、積極的改善措置を講ずるよう努め

るものとする。 

２ 市は、男女共同参画まちづくりの推進のため、政策決

定の機会等において、積極的改善措置を講ずるよう努め

るものとする。 

（市の附属機関における積極的改善措置） 
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第１２条 市は、男女共同参画まちづくりの推進のため、

市の附属機関の委員の任命又は委嘱に当たり、個人の能

力を合理的かつ適切に評価し、積極的改善措置を講ずる

よう努めるものとする。 

（広報啓発活動） 

第１３条 市は、男女共同参画まちづくりについて、広く

市民及び事業者の理解が深まるよう啓発、学習促進等に

積極的に努めるものとする。 

（情報収集） 

第１４条 市は、男女共同参画に関する情報の収集及び分

析を行うとともに、市民及び事業者に公表し、又は提供

するよう努めるものとする。この場合において、個人情

報の保護に関しては最大限の配慮をしなければならな

い。 

（市民又は事業者への支援） 

第１５条 市は、市民又は事業者が実施する男女共同参画

まちづくりを推進する活動を支援するため、必要な措置

を講ずるよう努めるものとする。 

（教育の推進） 

第１６条 学校教育その他のあらゆる教育に携わる者は、

男女共同参画社会の形成に果たす教育の重要性を深く

認識し、個々の教育本来の目的を実現する過程において、

男女共同参画の理念に配慮した教育を行うよう努める

ものとする。 

２ 市は、次代を担う子供たちの教育に関し、家庭及び地

域から、男女がともに積極的に参画するよう啓発に努め

るものとする。 

（国、県、他の自治体との連携） 

第１７条 市は、男女共同参画まちづくりに関する施策の

実施に当たり、国及び県の施策等と調整を図りながら、

他の自治体との広域的な連携に努めるものとする。 

（相談の対応等） 

第１８条 市は、性別に基づく人権の侵害等に関する市民

の相談に対応するものとし、その対応については、関係

機関等と連携を図る等必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。 

（推進体制の整備） 

第１９条 市は、事業者及び市民の協力の下に施策を推進

するため、必要な体制整備に努めるものとする。 

第３章 新見市男女共同参画審議会 

（設置等） 

第２０条 男女共同参画の促進に関する基本的かつ総合的

な施策及び重要事項を調査審議するため、新見市男女共

同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応

じ調査審議するものとする。 

（1） 基本計画の策定及び変更に関すること。 

（2） 前号に掲げるもののほか、施策の基本的事項及び

重要事項 

３ 審議会は、施策の基本的事項及び重要事項について市

長に意見を述べることができる。 

（組織等） 

第２１条 審議会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 男女のいずれか一方の委員数は、委員の総数の１０分

の４未満であってはならない。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

（1） 学識経験者 

（2） 関係行政機関の職員 

（3） 関係団体から推薦された者 

（4） 事業者から推薦された者 

（5） その他市長が適当と認める者 

４ 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 審議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。 

６ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

７ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第２２条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長と

なる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことがで

きない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。 

４ 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求めその

意見を聴くことができる。 

（専門部会） 

第２３条 審議会は、必要に応じて専門の事項を調査審議

するため、専門部会を置くことができる。 

第４章 雑則 

（委任） 

第２４条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年３月３１日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ 審議会の最初の会議は、第２２条第１項の規定にかか

わらず、市長が招集する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の日の前日までに、合併前の新見市男

女共同参画まちづくり条例（平成１３年新見市条例第３

８号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、

この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 
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【２】新見市男女共同参画審議会委員名簿 

 

 

（敬称略、令和８年３月） 

氏名 所属団体等 備考 

土井 英子 新見公立大学 特任教授 会長 

岩上 太郎 高梁公共職業安定所新見出張所長  

髙橋 玲子 新見警察署生活安全刑事課長  

井石 雄也 新見市小学校長会（塩城小学校長） 副会長 

宮﨑 桂子 国際ソロプチミスト新見  

笹田 礼子 にいみフォーラム  

上田 亮子 新見市社会福祉協議会 地域福祉推進課長  

柴田 昭彦 新見商工会議所 専務理事  

野田 定子 阿哲商工会 女性部長  
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【３】策定経過 

 

 

【 令和７（2025）年度 】 

期日 項目 内容 

９月 アンケート調査の実施 
・ 新見市 男女共同参画に関する市民意識調

査 

11 月 26 日（水） 
新見市男女共同参画審議

会（第２回） 

・ 諮 問 

・ 第５次にいみ男女共同参画プランについて 

（骨子案、施策体系の考え方、数値目標進

捗状況） 

１月 26 日（月） 
新見市男女共同参画審議

会（第３回） 

・ 第５次にいみ男女共同参画プランについて

（素案） 

２月６日（金）～

２月 27 日（金） 
パブリックコメント 

・ 第５次にいみ男女共同参画プラン（案）に

ついて 

３月９日（月） 
新見市男女共同参画審議

会（第４回） 

・ 第５次にいみ男女共同参画プランについて

（最終案） 

３月 16 日（月） 答申 ・ 新見市男女共同参画審議会から市長へ答申 
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【４】男女共同参画社会基本法 

 

平成 11 年６月 23 日法律第 78 号 

最終改正 令和７年６月 27 日法律第 80 号 

 

前文 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、

国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められて

きたが、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が

国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女

が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別

にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することが

できる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となってい

る。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を

二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、

社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を

明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公

共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を

総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会

経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実

現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形

成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及

び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定め

ることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計

画的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な

構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分

野における活動に参画する機会が確保され、もって男

女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を

享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会

を形成することをいう。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女

間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女

のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供する

ことをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての

尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱

いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機

会が確保されることその他の男女の人権が尊重される

ことを旨として、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会にお

ける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を

反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立

でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形

成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、

社会における制度又は慣行が男女の社会における活動

の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものと

するように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等

な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策

又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同し

て参画する機会が確保されることを旨として、行われな

ければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女

が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の

介護その他の家庭生活における活動について家族の一

員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の

活動を行うことができるようにすることを旨として、行

われなければならない。 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会におけ

る取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女

共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなけれ

ばならない。 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画

社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」とい

う。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合

的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及

びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施

策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第１０条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成に寄与するように努めなければならな
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い。 

（独立行政法人男女共同参画機構の役割） 

第１０条の２ 独立行政法人男女共同参画機構は、国、地

方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策に関する活動を行う民間の団体その他の関係者と連

携し、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推

進のための中核的な機関として積極的な役割を果たす

ものとする。 

（法制上の措置等） 

第１１条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置

その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第１２条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形

成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての報告を提出しなければな

らない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の

形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作

成し、これを国会に提出しなければならない。 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基

本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第１３条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同

参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男

女共同参画基本計画」という。）を定めなければならな

い。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定

めるものとする。 

（1） 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の大綱 

（2） 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、

男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求め

なければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しな

ければならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につい

て準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第１４条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、

当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都

道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければな

らない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。 

（1） 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講

ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の大綱 

（2） 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域にお

ける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共

同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基

本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）

を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又

は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第１５条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施

するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しな

ければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第１６条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置

を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第１７条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影

響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理の

ために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他

の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人

権が侵害された場合における被害者の救済を図るため

に必要な措置を講じなければならない。 

（連携及び協働の促進） 

第１８条 国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活

動を行う民間の団体その他の関係者が相互に連携と協

働を図ることにより男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の効果的な推進が図られることに鑑み、これ

らの者の間における協議の促進その他の関係者相互間

の連携と協働を促進するために必要な施策を講ずるよ

うに努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、前項の関係者相互間の連携と協働を

促進するために必要な施策を推進するための拠点（次項

において「男女共同参画センター」という。）としての

機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう

に努めるものとする。 

３ 男女共同参画センターとしての機能を担う者は、その

業務を行うに当たっては、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の効果的な推進を図るため、独立行政法

人男女共同参画機構と密接に連携するように努めるも

のとする。 

（人材の確保等） 

第１８条の２ 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会
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の形成の促進に関する施策の策定及び実施に関する業

務並びに民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策に関する活動に従事する人材の確保、

養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるように努め

るものとする。 

（調査研究） 

第１８条の３ 国は、社会における制度又は慣行が男女共

同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その

他の国及び地方公共団体の男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の策定及び実施に資する調査研究を

推進するように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第１９条 国は、前３条に定めるもののほか、地方公共団

体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策及び民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策に関する活動を支援するため、助言、

情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努める

ものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第２０条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の

下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交

換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相

互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずる

ように努めるものとする。 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第２１条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」とい

う。）を置く。 

（所掌事務） 

第２２条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

（1） 男女共同参画基本計画に関し、第１３条第３項に

規定する事項を処理すること。 

（2） 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係

各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進

に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を

調査審議すること。 

（3） 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要

があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣

に対し、意見を述べること。 

（4） 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男

女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。 

（組織） 

第２３条 会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織

する。 

（議長） 

第２４条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第２５条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

（1） 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総

理大臣が指定する者 

（2） 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有す

る者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数

の１０分の５未満であってはならない。 

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議

員の数は、同号に規定する議員の総数の１０分の４未満

であってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第２６条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。

ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。 

（資料提出の要求等） 

第２７条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要が

あると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又

は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があ

ると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して

も、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第２８条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議

員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で

定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）

は、廃止する。 

（経過措置） 

第３条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設

置法（以下「旧審議会設置法」という。）第１条の規定

により置かれた男女共同参画審議会は、第２１条第１項

の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存

続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第４条第１項

の規定により任命された男女共同参画審議会の委員で

ある者は、この法律の施行の日に、第２３条第１項の規

定により、審議会の委員として任命されたものとみなす。

この場合において、その任命されたものとみなされる者

の任期は、同条第２項の規定にかかわらず、同日におけ

る旧審議会設置法第４条第２項の規定により任命され

た男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間

と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第５条第１項

の規定により定められた男女共同参画審議会の会長で

ある者又は同条第３項の規定により指名された委員で

ある者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第２４条

第１項の規定により審議会の会長として定められ、又は
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同条第３項の規定により審議会の会長の職務を代理す

る委員として指名されたものとみなす。 

附 則（平成１１年７月１６日法律第１０２号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成

１１年法律第８８号）の施行の日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。 

（1） 略 

（2） 附則第１０条第１項及び第５項、第１４条第３項、

第２３条、第２８条並びに第３０条の規定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第２８条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる

従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員で

ある者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該

会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律

の規定にかかわらず、その日に満了する。 

（1） から（10） まで 略 

（11） 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第３０条 第２条から前条までに規定するもののほか、こ

の法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で

定める。 

附 則（平成１１年１２月２２日法律第１６０号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成１

３年１月６日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（1） 第９９５条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉

の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改

正規定に係る部分に限る。）、第１３０５条、第１３

０６条、第１３２４条第２項、第１３２６条第２項及

び第１３４４条の規定 公布の日 

附 則（令和７年６月２７日法律第８０号） 

（施行期日） 

１ この法律は、独立行政法人男女共同参画機構法（令和

７年法律第７９号）の施行の日から施行する。ただし、

第１条及び次項の規定は、公布の日から施行する。 

（政令への委任） 

２ この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め

る。
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【５】女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法） 

 

平成 27 年９月４日法律第 64 号 

最終改正 令和７年６月 11 日法律第 63 号 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活

を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分

に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女性

の職業生活における活躍」という。）が一層重要となっ

ていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成１１

年法律第７８号）の基本理念にのっとり、女性の職業生

活における活躍の推進について、その基本原則を定め、

並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにす

るとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女

性の職業生活における活躍を推進するための支援措置

等について定めることにより、女性の職業生活における

活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊

重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の

多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊か

で活力ある社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活

における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自ら

の意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性

に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変

更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及び

その活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等

を反映した職場における慣行が女性の職業生活におけ

る活躍に対して及ぼす影響に配慮し、併せて、女性の健

康上の特性に留意して、その個性と能力が十分に発揮で

きるようにすることを旨として、行われなければならな

い。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営

む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生

活に関する事由によりやむを得ず退職することが多い

ことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与え

る影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問

わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その

他の家庭生活における活動について家族の一員として

の役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行

うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と

家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となること

を旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女

性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が

尊重されるべきものであることに留意されなければな

らない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業

生活における活躍の推進についての基本原則（次条及び

第５条第１項において「基本原則」という。）にのっと

り、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な

施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第４条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又

は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関

する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と

家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら

実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実

施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策に協力しなければならない。 

第２章 基本方針等 

（基本方針） 

第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に

実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関

する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものと

する。 

（1） 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本

的な方向 

（2） 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に関する基本的な事項 

（3） 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策

に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための

支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要

な環境の整備に関する事項 

ハ 職場において行われる就業環境を害する言動に

起因する問題の解決を促進するために必要な措置

に関する事項 

ニ その他女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策に関する重要事項 

（4） 前３号に掲げるもののほか、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定

を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならな

い。 
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５ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県

の区域内における女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策についての計画（以下この条において「都

道府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものと

する。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められて

いるときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案し

て、当該市町村の区域内における女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する施策についての計画（次項におい

て「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるも

のとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村

推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針 

第７条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事

業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、基

本方針に即して、次条第１項に規定する一般事業主行動

計画及び第１９条第１項に規定する特定事業主行動計

画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の

策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」と

いう。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項

につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定める

ものとする。 

（1） 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

（2） 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

の内容に関する事項 

（3） その他女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主

行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

第２節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事

業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が

１００人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即

して、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性

の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する

計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定め

るところにより、厚生労働大臣に届け出なければならな

い。これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

（1） 計画期間 

（2） 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

の実施により達成しようとする目標 

（3） 実施しようとする女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で

定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働

者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、

管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合そ

の他のその事業における女性の職業生活における活躍

に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を

推進するために改善すべき事情について分析した上で、

その結果を勘案して、これを定めなければならない。こ

の場合において、前項第２号の目標については、採用す

る労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年

数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労

働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて

定量的に定めなければならない。 

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、これを労働者に周知させるための措置を講

じなければならない。 

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、これを公表しなければならない。 

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計画

に定められた目標を達成するよう努めなければならな

い。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が１０

０人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、

一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければな

らない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業

主行動計画を定め、又は変更しようとする場合について、

第４項から第６項までの規定は前項に規定する一般事

業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更した場合に

ついて、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第９条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の規定に

よる届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労

働省令で定めるところにより、当該事業主について、女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、

当該取組の実施の状況が優良なものであることその他

の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨

の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第１０条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一

般事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供す

る物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しく

は通信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第

１４条第１項において「商品等」という。）に厚生労働

大臣の定める表示を付することができる。 
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２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に

同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはなら

ない。 

（認定の取消し） 

第１１条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号の

いずれかに該当するときは、第９条の認定を取り消すこ

とができる。 

（1） 第９条に規定する基準に適合しなくなったと認め

るとき。 

（2） この法律又はこの法律に基づく命令に違反したと

き。 

（3） 不正の手段により第９条の認定を受けたとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第１２条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に

基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業

主について、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計

画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定

められた目標を達成したこと、雇用の分野における男女

の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和４７

年法律第１１３号）第１３条の２に規定する業務を担当

する者及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行

う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）

第２９条に規定する業務を担当する者を選任している

こと、当該女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組の実施の状況が特に優良なものであることその他

の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨

の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第１３条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認

定一般事業主」という。）については、第８条第１項及

び第７項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところ

により、毎年少なくとも１回、女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなけれ

ばならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第１４条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大臣

の定める表示を付することができる。 

２ 第１０条第２項の規定は、前項の表示について準用す

る。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第１５条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の各

号のいずれかに該当するときは、第１２条の認定を取り

消すことができる。 

（1） 第１１条の規定により第９条の認定を取り消すと

き。 

（2） 第１２条に規定する基準に適合しなくなったと認

めるとき。 

（3） 第１３条第２項の規定による公表をせず、又は虚

偽の公表をしたとき。 

（4） 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律

に基づく命令に違反したとき。 

（5） 不正の手段により第１２条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第１６条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業主

（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が３０

０人以下のものをいう。以下この項及び次項において同

じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必要

な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該

承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとすると

きは、職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第３６

条第１項及び第３項の規定は、当該構成員である中小事

業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、

事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律によ

り設立された組合若しくはその連合会であって厚生労

働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主を

直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で定め

る要件に該当するものに限る。）のうち、その構成員で

ある中小事業主に対して女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組を実施するための人材確保に関す

る相談及び援助を行うものであって、その申請に基づい

て、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うた

めの厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を

行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定す

る基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認

を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集に従事

しようとするときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募

集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労

働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第３７条第２項の規定は前項の規定による

届出があった場合について、同法第５条の３第１項及び

第４項、第５条の４第１項及び第２項、第５条の５、第

３９条、第４１条第２項、第４２条、第４８条の３第１

項、第４８条の４、第５０条第１項及び第２項並びに第

５１条の規定は前項の規定による届出をして労働者の

募集に従事する者について、同法第４０条の規定は同項

の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に

対する報酬の供与について、同法第５０条第３項及び第

４項の規定はこの項において準用する同条第２項に規

定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。こ

の場合において、同法第３７条第２項中「労働者の募集

を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律第１６条第４項の規定によ

る届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、

同法第４１条第２項中「当該労働者の募集の業務の廃止

を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるも

のとする。 

６ 職業安定法第３６条第２項及び第４２条の２の規定の
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適用については、同法第３６条第２項中「前項の」とあ

るのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させ

ようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」

と、同法第４２条の２中「第３９条に規定する募集受託

者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律（平成２７年法律第６４号）第１６条第４項

の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、

「同項に」とあるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第２項

の相談及び援助の実施状況について報告を求めること

ができる。 

第１７条 公共職業安定所は、前条第４項の規定による届

出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体

に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を

提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法

について指導することにより、当該募集の効果的かつ適

切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第１８条 国は、第８条第１項若しくは第７項の規定によ

り一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主

又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対し

て、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しく

は公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に

実施されるように相談その他の援助の実施に努めるも

のとする。 

第３節 特定事業主行動計画 

第１９条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそ

れらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」と

いう。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計

画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主

が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）

を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

（1） 計画期間 

（2） 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

の実施により達成しようとする目標 

（3） 実施しようとする女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又はその

変更（内閣府令で定める軽微な変更を除く。）をしよう

とするときは、内閣府令で定めるところにより、採用し

た職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の

差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める

女性職員の割合その他のその事務及び事業における女

性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性

の職業生活における活躍を推進するために改善すべき

事情について分析した上で、その結果を勘案して、これ

を定めなければならない。この場合において、前項第２

号の目標については、採用する職員に占める女性職員の

割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時

間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その

他の数値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又はその

変更（前項の内閣府令で定める軽微な変更を除く。）を

したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための

措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又はその

変更をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも１回、特定事業主行動

計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければなら

ない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実

施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目標

を達成するよう努めなければならない。 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第２０条 第８条第１項に規定する一般事業主（常時雇用

する労働者の数が３００人を超えるものに限る。）は、

厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事

業における女性の職業生活における活躍に関する次に

掲げる情報を定期的に公表しなければならない。 

（1） その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異 

（2） その雇用する管理的地位にある労働者に占める女

性労働者の割合 

（3） 前２号に掲げるもののほか、その雇用し、又は雇

用しようとする女性労働者に対する職業生活に関す

る機会の提供に関する実績 

（4） その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両

立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第８条第１項に規定する一般事業主（前項に規定する

一般事業主を除く。）は、厚生労働省令で定めるところ

により、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業

選択に資するよう、その事業における女性の職業生活に

おける活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表し

なければならない。 

（1） 前項第１号及び第２号に掲げる情報 

（2） 前項第３号に掲げる情報又は同項第４号に掲げる

情報の少なくともいずれか一方 

３ 第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労働省令

で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうと

する女性の職業選択に資するよう、その事業における女

性の職業生活における活躍に関する第１項各号に掲げ

る情報のうち少なくとも一の情報を定期的に公表する

よう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表） 

第２１条 特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、

職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資

するよう、その事務及び事業における女性の職業生活に

おける活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公表し

なければならない。 
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（1） その任用する職員の男女の給与の額の差異 

（2） その任用する管理的地位にある職員に占める女性

職員の割合 

（3） 前２号に掲げるもののほか、その任用し、又は任

用しようとする女性に対する職業生活に関する機会

の提供に関する実績 

（4） その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立

に資する勤務環境の整備に関する実績 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進する

ための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第２２条 国は、女性の職業生活における活躍を推進する

ため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その

他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進

するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又

は営もうとする女性及びその家族その他の関係者から

の相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、助

言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一

部を、その事務を適切に実施することができるものとし

て内閣府令で定める基準に適合する者に委託すること

ができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当

該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第２３条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関

する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政

上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第２４条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に資

するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他

の特別の法律によって設立された法人であって政令で

定めるものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予

算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例認

定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍に

関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項にお

いて「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の増

大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主

等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施する

ように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第２５条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活におけ

る活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、かつ、

その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行うものと

する。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第２６条 国は、女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組に資するよう、国内外における女性の職業生活

における活躍の状況及び当該取組に関する情報の収集、

整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 

第２７条 当該地方公共団体の区域において女性の職業生

活における活躍の推進に関する事務及び事業を行う国

及び地方公共団体の機関（以下この条において「関係機

関」という。）は、第２２条第１項の規定により国が講

ずる措置及び同条第２項の規定により地方公共団体が

講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活におけ

る活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該

区域において女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするた

め、関係機関により構成される協議会（以下「協議会」

という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区

域内において第２２条第３項の規定による事務の委託

がされている場合には、当該委託を受けた者を協議会の

構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めると

きは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えること

ができる。 

（1） 一般事業主の団体又はその連合団体 

（2） 学識経験者 

（3） その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前２項の構成員（以下この項

において「関係機関等」という。）が相互の連絡を図る

ことにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用

な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとと

もに、地域の実情に応じた女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内

閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければ

ならない。 

（秘密保持義務） 

第２８条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に

従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関

して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第２９条 前２条に定めるもののほか、協議会の組織及び

運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第５章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第３０条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要が

あると認めるときは、第８条第１項に規定する一般事業

主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主で

ある同条第７項に規定する一般事業主に対して、報告を

求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 

（公表） 

第３１条 厚生労働大臣は、第２０条第１項若しくは第２

項の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした

第８条第１項に規定する一般事業主又は第２０条第３

項に規定する情報に関し虚偽の公表をした認定一般事
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業主若しくは特例認定一般事業主である第８条第７項

に規定する一般事業主に対し、前条の規定による勧告を

した場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わな

かったときは、その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第３２条 第８条、第９条、第１１条、第１２条、第１５

条、第１６条、第３０条及び前条に規定する厚生労働大

臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その

一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第３３条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施

のため必要な事項は、政令で定める。 

第６章 罰則 

第３４条 第１６条第５項において準用する職業安定法第

４１条第２項の規定による業務の停止の命令に違反し

て、労働者の募集に従事したときは、当該違反行為をし

た者は、１年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金に

処する。 

第３５条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下

の拘禁刑又は５０万円以下の罰金に処する。 

（1） 第２２条第４項の規定に違反して秘密を漏らした

者 

（2） 第２８条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第３６条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該

違反行為をした者は、６月以下の拘禁刑又は３０万円以

下の罰金に処する。 

（1） 第１６条第４項の規定による届出をしないで、労

働者の募集に従事したとき。 

（2） 第１６条第５項において準用する職業安定法第３

７条第２項の規定による指示に従わなかったとき。 

（3） 第１６条第５項において準用する職業安定法第３

９条又は第４０条の規定に違反したとき。 

第３７条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該

違反行為をした者は、３０万円以下の罰金に処する。 

（1） 第１０条第２項（第１４条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定に違反したとき。 

（2） 第１６条第５項において準用する職業安定法第５

０条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

をしたとき。 

（3） 第１６条第５項において準用する職業安定法第５

０条第２項の規定による立入り若しくは検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に

対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 

（4） 第１６条第５項において準用する職業安定法第５

１条第１項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。 

第３８条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使

用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、

第３４条、第３６条又は前条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本

条の罰金刑を科する。 

第３９条 第３０条の規定による報告をせず、又は虚偽の

報告をした者は、２０万円以下の過料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第

３章（第７条を除く。）、第５章（第２８条を除く。）

及び第６章（第３０条を除く。）の規定並びに附則第５

条の規定は、平成２８年４月１日から施行する。 

（この法律の失効） 

第２条 この法律は、令和１８年３月３１日限り、その効

力を失う。 

２ 第２２条第３項の規定による委託に係る事務に従事し

ていた者の当該事務に関して知り得た秘密については、

同条第４項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、前項

の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその

効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知

り得た秘密については、第２８条の規定（同条に係る罰

則を含む。）は、第１項の規定にかかわらず、同項に規

定する日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用につ

いては、この法律は、第１項の規定にかかわらず、同項

に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第３条 前条第２項から第４項までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第４条 政府は、この法律の施行後３年を経過した場合に

おいて、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると

認めるときは、この法律の規定について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則（平成２９年３月３１日法律第１４号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成２９年４月１日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

（1） 第１条中雇用保険法第６４条の次に１条を加え

る改正規定及び附則第３５条の規定 公布の日 

（2） 及び（3） 略 

（4） 第２条中雇用保険法第１０条の４第２項、第５

８条第１項、第６０条の２第４項、第７６条第２項

及び第７９条の２並びに附則第１１条の２第１項の

改正規定並びに同条第３項の改正規定（「１００分

の５０を」を「１００分の８０を」に改める部分に

限る。）、第４条の規定並びに第７条中育児・介護

休業法第５３条第５項及び第６項並びに第６４条の

改正規定並びに附則第５条から第８条まで及び第１

０条の規定、附則第１３条中国家公務員退職手当法

（昭和２８年法律第１８２号）第１０条第１０項第

５号の改正規定、附則第１４条第２項及び第１７条

の規定、附則第１８条（次号に掲げる規定を除

く。）の規定、附則第１９条中高年齢者等の雇用の

安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）第

３８条第３項の改正規定（「第４条第８項」を「第
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４条第９項」に改める部分に限る。）、附則第２０

条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和

５１年法律第３３号）第３０条第１項の表第４条第

８項の項、第３２条の１１から第３２条の１５ま

で、第３２条の１６第１項及び第５１条の項及び第

４８条の３及び第４８条の４第１項の項の改正規

定、附則第２１条、第２２条、第２６条から第２８

条まで及び第３２条の規定並びに附則第３３条（次

号に掲げる規定を除く。）の規定 平成３０年１月

１日 

（罰則に関する経過措置） 

第３４条 この法律（附則第１条第４号に掲げる規定に

あっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第３５条 この附則に規定するもののほか、この法律の施

行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （令和元年６月５日法律第２４号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えな

い範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。 

（1） 第３条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の

雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第４

条の改正規定並びに次条及び附則第６条の規定 公

布の日 

（2） 第２条の規定 公布の日から起算して３年を超え

ない範囲内において政令で定める日 

（罰則に関する経過措置） 

第５条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用

については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第６条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に

関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第７条 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合に

おいて、この法律による改正後の規定の施行の状況につ

いて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和４年３月３１日法律第１２号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、令和４年４月１日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

（1） 第２条中職業安定法第３２条及び第３２条の１１

第１項の改正規定並びに附則第２８条の規定 公布

の日 

（2） 略 

（3） 第１条中雇用保険法第１０条の４第２項及び第５

８条第１項の改正規定、第２条の規定（第１号に掲げ

る改正規定並びに職業安定法の目次の改正規定（「第

４８条」を「第４７条の３」に改める部分に限る。）、

同法第５条の２第１項の改正規定及び同法第４章中

第４８条の前に１条を加える改正規定を除く。）並び

に第３条の規定（職業能力開発促進法第１０条の３第

１号の改正規定、同条に１項を加える改正規定、同法

第１５条の２第１項の改正規定及び同法第１８条に

１項を加える改正規定を除く。）並びに次条並びに附

則第５条、第６条及び第１０条の規定、附則第１１条

中国家公務員退職手当法第１０条第１０項の改正規

定、附則第１４条中青少年の雇用の促進等に関する法

律（昭和４５年法律第９８号）第４条第２項及び第１

８条の改正規定並びに同法第３３条の改正規定（「、

第１１条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸

局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」

と、「職業安定法第５条の５第１項」とあるのは「船

員職業安定法第１５条第１項」と」を削る部分を除く。）

並びに附則第１５条から第２２条まで、第２４条、第

２５条及び第２７条の規定 令和４年１０月１日 

（政令への委任） 

第２８条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行

に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （令和４年６月１７日法律第６８号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

（1） 第５０９条の規定 公布の日 

附 則 （令和７年６月１１日法律第６３号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年６月を超

えない範囲内において政令で定める日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

（1） 第１条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の

雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第４

条に１項を加える改正規定及び同法第３８条第１項

の改正規定（「及び第２項」を「、第２項及び第４項」

に改める部分に限る。）、第３条中雇用の分野におけ

る男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

附則第２項（見出しを含む。）の改正規定（「令和８

年３月３１日」を「令和１８年３月３１日」に改める

部分に限る。）並びに第４条中女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律第２条第１項の改正規定、

同法第５条第２項第３号の改正規定及び同法附則第

２条第１項の改正規定並びに次条並びに附則第３条、

第７条、第８条の２及び第１６条の規定 公布の日 

（2） 第１条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）

及び第４条の規定（同号に掲げる改正規定及び女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律第１２条

の改正規定を除く。）並びに附則第６条の規定及び附

則第１３条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及

び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律
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第８８号）第４７条の４の改正規定（「昭和４１年法

律第１３２号）」の下に「第２７条の３第１項、」を

加える部分に限る。） 令和８年４月１日 

（女性の職業選択に資する情報の公表に関する経過措置） 

第６条 第４条の規定（附則第１条第２号に掲げる改正規

定に限る。）による改正後の女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律第２０条第１項及び第２項の規

定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業

年度の翌事業年度において行われる同条第１項及び第

２項の規定による情報の公表から適用する。 

（政令への委任） 

第７条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に

関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第８条の２ 政府は、特定受託事業者（特定受託事業者に

係る取引の適正化等に関する法律（令和５年法律第２５

号）第２条第１項に規定する特定受託事業者をいう。以

下この条において同じ。）が受けた業務委託（同法第２

条第３項に規定する業務委託をいう。）に係る業務にお

いて行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他

の当該業務に関係を有する者の言動であって、当該特定

受託事業者に係る特定受託業務従事者（同条第２項に規

定する特定受託業務従事者をいう。以下この条において

同じ。）が従事する業務の性質その他の事情に照らして

社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該特

定受託業務従事者の就業環境が害されることのないよ

うにするための施策について検討を加え、必要があると

認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる

ものとする。 
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【６】配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法） 

 

平成 13 年４月 13 日法律第 31 号 

最終改正 令和７年 12 月 10 日法律第 84 号 

 

前文 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取

組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含

む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が

必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの

暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困

難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人

の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現

を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保

護するための施策を講ずることが必要である。このことは、

女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際社会にお

ける取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立

支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

第１章 総則 

（定義） 

第１条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配

偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃

であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下

同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言

動（以下この項及び第２８条の２において「身体に対す

る暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に

対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はそ

の婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者で

あった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む

ものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力

を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしてい

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離

婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と

同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様の事情

に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第２条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止

するとともに、被害者の保護（被害者の自立を支援する

ことを含む。以下同じ。）を図る責務を有する。 

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第２条の２ 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及

び厚生労働大臣（以下この条及び次条第５項において「主

務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策に関する基本的な方針（以下こ

の条並びに次条第１項及び第３項において「基本方針」

という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第

１項の都道府県基本計画及び同条第３項の市町村基本計

画の指針となるべきものを定めるものとする。 

（1） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る基本的な事項 

（2） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策の内容に関する事項 

（3） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策を実施するために必要な国、地方公共団体及び

民間の団体の連携及び協力に関する事項 

（4） 前３号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のための施策に関する重要事

項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しよう

とするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議し

なければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府

県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条に

おいて「都道府県基本計画」という。）を定めなければ

ならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。 

（1） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る基本的な方針 

（2） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策の実施内容に関する事項 

（3） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のた

めの施策を実施するために必要な当該都道府県、関

係地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関

する事項 

（4） 前３号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する

重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即

し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村に

おける配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため

の施策の実施に関する基本的な計画（以下この条におい
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て「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなけ

ればならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村

基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基

本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助言そ

の他の援助を行うよう努めなければならない。 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第３条 都道府県は、当該都道府県が設置する女性相談支

援センターその他の適切な施設において、当該各施設が

配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすよう

にするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、

当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能

を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行うも

のとする。 

（1） 被害者に関する各般の問題について、相談に応ず

ること又は女性相談支援員若しくは相談を行う機関

を紹介すること。 

（2） 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又

は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

（3） 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっ

ては、被害者及びその同伴する家族。次号、第６号、

第５条、第８条の３及び第９条において同じ。）の緊

急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。 

（4） 被害者が自立して生活することを促進するため、

就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用

等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調

整その他の援助を行うこと。 

（5） 第４章に定める保護命令の制度の利用について、

情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を

行うこと。 

（6） 被害者を居住させ保護する施設の利用について、

情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援

助を行うこと。 

４ 前項第３号の一時保護は、女性相談支援センターが、

自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に

委託して行うものとする。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若

しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由が

なく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏

らしてはならない。 

６ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当

たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携

に努めるものとする。 

（女性相談支援員による相談等） 

第４条 女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必要な

援助を行うことができる。 

（女性自立支援施設における保護） 

第５条 都道府県は、女性自立支援施設において被害者の

保護を行うことができる。 

（協議会） 

第５条の２ 都道府県は、単独で又は共同して、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、関係機関、

関係団体、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関連する職務に従事する者その他の関係者（第５項にお

いて「関係機関等」という。）により構成される協議会

（以下「協議会」という。）を組織するよう努めなけれ

ばならない。 

２ 市町村は、単独で又は共同して、協議会を組織するこ

とができる。 

３ 協議会は、被害者に関する情報その他被害者の保護を

図るために必要な情報の交換を行うとともに、被害者に

対する支援の内容に関する協議を行うものとする。 

４ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内

閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければ

ならない。 

５ 協議会は、第３項に規定する情報の交換及び協議を行

うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、

資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求

めることができる。 

（秘密保持義務） 

第５条の３ 協議会の事務に従事する者又は従事していた

者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第５条の４ 前２条に定めるもののほか、協議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第３章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第６条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者

からの身体に対する暴力に限る。以下この章において同

じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者

暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めな

ければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、

配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと

認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相

談支援センター又は警察官に通報することができる。こ

の場合において、その者の意思を尊重するよう努めるも

のとする。 

３ 刑法（明治４０年法律第４５号）の秘密漏示罪の規定

その他の守秘義務に関する法律の規定は、前２項の規定

により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、

配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと

認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者

暴力相談支援センター等の利用について、その有する情

報を提供するよう努めなければならない。 
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（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説

明等） 

第７条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する

通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に

対し、第３条第３項の規定により配偶者暴力相談支援セ

ンターが行う業務の内容について説明及び助言を行うと

ともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第８条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行わ

れていると認めるときは、警察法（昭和２９年法律第１

６２号）、警察官職務執行法（昭和２３年法律第１３６

号）その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、

被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発

生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

（警察本部長等の援助） 

第８条の２ 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察

本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方

面本部長。第１５条第３項において同じ。）又は警察署

長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者か

らの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けた

い旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当

該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委

員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止す

るための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害

の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第８条の３ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に定

める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務所」

という。）は、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）、

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）、母子及び父

子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）その

他の法令の定めるところにより、被害者の自立を支援す

るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第９条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福

祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村の関

係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当

たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に連携

を図りながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第９条の２ 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員

の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受けたと

きは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものと

する。 

第４章 保護命令 

（接近禁止命令等） 

第１０条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生

命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨

を告知してする脅迫（以下この章において「身体に対す

る暴力等」という。）を受けた者に限る。以下この条並

びに第１２条第１項第３号及び第４号において同じ。）

が、配偶者（配偶者からの身体に対する暴力等を受けた

後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された

場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条及

び第１２条第１項第２号から第４号までにおいて同じ。）

からの更なる身体に対する暴力等により、その生命又は

心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判

所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令

の効力が生じた日から起算して１年間、被害者の住居（当

該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下

この項において同じ。）その他の場所において被害者の

身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他そ

の通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこ

とを命ずるものとする。 

２ 前項の場合において、同項の規定による命令（以下「接

近禁止命令」という。）を発する裁判所又は発した裁判

所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令

の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日

から起算して１年を経過する日までの間、被害者に対し

て次に掲げる行為をしてはならないことを命ずるものと

する。 

（1） 面会を要求すること。 

（2） その行動を監視していると思わせるような事項を

告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

（3） 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

（4） 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない

場合を除き、連続して、電話をかけ、文書を送付し、

通信文その他の情報（電気通信（電気通信事業法（昭

和５９年法律第８６号）第２条第１号に規定する電気

通信をいう。以下この号及び第６項第１号において同

じ。）の送信元、送信先、通信日時その他の電気通信

を行うために必要な情報を含む。以下この条において

「通信文等」という。）をファクシミリ装置を用いて

送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。 

（5） 緊急やむを得ない場合を除き、午後１０時から午

前６時までの間に、電話をかけ、通信文等をファクシ

ミリ装置を用いて送信し、又は電子メールの送信等を

すること。 

（6） 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の

情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状

態に置くこと。 

（7） その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る

状態に置くこと。 

（8） その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはそ

の知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、

図画、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。以下この号において同じ。）

に係る記録媒体その他の物を送付し、若しくはその知

り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁

的記録その他の記録を送信し、若しくはその知り得る

状態に置くこと。 
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（9） その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・

送信装置（当該装置の位置に係る位置情報（地理空間

情報活用推進基本法（平成１９年法律第６３号）第２

条第１項第１号に規定する位置情報をいう。以下この

号及び次号において同じ。）を記録し、又は送信する

機能を有する装置で政令で定めるものをいう。以下こ

の項において同じ。）（第１１号に規定する行為がさ

れた位置情報記録・送信装置を含む。）により記録さ

れ、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位

置に係る位置情報を政令で定める方法により取得す

ること。 

（10） その承諾を得ないで、その所持する位置特定用識

別情報送信装置（当該装置を識別する情報を送信する

機能を有し、当該装置の周辺において当該情報を受信

した識別情報送受信装置（位置情報記録・送信装置そ

の他の装置であって、当該情報を受信し、及び送信す

る機能を有するものをいう。）の位置に係る位置情報

を利用して、その所在する地点又は区域の位置を特定

するために用いられる装置をいう。以下この号及び次

号において同じ。）（同号に規定する行為がされた位

置特定用識別情報送信装置を含む。）の位置に係る位

置情報を取得すること。 

（11） その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報

記録・送信装置又は位置特定用識別情報送信装置（以

下この号において「位置情報記録・送信装置等」とい

う。）を取り付けること、位置情報記録・送信装置等

を取り付けた物を交付することその他その移動に伴

い位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態にする

行為として政令で定める行為をすること。 

３ 第１項の場合において、被害者がその成年に達しない

子（以下この項及び次項並びに第１２条第１項第３号に

おいて単に「子」という。）と同居しているときであっ

て、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を

行っていることその他の事情があることから被害者がそ

の同居している子に関して配偶者と面会することを余儀

なくされることを防止するため必要があると認めるとき

は、接近禁止命令を発する裁判所又は発した裁判所は、

被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力

が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起

算して１年を経過する日までの間、当該子の住居（当該

配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下こ

の項において同じ。）、就学する学校その他の場所にお

いて当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就

学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいか

いしてはならないこと及び当該子に対して前項第２号か

ら第１１号までに掲げる行為（同項第５号に掲げる行為

にあっては、電話をかけること及び通信文等をファクシ

ミリ装置を用いて送信することに限る。）をしてはなら

ないことを命ずるものとする。ただし、当該子が１５歳

以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第１項の場合において、配偶者が被害者の親族その他

被害者と社会生活において密接な関係を有する者（被害

者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。

以下この項及び次項並びに第１２条第１項第４号におい

て「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野

又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があるこ

とから被害者がその親族等に関して配偶者と面会するこ

とを余儀なくされることを防止するため必要があると認

めるときは、接近禁止命令を発する裁判所又は発した裁

判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命

令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた

日から起算して１年を経過する日までの間、当該親族等

の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を

除く。以下この項において同じ。）その他の場所におい

て当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住

居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいか

いしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の１５歳未満の

子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親

族等が１５歳未満の者又は成年被後見人である場合に

あっては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、

することができる。 

６ 第２項第４号及び第５号の「電子メールの送信等」と

は、次の各号のいずれかに掲げる行為（電話をかけるこ

と及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信するこ

とを除く。）をいう。 

（1） 電子メール（特定電子メールの送信の適正化等に

関する法律（平成１４年法律第２６号）第２条第１号

に規定する電子メールをいう。）その他のその受信を

する者を特定して情報を伝達するために用いられる

電気通信の送信を行うこと。 

（2） 前号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であって、内閣府令で定めるものを用いて通信文等の

送信を行うこと。 

（退去等命令） 

第１０条の２ 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害

を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章にお

いて同じ。）を受けた者に限る。以下この条及び第１８

条第１項において同じ。）が、配偶者（配偶者からの身

体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、

被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合に

あっては、当該配偶者であった者。以下この条、第１２

条第２項第２号及び第１８条第１項において同じ。）か

ら更に身体に対する暴力を受けることにより、その生命

又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、

裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、

命令の効力が生じた日から起算して２月間（被害者及び

当該配偶者が生活の本拠として使用する建物又は区分建

物（不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）第２条

第２２号に規定する区分建物をいう。）の所有者又は賃

借人が被害者のみである場合において、被害者の申立て

があったときは、６月間）、被害者と共に生活の本拠と
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している住居から退去すること及び当該住居の付近をは

いかいしてはならないことを命ずるものとする。ただし、

申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠

を共にする場合に限る。 

（管轄裁判所） 

第１１条 接近禁止命令及び前条の規定による命令（以下

「退去等命令」という。）の申立てに係る事件は、相手

方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が知れな

いときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に

属する。 

２ 接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄

する地方裁判所にもすることができる。 

（1） 申立人の住所又は居所の所在地 

（2） 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力

等が行われた地 

３ 退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄す

る地方裁判所にもすることができる。 

（1） 申立人の住所又は居所の所在地 

（2） 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（接近禁止命令等の申立て等） 

第１２条 接近禁止命令及び第１０条第２項から第４項ま

での規定による命令の申立ては、次に掲げる事項を記載

した書面でしなければならない。 

（1） 配偶者からの身体に対する暴力等を受けた状況

（当該身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離

婚をし、又はその婚姻が取り消された場合であって、

当該配偶者であった者からの身体に対する暴力等を

受けたときにあっては、当該配偶者であった者からの

身体に対する暴力等を受けた状況を含む。） 

（2） 前号に掲げるもののほか、配偶者からの更なる身

体に対する暴力等により、生命又は心身に重大な危害

を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての

時における事情 

（3） 第１０条第３項の規定による命令（以下この号並

びに第１７条第３項及び第４項において「３項命令」

という。）の申立てをする場合にあっては、被害者が

当該同居している子に関して配偶者と面会すること

を余儀なくされることを防止するため当該３項命令

を発する必要があると認めるに足りる申立ての時に

おける事情 

（4） 第１０条第４項の規定による命令の申立てをする

場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者

と面会することを余儀なくされることを防止するた

め当該命令を発する必要があると認めるに足りる申

立ての時における事情 

（5） 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員

に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援

助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実が

あるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警

察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及

び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置

の内容 

２ 退去等命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書

面でしなければならない。 

（1） 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対す

る脅迫を受けた状況（当該身体に対する暴力又は生命

等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又

はその婚姻が取り消された場合であって、当該配偶者

であった者からの身体に対する暴力又は生命等に対

する脅迫を受けたときにあっては、当該配偶者であっ

た者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅

迫を受けた状況を含む。） 

（2） 前号に掲げるもののほか、配偶者から更に身体に

対する暴力を受けることにより、生命又は身体に重大

な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申

立ての時における事情 

（3） 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員

に対し、前２号に掲げる事項について相談し、又は援

助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実が

あるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警

察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及

び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置

の内容 

３ 前２項の書面（以下「申立書」という。）に第１項第５

号イからニまで又は前項第３号イからニまでに掲げる事

項の記載がない場合には、申立書には、第１項第１号か

ら第４号まで又は前項第１号及び第２号に掲げる事項に

ついての申立人の供述を記載し、又は記録した書面又は

電磁的記録で公証人法（明治４１年法律第５３号）第５

３条第１項又は第５９条第３項の認証を受けたものを添

付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第１３条 裁判所は、接近禁止命令、第１０条第２項から

第４項までの規定による命令及び退去等命令（以下「保

護命令」という。）の申立てに係る事件については、速

やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第１４条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うこ

とができる審尋の期日を経なければ、これを発すること

ができない。ただし、その期日を経ることにより保護命

令の申立ての目的を達することができない事情があると

きは、この限りでない。 

２ 申立書に第１２条第１項第５号イからニまで又は同条

第２項第３号イからニまでに掲げる事項の記載がある場

合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センター又
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は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し、又は援助

若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られ

た措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとする。

この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又

は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとす

る。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶

者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立

人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求めら

れた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求めた

事項に関して更に説明を求めることができる。 

（期日の呼出し） 

第１４条の２ 保護命令に関する手続における期日の呼出

しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対

する期日の告知その他相当と認める方法によってする。 

２ 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対す

る期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたとき

は、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期

日の不遵守による不利益を帰することができない。ただ

し、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を

提出したときは、この限りでない。 

（公示送達の方法） 

第１４条の３ 保護命令に関する手続における公示送達は、

裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達

を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示

してする。 

（電子情報処理組織による申立て等） 

第１４条の４ 保護命令に関する手続における申立てその

他の申述（以下この条において「申立て等」という。）

のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の

規定により書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認

識することができる情報が記載された紙その他の有体物

をいう。次項及び第４項において同じ。）をもってする

ものとされているものであって、最高裁判所の定める裁

判所に対してするもの（当該裁判所の裁判長、受命裁判

官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含

む。）については、当該法令の規定にかかわらず、最高

裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織（裁

判所の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下

この項及び第３項において同じ。）と申立て等をする者

の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電

子情報処理組織をいう。）を用いてすることができる。 

２ 前項の規定によりされた申立て等については、当該申

立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て

等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされた

ものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適

用する。 

３ 第１項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所

の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録

がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。 

４ 第１項の場合において、当該申立て等に関する他の法

令の規定により署名等（署名、記名、押印その他氏名又

は名称を書面等に記載することをいう。以下この項にお

いて同じ。）をすることとされているものについては、

当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、

当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところに

より、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければ

ならない。 

５ 第１項の規定によりされた申立て等が第３項に規定す

るファイルに記録されたときは、第１項の裁判所は、当

該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなけ

ればならない。 

６ 第１項の規定によりされた申立て等に係るこの法律そ

の他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写

又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面

をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送

達又は送付も、同様とする。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第１５条 保護命令の申立てについての決定には、理由を

付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決

定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方

が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡し

によって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかに

その旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する

警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力

相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若しく

は保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に

係る第１２条第１項第５号イからニまで又は同条第２項

第３号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、

裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びそ

の内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相

談支援センター（当該申立書に名称が記載された配偶者

暴力相談支援センターが２以上ある場合にあっては、申

立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を

求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の

長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第１６条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、

即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさな

い。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの

原因となることが明らかな事情があることにつき疎明が

あったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時

抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命令

の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁

判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずること

ができる。 

４ 前項の規定により接近禁止命令の効力の停止を命ずる
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場合において、第１０条第２項から第４項までの規定に

よる命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令

の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前２項の規定による裁判に対しては、不服を申し立て

ることができない。 

６ 抗告裁判所が接近禁止命令を取り消す場合において、

第１０条第２項から第４項までの規定による命令が発せ

られているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消

さなければならない。 

７ 前条第４項の規定による通知がされている保護命令に

ついて、第３項若しくは第４項の規定によりその効力の

停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したと

きは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内容

を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通

知するものとする。 

８ 前条第３項の規定は、第３項及び第４項の場合並びに

抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準用す

る。 

（保護命令の取消し） 

第１７条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申

立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護命令

を取り消さなければならない。接近禁止命令又は第１０

条第２項から第４項までの規定による命令にあっては接

近禁止命令が効力を生じた日から起算して３月を経過し

た日以後において、退去等命令にあっては当該退去等命

令が効力を生じた日から起算して２週間を経過した日以

後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該

裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないこ

とを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第６項の規定は、接近禁止命令を発した裁判所が

前項の規定により当該接近禁止命令を取り消す場合につ

いて準用する。 

３ ３項命令を受けた者は、接近禁止命令が効力を生じた

日から起算して６月を経過した日又は当該３項命令が効

力を生じた日から起算して３月を経過した日のいずれか

遅い日以後において、当該３項命令を発した裁判所に対

し、第１０条第３項に規定する要件を欠くに至ったこと

を理由として、当該３項命令の取消しの申立てをするこ

とができる。 

４ 裁判所は、前項の取消しの裁判をするときは、当該取

消しに係る３項命令の申立てをした者の意見を聴かなけ

ればならない。 

５ 第３項の取消しの申立てについての裁判に対しては、

即時抗告をすることができる。 

６ 第３項の取消しの裁判は、確定しなければその効力を

生じない。 

７ 第１５条第３項及び前条第７項の規定は、第１項から

第３項までの場合について準用する。 

（退去等命令の再度の申立て） 

第１８条 退去等命令が発せられた後に当該発せられた退

去等命令の申立ての理由となった身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする退去等命

令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と

共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被

害者がその責めに帰することのできない事由により当該

発せられた命令の期間までに当該住居からの転居を完了

することができないことその他の退去等命令を再度発す

る必要があると認めるべき事情があるときに限り、退去

等命令を発するものとする。ただし、当該退去等命令を

発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を

生ずると認めるときは、当該退去等命令を発しないこと

ができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第１２条の規定の適

用については、同条第２項各号列記以外の部分中「事項」

とあるのは「事項及び第１８条第１項本文の事情」と、

同項第３号中「事項に」とあるのは「事項及び第１８条

第１項本文の事情に」と、同条第３項中「事項に」とあ

るのは「事項並びに第１８条第１項本文の事情に」とす

る。 

（事件の記録の閲覧等） 

第１９条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁

判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、そ

の正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項

の証明書の交付を請求することができる。ただし、相手

方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しく

は相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手

方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限り

でない。 

第２０条 削除 

（民事訴訟法の準用） 

第２１条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護

命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、

民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）第１編から第４

編までの規定（同法第７１条第２項、第９１条の２、第

９２条第９項及び第１０項、第９２条の２第２項、第９

４条、第１００条第２項、第１編第５章第４節第３款、

第１１１条、第１編第７章、第１３３条の２第５項及び

第６項、第１３３条の３第２項、第１５１条第３項、第

１６０条第２項、第１８５条第３項、第２０５条第２項、

第２１５条第２項、第２２７条第２項並びに第２３２条

の２の規定を除く。）を準用する。この場合において、

次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。 

 

第１１２条第

１項本文 

前条の規定に

よる措置を開

始した 

裁判所書記官が送

達すべき書類を保

管し、いつでも送

達を受けるべき者

に交付すべき旨の

裁判所の掲示場へ

の掲示を始めた 
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第１１２条第

１項ただし書 

前条の規定に

よる措置を開

始した 

当該掲示を始めた 

第１１３条 

書類又は電磁

的記録 
書類 

記載又は記録 記載 

第１１１条の

規定による措

置を開始した 

裁判所書記官が送

達すべき書類を保

管し、いつでも送

達を受けるべき者

に交付すべき旨の

裁判所の掲示場へ

の掲示を始めた 

第１３３条の

３第１項 

記載され、又

は記録された

書面又は電磁

的記録 

記載された書面 

当該書面又は

電磁的記録 
当該書面 

又は電磁的記

録その他これ

に類する書面

又は電磁的記

録 

その他これに類す

る書面 

第１５１条第

２項及び第２

３１条の２第

２項 

方法又は最高

裁判所規則で

定める電子情

報処理組織を

使用する方法 

方法 

第１６０条第

１項 

最高裁判所規

則で定めると

ころにより、

電子調書（期

日又は期日外

における手続

の方式、内容

及び経過等の

記録及び公証

をするために

この法律その

他の法令の規

定により裁判

所書記官が作

成する電磁的

記録をいう。

以下同じ。） 

調書 

第１６０条第

３項 

前項の規定に

よりファイル

に記録された

電子調書の内

容に 

調書の記載につい

て 

第１６０条第

４項 

第２項の規定

によりファイ

ルに記録され

た電子調書 

調書 

当該電子調書 当該調書 

第１６０条の

２第１項 

前条第２項の

規定により

ファイルに記

録された電子

調書の内容 

調書の記載 

第１６０条の

２第２項 

その旨をファ

イルに記録し

て 

調書を作成して 

第２０５条第

３項 

事項又は前項

の規定により

ファイルに記

録された事項

若しくは同項

の記録媒体に

記録された事

項 

事項 

第２１５条第

４項 

事項又は第２

項の規定によ

りファイルに

記録された事

項若しくは同

項の記録媒体

に記録された

事項 

事項 

第２３１条の

３第２項 

若しくは送付

し、又は最高

裁判所規則で

定める電子情

報処理組織を

使用する 

又は送付する 

第２６１条第

４項 

電子調書 調書 

記録しなけれ

ば 
記載しなければ 

 

（最高裁判所規則） 

第２２条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関す

る手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 
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第５章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第２３条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、

裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務関係

者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の

心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者

の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとと

もに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をし

なければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の

人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深める

ために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第２４条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防

止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努

めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第２５条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のため

の指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための

方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係

る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第２６条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体

に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第２７条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しな

ければならない。 

（1） 第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる業務を

行う女性相談支援センターの運営に要する費用（次号

に掲げる費用を除く。） 

（2） 第３条第３項第３号の規定に基づき女性相談支援

センターが行う一時保護（同条第４項に規定する厚生

労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場

合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

（3） 第４条の規定に基づき都道府県が置く女性相談支

援員が行う業務に要する費用 

（4） 第５条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町

村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行

う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する

費用 

２ 市町村は、第４条の規定に基づき市町村が置く女性相

談支援員が行う業務に要する費用を支弁しなければなら

ない。 

（国の負担及び補助） 

第２８条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が

前条第１項の規定により支弁した費用のうち、同項第１

号及び第２号に掲げるものについては、その１０分の５

を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用

の１０分の５以内を補助することができる。 

（1） 都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用

のうち、同項第３号及び第４号に掲げるもの 

（2） 市町村が前条第２項の規定により支弁した費用 

第５章の２ 補則 

（この法律の準用） 

第２８条の２ 第２条及び第１章の２から前章までの規定

は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係における共同

生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）を

する関係にある相手からの暴力（当該関係にある相手か

らの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手か

らの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関

係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から

引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該

暴力を受けた者について準用する。この場合において、

これらの規定（同条を除く。）中「配偶者からの暴力」

とあるのは、「特定関係者からの暴力」と読み替えるほ

か、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも

のとする。 

 

第２条 

配偶者 

第２８条の２

に規定する関

係にある相手

（以下「特定

関係者」とい

う。） 

、被害者 

、被害者（特

定関係者から

の暴力を受け

た者をいう。

以下同じ。） 

第６条第１項 

配偶者又は配

偶者であった

者 

特定関係者又

は特定関係者

であった者 

第１０条第１項

から第４項ま

で、第１０条の

２、第１１条第

２項第２号及び

第３項第２号、

第１２条第１項

第１号から第４

号まで並びに第

２項第１号及び

第２号並びに第

１８条第１項 

配偶者 特定関係者 

第１０条第１

項、第１０条の

２並びに第１２

条第１項第１号

離婚をし、又

はその婚姻が

取り消された

場合 

第２８条の２

に規定する関

係を解消した

場合 
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及び第２項第１

号 

 

第６章 罰則 

第２９条 保護命令（前条において読み替えて準用する第

１０条第１項から第４項まで及び第１０条の２の規定に

よるものを含む。第３１条において同じ。）に違反した

者は、２年以下の拘禁刑又は２００万円以下の罰金に処

する。 

第３０条 第３条第５項又は第５条の３の規定に違反して

秘密を漏らした者は、１年以下の拘禁刑又は５０万円以

下の罰金に処する。 

第３１条 第１２条第１項若しくは第２項（第１８条第２

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は

第２８条の２において読み替えて準用する第１２条第１

項若しくは第２項（第２８条の２において準用する第１

８条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）の規定により記載すべき事項について虚偽の記載

のある申立書により保護命令の申立てをした者は、１０

万円以下の過料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過し

た日から施行する。ただし、第２章、第６条（配偶者暴

力相談支援センターに係る部分に限る。）、第７条、第

９条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、

第２７条及び第２８条の規定は、平成１４年４月１日か

ら施行する。 

（経過措置） 

第２条 平成１４年３月３１日までに婦人相談所に対し被

害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談し、

又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者

からの保護命令の申立てに係る事件に関する第１２条第

１項第４号並びに第１４条第２項及び第３項の規定の適

用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援セ

ンター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第３条 この法律の規定については、この法律の施行後３

年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討

が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられ

るものとする。 

附 則 （平成１６年６月２日法律第６４号） 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過し

た日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

（次項において「旧法」という。）第１０条の規定によ

る命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事

件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第１０条第２号の規定による命令が発せられた後

に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法な

攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の

事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」

という。）第１０条第１項第２号の規定による命令の申

立て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）が

あった場合における新法第１８条第１項の規定の適用に

ついては、同項中「２月」とあるのは、「２週間」とす

る。 

（検討） 

第３条 新法の規定については、この法律の施行後３年を

目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加えら

れ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものと

する。 

附 則 （平成１９年７月１１日法律第１１３号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経過し

た日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

第１０条の規定による命令の申立てに係る同条の規定に

よる命令に関する事件については、なお従前の例による。 

附 則 （平成２５年７月３日法律第７２号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日

から施行する。 

附 則 （平成２６年４月２３日法律第２８号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成２７年４月１日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

（1） 略 

（2） 第２条並びに附則第３条、第７条から第１０条ま

で、第１２条及び第１５条から第１８条までの規定 

平成２６年１０月１日 

附 則 （令和元年６月２６日法律第４６号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、令和２年４月１日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

（1） 附則第４条、第７条第１項及び第８条の規定 公

布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第４条 前２条に規定するもののほか、この法律の施行に

伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討等） 

第８条 政府は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行後

３年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律第６条第１項及び第２項の通報の対象

となる同条第１項に規定する配偶者からの暴力の形態並

びに同法第１０条第１項から第４項までの規定による命
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令の申立てをすることができる同条第１項に規定する被

害者の範囲の拡大について検討を加え、その結果に基づ

いて必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行後３年

を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等

に関する法律第１条第１項に規定する配偶者からの暴力

に係る加害者の地域社会における更生のための指導及び

支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和４年５月２５日法律第５２号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、令和６年４月１日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

（1） 次条並びに附則第３条、第５条及び第３８条の規

定 公布の日 

（政令への委任） 

第３８条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行

に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （令和４年６月１７日法律第６８号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

（1） 第５０９条の規定 公布の日 

附 則 （令和５年５月１９日法律第３０号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、令和６年４月１日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

（1） 附則第７条の規定 公布の日 

（2） 第２１条の改正規定 民事訴訟法等の一部を改正

する法律（令和４年法律第４８号。附則第３条におい

て「民事訴訟法等改正法」という。）附則第１条第４

号に掲げる規定の施行の日 

（保護命令事件に係る経過措置） 

第２条 この法律による改正後の配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関する法律（以下「新法」という。）

第１０条及び第１０条の２の規定は、この法律の施行の

日（以下この条において「施行日」という。）以後にさ

れる保護命令の申立てに係る事件について適用し、施行

日前にされた保護命令の申立てに係る事件については、

なお従前の例による。 

２ 新法第１１条第２項及び第３項並びに第１２条第１項

及び第２項の規定は、施行日以後にされる保護命令の申

立てについて適用し、施行日前にされた保護命令の申立

てについては、なお従前の例による。 

３ 新法第１８条第１項の規定は、施行日以後にされる同

項に規定する再度の申立てに係る事件について適用し、

施行日前にされた同項に規定する再度の申立てに係る事

件については、なお従前の例による。 

（民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間の経過

措置） 

第３条 新法第１４条の２から第１４条の４までの規定は、

民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間は、適用

しない。 

２ 附則第１条第２号に規定する規定の施行の日から民事

訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間における新法

第２１条の規定の適用については、同条中「第７１条第

２項、第９１条の２、第９２条第９項及び第１０項、第

９２条の２第２項、第９４条、第１００条第２項、第１

編第５章第４節第３款、第１１１条、第１編第７章、第

１３３条の２第５項及び第６項、第１３３条の３第２項、

第１５１条第３項、第１６０条第２項、第１８５条第３

項、第２０５条第２項、第２１５条第２項、第２２７条

第２項並びに第２３２条の２の規定を除く。）を準用す

る。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に

掲げる字句に読み替えるものとする」とあるのは、「第

８７条の２の規定を除く。）を準用する」とする。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第４条 刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６

７号）の施行の日（以下この条において「刑法施行日」

という。）の前日までの間における新法第３０条の規定

の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲

役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にし

た行為に対する同条の規定の適用についても、同様とす

る。 

（政令への委任） 

第７条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に

関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）

は、政令で定める。 

（検討） 

第８条 政府は、この法律の施行後３年を経過した場合に

おいて、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認め

るときは、新法の規定について検討を加え、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和５年６月１４日法律第５３号） 抄 

この法律は、公布の日から起算して５年を超えない範囲

内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（1） 第３２章の規定及び第３８８条の規定 公布の日 

（2） 第１条中民事執行法第２２条第５号の改正規定、

同法第２５条の改正規定、同法第２６条の改正規定、

同法第２９条の改正規定（「の謄本」の下に「又は電

磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電

磁的記録」を加える部分を除く。）、同法第９１条第

１項第３号の改正規定、同法第１４１条第１項第３号

の改正規定、同法第１８１条第１項の改正規定、同条

第４項の改正規定、同法第１８３条の改正規定、同法

第１８９条の改正規定及び同法第１９３条第１項の

改正規定、第１２条、第３３条、第３４条、第３６条

及び第３７条の規定、第４２条中組織的な犯罪の処罰

及び犯罪収益の規制等に関する法律第３９条第２項
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の改正規定、第４５条の規定（民法第９８条第２項及

び第１５１条第４項の改正規定を除く。）、第４７条

中鉄道抵当法第４１条の改正規定及び同法第４３条

第３項の改正規定、第４８条及び第４章の規定、第８

８条中民事訴訟費用等に関する法律第２条の改正規

定、第９１条の規定、第１８５条中配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護等に関する法律第１２条第

３項の改正規定、第１９８条の規定並びに第３８７条

の規定 公布の日から起算して２年６月を超えない

範囲内において政令で定める日 

附 則 （令和７年１２月１０日法律第８４号） 

この法律は、公布の日から起算して２０日を経過した日

から施行する。 
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【７】困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

 

令和４年５月 25 日法律第 52 号 

最終改正 令和４年６月 17 日法律第 68 号 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、女性が日常生活又は社会生活を営む

に当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面

することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の

福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支

援に関する必要な事項を定めることにより、困難な問題

を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人

権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮

らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「困難な問題を抱える女性」と

は、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その

他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営

む上で困難な問題を抱える女性（そのおそれのある女性

を含む。）をいう。 

（基本理念） 

第３条 困難な問題を抱える女性への支援のための施策は、

次に掲げる事項を基本理念として行われなければならな

い。 

（1） 女性の抱える問題が多様化するとともに複合化し、

そのために複雑化していることを踏まえ、困難な問題

を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されながら、

抱えている問題及びその背景、心身の状況等に応じた

最適な支援を受けられるようにすることにより、その

福祉が増進されるよう、その発見、相談、心身の健康

の回復のための援助、自立して生活するための援助等

の多様な支援を包括的に提供する体制を整備するこ

と。 

（2） 困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関及

び民間の団体の協働により、早期から切れ目なく実施

されるようにすること。 

（3） 人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資

することを旨とすること。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第４条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっと

り、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施

策を講ずる責務を有する。 

（関連施策の活用） 

第５条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性

への支援のための施策を講ずるに当たっては、必要に応

じて福祉、保健医療、労働、住まい及び教育に関する施

策その他の関連施策の活用が図られるよう努めなければ

ならない。 

（緊密な連携） 

第６条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性

への支援のための施策を講ずるに当たっては、関係地方

公共団体相互間の緊密な連携が図られるとともに、この

法律に基づく支援を行う機関と福祉事務所（社会福祉法

（昭和２６年法律第４５号）に規定する福祉に関する事

務所をいう。）、児童相談所、児童福祉施設（児童福祉

法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第１項に規定す

る児童福祉施設をいう。）、保健所、医療機関、職業紹

介機関（労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の

安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和４１年法

律第１３２号）第２条に規定する職業紹介機関をいう。）、

職業訓練機関、教育機関、都道府県警察、日本司法支援

センター（総合法律支援法（平成１６年法律第７４号）

第１３条に規定する日本司法支援センターをいう。）、

配偶者暴力相談支援センター（配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律第３

１号）第３条第１項に規定する配偶者暴力相談支援セン

ターをいう。）その他の関係機関との緊密な連携が図ら

れるよう配慮しなければならない。 

第２章 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第７条 厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への支

援のための施策に関する基本的な方針（以下「基本方針」

という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第

１項の都道府県基本計画及び同条第３項の市町村基本計

画の指針となるべきものを定めるものとする。 

（1） 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的

な事項 

（2） 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の

内容に関する事項 

（3） その他困難な問題を抱える女性への支援のための

施策の実施に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

ようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協

議しなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第８条 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県に

おける困難な問題を抱える女性への支援のための施策の

実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道

府県基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。 
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（1） 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的

な方針 

（2） 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の

実施内容に関する事項 

（3） その他困難な問題を抱える女性への支援のための

施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即

し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村に

おける困難な問題を抱える女性への支援のための施策の

実施に関する基本的な計画（以下この条において「市町

村基本計画」という。）を定めるよう努めなければなら

ない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村

基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

５ 厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府

県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助

言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

第３章 女性相談支援センターによる支援等 

（女性相談支援センター） 

第９条 都道府県は、女性相談支援センターを設置しなけ

ればならない。 

２ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の

１９第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）は、

女性相談支援センターを設置することができる。 

３ 女性相談支援センターは、困難な問題を抱える女性へ

の支援に関し、主として次に掲げる業務を行うものとす

る。 

（1） 困難な問題を抱える女性に関する各般の問題につ

いて、困難な問題を抱える女性の立場に立って相談に

応ずること又は第１１条第１項に規定する女性相談

支援員若しくは相談を行う機関を紹介すること。 

（2） 困難な問題を抱える女性（困難な問題を抱える女

性がその家族を同伴する場合にあっては、困難な問題

を抱える女性及びその同伴する家族。次号から第５号

まで及び第１２条第１項において同じ。）の緊急時に

おける安全の確保及び一時保護を行うこと。 

（3） 困難な問題を抱える女性の心身の健康の回復を図

るため、医学的又は心理学的な援助その他の必要な援

助を行うこと。 

（4） 困難な問題を抱える女性が自立して生活すること

を促進するため、就労の支援、住宅の確保、援護、児

童の保育等に関する制度の利用等について、情報の提

供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行う

こと。 

（5） 困難な問題を抱える女性が居住して保護を受ける

ことができる施設の利用について、情報の提供、助言、

関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 女性相談支援センターは、その業務を行うに当たって

は、その支援の対象となる者の抱えている問題及びその

背景、心身の状況等を適切に把握した上で、その者の意

向を踏まえながら、最適な支援を行うものとする。 

５ 女性相談支援センターに、所長その他所要の職員を置

く。 

６ 女性相談支援センターには、第３項第２号の一時保護

を行う施設を設けなければならない。 

７ 第３項第２号の一時保護は、緊急に保護することが必

要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合に、

女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣

が定める基準を満たす者に委託して行うものとする。 

８ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若

しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由が

なく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏

らしてはならない。 

９ 第３項第２号の一時保護に当たっては、その対象とな

る者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児童の

状況に応じて、当該児童への学習に関する支援が行われ

るものとする。 

１０ 女性相談支援センターは、その業務を行うに当たっ

ては、必要に応じ、困難な問題を抱える女性への支援に

関する活動を行う民間の団体との連携に努めるものとす

る。 

１１ 前各項に定めるもののほか、女性相談支援センター

に関し必要な事項は、政令で定める。 

（女性相談支援センターの所長による報告等） 

第１０条 女性相談支援センターの所長は、困難な問題を

抱える女性であって配偶者のないもの又はこれに準ずる

事情にあるもの及びその者の監護すべき児童について、

児童福祉法第６条の３第１８項に規定する妊産婦等生活

援助事業の実施又は同法第２３条第２項に規定する母子

保護の実施が適当であると認めたときは、これらの者を

当該妊産婦等生活援助事業の実施又は当該母子保護の実

施に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知し

なければならない。 

（女性相談支援員） 

第１１条 都道府県（女性相談支援センターを設置する指

定都市を含む。第２０条第１項（第４号から第６号まで

を除く。）並びに第２２条第１項及び第２項第１号にお

いて同じ。）は、困難な問題を抱える女性について、そ

の発見に努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門

的技術に基づいて必要な援助を行う職務に従事する職員

（以下「女性相談支援員」という。）を置くものとする。 

２ 市町村（女性相談支援センターを設置する指定都市を

除く。第２０条第２項及び第２２条第２項第２号におい

て同じ。）は、女性相談支援員を置くよう努めるものと

する。 

３ 女性相談支援員の任用に当たっては、その職務を行う

のに必要な能力及び専門的な知識経験を有する人材の登

用に特に配慮しなければならない。 

（女性自立支援施設） 

第１２条 都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所さ

せて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復

を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びそ

の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所
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した者について相談その他の援助を行うこと（以下「自

立支援」という。）を目的とする施設（以下「女性自立

支援施設」という。）を設置することができる。 

２ 都道府県は、女性自立支援施設における自立支援を、

その対象となる者の意向を踏まえながら、自ら行い、又

は市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託し

て行うことができる。 

３ 女性自立支援施設における自立支援に当たっては、そ

の対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合には、

当該児童の状況に応じて、当該児童への学習及び生活に

関する支援が行われるものとする。 

（民間の団体との協働による支援） 

第１３条 都道府県は、困難な問題を抱える女性への支援

に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自主性

を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、その

意向に留意しながら、訪問、巡回、居場所の提供、イン

ターネットの活用、関係機関への同行その他の厚生労働

省令で定める方法により、その発見、相談その他の支援

に関する業務を行うものとする。 

２ 市町村は、困難な問題を抱える女性への支援に関する

活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重し

つつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に留

意しながら、前項の業務を行うことができる。 

（民生委員等の協力） 

第１４条 民生委員法（昭和２３年法律第１９８号）に定

める民生委員、児童福祉法に定める児童委員、人権擁護

委員法（昭和２４年法律第１３９号）に定める人権擁護

委員、保護司法（昭和２５年法律第２０４号）に定める

保護司及び更生保護事業法（平成７年法律第８６号）に

定める更生保護事業を営む者は、この法律の施行に関し、

女性相談支援センター及び女性相談支援員に協力するも

のとする。 

（支援調整会議） 

第１５条 地方公共団体は、単独で又は共同して、困難な

問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、

関係機関、第９条第７項又は第１２条第２項の規定によ

る委託を受けた者、困難な問題を抱える女性への支援に

関する活動を行う民間の団体及び困難な問題を抱える女

性への支援に従事する者その他の関係者（以下この条に

おいて「関係機関等」という。）により構成される会議

（以下この条において「支援調整会議」という。）を組

織するよう努めるものとする。 

２ 支援調整会議は、困難な問題を抱える女性への支援を

適切かつ円滑に行うために必要な情報の交換を行うとと

もに、困難な問題を抱える女性への支援の内容に関する

協議を行うものとする。 

３ 支援調整会議は、前項に規定する情報の交換及び協議

を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対

し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力

を求めることができる。 

４ 関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合に

は、これに協力するよう努めるものとする。 

５ 次の各号に掲げる支援調整会議を構成する関係機関等

の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がな

く、支援調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らし

てはならない。 

（1） 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は

職員であった者 

（2） 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの

者であった者 

（3） 前２号に掲げる者以外の者 支援調整会議を構成

する者又は当該者であった者 

６ 前各項に定めるもののほか、支援調整会議の組織及び

運営に関し必要な事項は、支援調整会議が定める。 

第４章 雑則 

（教育及び啓発） 

第１６条 国及び地方公共団体は、この法律に基づく困難

な問題を抱える女性への支援に関し国民の関心と理解を

深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、自己がかけがえのない個人で

あることについての意識の涵かん養に資する教育及び啓

発を含め、女性が困難な問題を抱えた場合にこの法律に

基づく支援を適切に受けることができるようにするため

の教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進） 

第１７条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女

性への支援に資するため、効果的な支援の方法、その心

身の健康の回復を図るための方法等に関する調査研究の

推進に努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第１８条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女

性への支援に従事する者の適切な処遇の確保のための措

置、研修の実施その他の措置を講ずることにより、困難

な問題を抱える女性への支援に係る人材の確保、養成及

び資質の向上を図るよう努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第１９条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女

性への支援に関する活動を行う民間の団体に対し、必要

な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第２０条 都道府県は、次に掲げる費用（女性相談支援セ

ンターを設置する指定都市にあっては、第１号から第３

号までに掲げる費用に限る。）を支弁しなければならな

い。 

（1） 女性相談支援センターに要する費用（次号に掲げ

る費用を除く。） 

（2） 女性相談支援センターが行う第９条第３項第２号

の一時保護（同条第７項に規定する厚生労働大臣が定

める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）及

びこれに伴い必要な事務に要する費用 

（3） 都道府県が置く女性相談支援員に要する費用 

（4） 都道府県が設置する女性自立支援施設の設備に要

する費用 

（5） 都道府県が行う自立支援（市町村、社会福祉法人
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その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。）

及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

（6） 第１３条第１項の規定により都道府県が自ら行い、

又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える

女性への支援に要する費用 

２ 市町村は、市町村が置く女性相談支援員に要する費用

を支弁しなければならない。 

３ 市町村は、第１３条第２項の規定により市町村が自ら

行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱え

る女性への支援に要する費用を支弁しなければならない。 

（都道府県等の補助） 

第２１条 都道府県は、社会福祉法人が設置する女性自立

支援施設の設備に要する費用の４分の３以内を補助する

ことができる。 

２ 都道府県又は市町村は、第１３条第１項又は第２項の

規定に基づく業務を行うに当たって、法令及び予算の範

囲内において、困難な問題を抱える女性への支援に関す

る活動を行う民間の団体の当該活動に要する費用（前条

第１項第６号の委託及び同条第３項の委託に係る委託費

の対象となる費用を除く。）の全部又は一部を補助する

ことができる。 

（国の負担及び補助） 

第２２条 国は、政令で定めるところにより、都道府県が

第２０条第１項の規定により支弁した費用のうち、同項

第１号及び第２号に掲げるものについては、その１０分

の５を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の１０

分の５以内を補助することができる。 

（1） 都道府県が第２０条第１項の規定により支弁した

費用のうち、同項第３号及び第５号に掲げるもの（女

性相談支援センターを設置する指定都市にあっては、

同項第３号に掲げるものに限る。） 

（2） 市町村が第２０条第２項の規定により支弁した費

用 

３ 国は、予算の範囲内において、都道府県が第２０条第

１項の規定により支弁した費用のうち同項第６号に掲げ

るもの及び市町村が同条第３項の規定により支弁した費

用並びに都道府県及び市町村が前条第２項の規定により

補助した金額の全部又は一部を補助することができる。 

第５章 罰則 

第２３条 第９条第８項又は第１５条第５項の規定に違反

して秘密を漏らした者は、１年以下の拘禁刑又は５０万

円以下の罰金に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、令和６年４月１日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

（1） 次条並びに附則第３条、第５条及び第３８条の規

定 公布の日 

（2） 附則第３４条の規定 この法律の公布の日又は

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律

第６６号）の公布の日のいずれか遅い日 

（3） 略 

（4） 附則第３６条の規定 この法律の公布の日又は

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）の

公布の日のいずれか遅い日 

（検討） 

第２条 政府は、この法律の公布後３年を目途として、こ

の法律に基づく支援を受ける者の権利を擁護する仕組み

の構築及び当該支援の質を公正かつ適切に評価する仕組

みの構築について検討を加え、その結果に基づいて所要

の措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後

３年を目途として、この法律の施行の状況について検討

を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づい

て所要の措置を講ずるものとする。 

（準備行為） 

第３条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日（以下「施

行日」という。）前においても、第７条第１項から第３

項までの規定の例により、基本方針を定めることができ

る。この場合において、厚生労働大臣は、同条第４項の

規定の例により、これを公表することができる。 

２ 前項の規定により定められ、公表された基本方針は、

施行日において、第７条第１項から第３項までの規定に

より定められ、同条第４項の規定により公表された基本

方針とみなす。 

（婦人補導院法の廃止） 

第１０条 婦人補導院法は、廃止する。 

（婦人補導院法の廃止に伴う経過措置） 

第１１条 旧婦人補導院法第１２条の規定による手当金の

支給及び旧婦人補導院法第１９条の規定による遺留金品

の措置については、なお従前の例による。この場合にお

いて、これらに関する事務は、法務省令で定める法務省

の職員が行うものとする。 

（政令への委任） 

第３８条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行

に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則（令和４年６月１５日法律第６６号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、令和６年４月１日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

（1） 附則第７条、第８条及び第１７条の規定 公布の

日 

（罰則に関する経過措置） 

第１６条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適

用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第１７条 附則第３条から前条までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経

過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則（令和４年６月１７日法律第６８号）抄 
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（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

（1） 第５０９条の規定 公布の日
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